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会
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示

○
令
和
六
年
度
福
井
県
立
高
等
学
校
入
学
者
選
抜
実
施
要
項
（
全
日
制
の
課
程
お
よ
び
定
時
制
の

　
課
程
）
、
令
和
六
年
度
福
井
県
立
道
守
高
等
学
校
通
信
制
の
課
程
入
学
者
選
抜
実
施
要
項
、
令

　
和
六
年
度
連
携
型
中
高
一
貫
教
育
校
入
学
者
選
抜
実
施
要
項
、
令
和
六
年
度
福
井
県
立
高
等
学

　
校
入
学
者
選
抜
の
た
め
の
学
力
検
査
等
実
施
要
項
（
全
日
制
の
課
程
お
よ
び
定
時
制
の
課
程
）

　
な
ら
び
に
令
和
六
年
度
福
井
県
立
特
別
支
援
学
校
の
幼
稚
部
お
よ
び
高
等
部
の
入
学
者
選
考
実

　
施
要
項
（
一
〇
・
高
校
教
育
課
）…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
三

福
井
県
告
示
第
４
３
１
号

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
３
０
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治 告

　
　
　
　
　
示

　
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１
４
年
法
律
第
８
８
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
４
１
条
の
規
定
に
よ
る
狩
猟
免
許
試
験
（
以
下
「
狩
猟
免
許
試
験
」
と
い
う
。
）

を
実
施
す
る
の
で
、
法
施
行
規
則
（
平
成
１
４
年
環
境
省
令
第
２
８
号
）
第
５
１
条
第
２
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日
　

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治
　
　

１
　
狩
猟
免
許
試
験
の
期
日
、
時
間
、
場
所
お
よ
び
申
請
期
間

　
　
試
験
は
、
下
記
の
会
場
で
開
催
す
る
。 公

　
　
　
　
　
告

土
地
改
良
区
の
名
称

高
浜
土
地
改
良
区

令
和
５
年
１
０
月
２
４
日

認
可
年
月
日

２
　
狩
猟
免
許
試
験
の
内
容

⑴
　
適
性
試
験
（
視
力
、
聴
力
お
よ
び
運
動
能
力
）

⑵
　
知
識
試
験
（
鳥
獣
の
保
護
お
よ
び
管
理
な
ら
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
令
、
鳥
獣
に
関
す

　
る
知
識
、
猟
具
に
関
す
る
知
識
お
よ
び
鳥
獣
の
保
護
管
理
に
関
す
る
知
識
）

⑶
　
技
能
試
験
（
猟
具
の
取
扱
い
、
鳥
獣
の
判
別
お
よ
び
距
離
の
目
測
（
第
一
種
銃
猟
免
許
ま
た
は
第

　
二
種
銃
猟
免
許
受
験
者
に
限
る
。
）

３
　
狩
猟
免
許
試
験
の
受
験
資
格
　

　
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
福
井
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
で
、
法
第
４
０
条
第
２
号
か
ら

第
６
号
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
。
た
だ
し
、
網
猟
免
許
お
よ
び
わ
な
猟
免
許
に
つ
い
て
は

１
８
歳
以
上
（
試
験
日
現
在
）
の
者
、
第
一
種
銃
猟
免
許
お
よ
び
第
二
種
銃
猟
免
許
に
つ
い
て
は
２
０

歳
以
上
（
試
験
日
現
在
）
の
者
に
限
る
。

４
　
受
験
等
の
手
続

　
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
狩
猟
免
許
申
請
書
（
以
下
「
申

請
書
」
と
い
う
。
）
に
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
も
の
を
添
付
し
て
、
申
請
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
各

農
林
総
合
事
務
所
林
業
・
木
材
活
用
課
、
嶺
南
振
興
局
林
業
水
産
部
林
業
・
木
材
活
用
課
ま
た
は
嶺
南

振
興
局
二
州
農
林
部
林
業
水
産
課
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
鳥
獣
関
係
行
政
機
関
」
と
い
う
。
）
に
提
出
す

る
こ
と
。

⑴
　
写
真
　
１
枚
　

　
（
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
お
よ
び
無
背
景
の
本
人
像
を
申
請
日
前
６
か
月
以
内
に
撮
影
し
た
も

の
で
、
大
き
さ
は
縦
３
．
０
ｃ
ｍ
、
横
２
．
４
ｃ
ｍ
と
す
る
。
な
お
、
裏
面
に
氏
名
お
よ
び
撮
影
年

月
日
を
記
入
す
る
こ
と
。
)　

⑵
　
猟
銃
・
空
気
銃
所
持
許
可
証
の
写
し
　
１
通

　
（
申
請
者
が
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
３
３
年
法
律
第
６
号
）
第
４
条
第
１
項
第
１
号

の
規
定
に
よ
る
許
可
を
現
に
受
け
て
い
る
場
合
。
）

⑶
　
 医
師
の
診
断
書
　
１
通
　

　
（
申
請
者
が
法
第
４
０
条
第
２
号
か
ら
第
４
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
証
す
る
も
の

で
、
申
請
日
前
６
か
月
以
内
に
診
断
さ
れ
た
も
の
。
た
だ
し
、
申
請
者
が
猟
銃
・
空
気
銃
所
持
許
可

証
の
写
し
を
提
出
し
た
場
合
、
医
師
の
診
断
書
を
提
出
す
る
必
要
は
な
い
。
）

⑷
　
返
信
用
封
筒
　
１
通

　
（
８
４
円
分
の
郵
便
切
手
を
貼
り
、
宛
先
と
し
て
申
請
者
本
人
の
郵
便
番
号
、
住
所
お
よ
び
氏
名

を
記
入
し
た
も
の
。
）
　

５
　
狩
猟
免
許
試
験
の
手
数
料
の
納
入
　

　
免
許
１
種
類
に
つ
き
５
，
２
０
０
円

　
（
現
に
有
効
な
狩
猟
免
許
を
受
け
て
い
る
者
が
、
こ
れ
と
異
な
る
種
類
の
狩
猟
免
許
を
受
け
よ
う
と

す
る
場
合
は
、
免
許
１
種
類
に
つ
き
３
，
９
０
０
円
）
に
相
当
す
る
福
井
県
収
入
証
紙
を
申
請
書
の
所

定
欄
に
貼
り
付
け
る
こ
と
、
ま
た
は
コ
ン
ビ
ニ
支
払
い
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
払
い
に
よ
り
申
込
番
号
を
申
請

書
の
所
定
欄
に
記
入
す
る
こ
と
。

６
　
合
格
者
の
発
表
　

　
試
験
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
試
験
終
了
後
受
験
者
に
郵
送
で
合
否
を
通
知
し
、
合
格
者
に
は
３
月
下

旬
に
鳥
獣
関
係
行
政
機
関
を
通
じ
て
狩
猟
免
状
を
交
付
す
る
。

７
　
そ
の
他
　

　
試
験
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
合
格
発
表
の
日
か
ら
１
か
月
間
、
福
井
県
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
部
自
然
環

境
課
内
に
お
い
て
口
頭
に
よ
る
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
開
示
す
る
内
容
は
、
知
識
試
験
、

技
能
試
験
の
得
点
お
よ
び
適
性
試
験
の
合
否
と
す
る
。

　
受
験
等
の
手
続
そ
の
他
試
験
に
関
す
る
問
合
せ
は
、
福
井
県
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
部
自
然
環
境
課
（
電

話
０
７
７
６
－
２
０
－
０
３
０
６
）
ま
た
は
次
の
表
に
掲
げ
る
鳥
獣
関
係
行
政
機
関
宛
て
に
行
う
こ
と

。
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鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１
４
年
法
律
第
８
８
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
４
１
条
の
規
定
に
よ
る
狩
猟
免
許
試
験
（
以
下
「
狩
猟
免
許
試
験
」
と
い
う
。
）

を
実
施
す
る
の
で
、
法
施
行
規
則
（
平
成
１
４
年
環
境
省
令
第
２
８
号
）
第
５
１
条
第
２
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日
　

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治
　
　

１
　
狩
猟
免
許
試
験
の
期
日
、
時
間
、
場
所
お
よ
び
申
請
期
間

　
　
試
験
は
、
下
記
の
会
場
で
開
催
す
る
。

２
　
狩
猟
免
許
試
験
の
内
容

⑴
　
適
性
試
験
（
視
力
、
聴
力
お
よ
び
運
動
能
力
）

⑵
　
知
識
試
験
（
鳥
獣
の
保
護
お
よ
び
管
理
な
ら
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
令
、
鳥
獣
に
関
す

　
る
知
識
、
猟
具
に
関
す
る
知
識
お
よ
び
鳥
獣
の
保
護
管
理
に
関
す
る
知
識
）

⑶
　
技
能
試
験
（
猟
具
の
取
扱
い
、
鳥
獣
の
判
別
お
よ
び
距
離
の
目
測
（
第
一
種
銃
猟
免
許
ま
た
は
第

　
二
種
銃
猟
免
許
受
験
者
に
限
る
。
）

３
　
狩
猟
免
許
試
験
の
受
験
資
格
　

　
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
福
井
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
で
、
法
第
４
０
条
第
２
号
か
ら

第
６
号
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
。
た
だ
し
、
網
猟
免
許
お
よ
び
わ
な
猟
免
許
に
つ
い
て
は

１
８
歳
以
上
（
試
験
日
現
在
）
の
者
、
第
一
種
銃
猟
免
許
お
よ
び
第
二
種
銃
猟
免
許
に
つ
い
て
は
２
０

歳
以
上
（
試
験
日
現
在
）
の
者
に
限
る
。

４
　
受
験
等
の
手
続

　
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
狩
猟
免
許
申
請
書
（
以
下
「
申

請
書
」
と
い
う
。
）
に
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
も
の
を
添
付
し
て
、
申
請
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
各

農
林
総
合
事
務
所
林
業
・
木
材
活
用
課
、
嶺
南
振
興
局
林
業
水
産
部
林
業
・
木
材
活
用
課
ま
た
は
嶺
南

振
興
局
二
州
農
林
部
林
業
水
産
課
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
鳥
獣
関
係
行
政
機
関
」
と
い
う
。
）
に
提
出
す

る
こ
と
。

⑴
　
写
真
　
１
枚
　

　
（
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
お
よ
び
無
背
景
の
本
人
像
を
申
請
日
前
６
か
月
以
内
に
撮
影
し
た
も

の
で
、
大
き
さ
は
縦
３
．
０
ｃ
ｍ
、
横
２
．
４
ｃ
ｍ
と
す
る
。
な
お
、
裏
面
に
氏
名
お
よ
び
撮
影
年

月
日
を
記
入
す
る
こ
と
。
)　

⑵
　
猟
銃
・
空
気
銃
所
持
許
可
証
の
写
し
　
１
通

　
（
申
請
者
が
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
３
３
年
法
律
第
６
号
）
第
４
条
第
１
項
第
１
号

の
規
定
に
よ
る
許
可
を
現
に
受
け
て
い
る
場
合
。
）

⑶
　
 医
師
の
診
断
書
　
１
通
　

　
（
申
請
者
が
法
第
４
０
条
第
２
号
か
ら
第
４
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
証
す
る
も
の

で
、
申
請
日
前
６
か
月
以
内
に
診
断
さ
れ
た
も
の
。
た
だ
し
、
申
請
者
が
猟
銃
・
空
気
銃
所
持
許
可

証
の
写
し
を
提
出
し
た
場
合
、
医
師
の
診
断
書
を
提
出
す
る
必
要
は
な
い
。
）

⑷
　
返
信
用
封
筒
　
１
通

　
（
８
４
円
分
の
郵
便
切
手
を
貼
り
、
宛
先
と
し
て
申
請
者
本
人
の
郵
便
番
号
、
住
所
お
よ
び
氏
名

を
記
入
し
た
も
の
。
）
　

５
　
狩
猟
免
許
試
験
の
手
数
料
の
納
入
　

　
免
許
１
種
類
に
つ
き
５
，
２
０
０
円

　
（
現
に
有
効
な
狩
猟
免
許
を
受
け
て
い
る
者
が
、
こ
れ
と
異
な
る
種
類
の
狩
猟
免
許
を
受
け
よ
う
と

す
る
場
合
は
、
免
許
１
種
類
に
つ
き
３
，
９
０
０
円
）
に
相
当
す
る
福
井
県
収
入
証
紙
を
申
請
書
の
所

定
欄
に
貼
り
付
け
る
こ
と
、
ま
た
は
コ
ン
ビ
ニ
支
払
い
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
払
い
に
よ
り
申
込
番
号
を
申
請

書
の
所
定
欄
に
記
入
す
る
こ
と
。

６
　
合
格
者
の
発
表
　

　
試
験
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
試
験
終
了
後
受
験
者
に
郵
送
で
合
否
を
通
知
し
、
合
格
者
に
は
３
月
下

旬
に
鳥
獣
関
係
行
政
機
関
を
通
じ
て
狩
猟
免
状
を
交
付
す
る
。

７
　
そ
の
他
　

　
試
験
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
合
格
発
表
の
日
か
ら
１
か
月
間
、
福
井
県
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
部
自
然
環

境
課
内
に
お
い
て
口
頭
に
よ
る
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
開
示
す
る
内
容
は
、
知
識
試
験
、

技
能
試
験
の
得
点
お
よ
び
適
性
試
験
の
合
否
と
す
る
。

　
受
験
等
の
手
続
そ
の
他
試
験
に
関
す
る
問
合
せ
は
、
福
井
県
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
部
自
然
環
境
課
（
電

話
０
７
７
６
－
２
０
－
０
３
０
６
）
ま
た
は
次
の
表
に
掲
げ
る
鳥
獣
関
係
行
政
機
関
宛
て
に
行
う
こ
と

。

第
3回

試
験
日

令
和
６
年
２
月
１
８
日（
日
）
9時
30分
か
ら

16時
30分
ま
で

令
和
５
年
１
１
月
２
０
日（
月
）か
ら

令
和
６
年
１
月
１
９
日（
金
）ま
で

福
井
県
立
大
学
永
平
寺
キ
ャ
ン
パ
ス

吉
田
郡
永
平
寺
町
松
岡
兼
定
島
4-1-1

時
間

場
所

申
請
期
間
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鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１
４
年
法
律
第
８
８
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
４
１
条
の
規
定
に
よ
る
狩
猟
免
許
試
験
（
以
下
「
狩
猟
免
許
試
験
」
と
い
う
。
）

を
実
施
す
る
の
で
、
法
施
行
規
則
（
平
成
１
４
年
環
境
省
令
第
２
８
号
）
第
５
１
条
第
２
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日
　

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治
　
　

１
　
狩
猟
免
許
試
験
の
期
日
、
時
間
、
場
所
お
よ
び
申
請
期
間

　
　
試
験
は
、
下
記
の
会
場
で
開
催
す
る
。

２
　
狩
猟
免
許
試
験
の
内
容

⑴
　
適
性
試
験
（
視
力
、
聴
力
お
よ
び
運
動
能
力
）

⑵
　
知
識
試
験
（
鳥
獣
の
保
護
お
よ
び
管
理
な
ら
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
令
、
鳥
獣
に
関
す

　
る
知
識
、
猟
具
に
関
す
る
知
識
お
よ
び
鳥
獣
の
保
護
管
理
に
関
す
る
知
識
）

⑶
　
技
能
試
験
（
猟
具
の
取
扱
い
、
鳥
獣
の
判
別
お
よ
び
距
離
の
目
測
（
第
一
種
銃
猟
免
許
ま
た
は
第

　
二
種
銃
猟
免
許
受
験
者
に
限
る
。
）

３
　
狩
猟
免
許
試
験
の
受
験
資
格
　

　
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
福
井
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
で
、
法
第
４
０
条
第
２
号
か
ら

第
６
号
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
。
た
だ
し
、
網
猟
免
許
お
よ
び
わ
な
猟
免
許
に
つ
い
て
は

１
８
歳
以
上
（
試
験
日
現
在
）
の
者
、
第
一
種
銃
猟
免
許
お
よ
び
第
二
種
銃
猟
免
許
に
つ
い
て
は
２
０

歳
以
上
（
試
験
日
現
在
）
の
者
に
限
る
。

４
　
受
験
等
の
手
続

　
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
狩
猟
免
許
申
請
書
（
以
下
「
申

請
書
」
と
い
う
。
）
に
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
も
の
を
添
付
し
て
、
申
請
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
各

農
林
総
合
事
務
所
林
業
・
木
材
活
用
課
、
嶺
南
振
興
局
林
業
水
産
部
林
業
・
木
材
活
用
課
ま
た
は
嶺
南

振
興
局
二
州
農
林
部
林
業
水
産
課
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
鳥
獣
関
係
行
政
機
関
」
と
い
う
。
）
に
提
出
す

る
こ
と
。

⑴
　
写
真
　
１
枚
　

　
（
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
お
よ
び
無
背
景
の
本
人
像
を
申
請
日
前
６
か
月
以
内
に
撮
影
し
た
も

の
で
、
大
き
さ
は
縦
３
．
０
ｃ
ｍ
、
横
２
．
４
ｃ
ｍ
と
す
る
。
な
お
、
裏
面
に
氏
名
お
よ
び
撮
影
年

月
日
を
記
入
す
る
こ
と
。
)　

⑵
　
猟
銃
・
空
気
銃
所
持
許
可
証
の
写
し
　
１
通

　
（
申
請
者
が
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
３
３
年
法
律
第
６
号
）
第
４
条
第
１
項
第
１
号

の
規
定
に
よ
る
許
可
を
現
に
受
け
て
い
る
場
合
。
）

⑶
　
 医
師
の
診
断
書
　
１
通
　

　
（
申
請
者
が
法
第
４
０
条
第
２
号
か
ら
第
４
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
証
す
る
も
の

で
、
申
請
日
前
６
か
月
以
内
に
診
断
さ
れ
た
も
の
。
た
だ
し
、
申
請
者
が
猟
銃
・
空
気
銃
所
持
許
可

証
の
写
し
を
提
出
し
た
場
合
、
医
師
の
診
断
書
を
提
出
す
る
必
要
は
な
い
。
）

⑷
　
返
信
用
封
筒
　
１
通

　
（
８
４
円
分
の
郵
便
切
手
を
貼
り
、
宛
先
と
し
て
申
請
者
本
人
の
郵
便
番
号
、
住
所
お
よ
び
氏
名

を
記
入
し
た
も
の
。
）
　

５
　
狩
猟
免
許
試
験
の
手
数
料
の
納
入
　

　
免
許
１
種
類
に
つ
き
５
，
２
０
０
円

　
（
現
に
有
効
な
狩
猟
免
許
を
受
け
て
い
る
者
が
、
こ
れ
と
異
な
る
種
類
の
狩
猟
免
許
を
受
け
よ
う
と

す
る
場
合
は
、
免
許
１
種
類
に
つ
き
３
，
９
０
０
円
）
に
相
当
す
る
福
井
県
収
入
証
紙
を
申
請
書
の
所

定
欄
に
貼
り
付
け
る
こ
と
、
ま
た
は
コ
ン
ビ
ニ
支
払
い
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
払
い
に
よ
り
申
込
番
号
を
申
請

書
の
所
定
欄
に
記
入
す
る
こ
と
。

６
　
合
格
者
の
発
表
　

　
試
験
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
試
験
終
了
後
受
験
者
に
郵
送
で
合
否
を
通
知
し
、
合
格
者
に
は
３
月
下

旬
に
鳥
獣
関
係
行
政
機
関
を
通
じ
て
狩
猟
免
状
を
交
付
す
る
。

７
　
そ
の
他
　

　
試
験
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
合
格
発
表
の
日
か
ら
１
か
月
間
、
福
井
県
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
部
自
然
環

境
課
内
に
お
い
て
口
頭
に
よ
る
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
開
示
す
る
内
容
は
、
知
識
試
験
、

技
能
試
験
の
得
点
お
よ
び
適
性
試
験
の
合
否
と
す
る
。

　
受
験
等
の
手
続
そ
の
他
試
験
に
関
す
る
問
合
せ
は
、
福
井
県
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
部
自
然
環
境
課
（
電

話
０
７
７
６
－
２
０
－
０
３
０
６
）
ま
た
は
次
の
表
に
掲
げ
る
鳥
獣
関
係
行
政
機
関
宛
て
に
行
う
こ
と

。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
２
４
９
号
）
第
３
３
条
の
３
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
３
３
条
の
規

定
に
よ
り
通
知
す
る
次
の
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
な
の
で
、
同
法
第
１
８
９
条
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

　
　
春
日
神
社
、
山
下
勉

２
　
通
知
の
要
旨

⑴
　
官
報
に
よ
る
農
林
水
産
省
告
示
に
て
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
。

⑵
　
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
お
よ
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
４

　
月
２
６
日
農
林
水
産
省
告
示
第
５
７
３
号
に
よ
る
。

３
　
掲
示
場
所

　
　
福
井
県
庁
お
よ
び
福
井
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
足
羽
三
ヶ
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
２
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
　

理
　
事
　
川
江
　
豊
　
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
45-1

　
〃
　
　
山
田
　
英
一
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
25-17

　
〃
　
　
西
口
　
康
士
　
福
井
市
小
路
町
16-1-7

　
〃
　
　
中
谷
　
英
修
　
福
井
市
栃
泉
町
1-10

　
〃
　
　
池
田
　
正
幸
　
福
井
市
南
山
町
13-41

　
〃
　
　
室
谷
　
賢
治
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
25-4

　
〃
　
　
安
達
　
節
男
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
3-56

　
〃
　
　
山
本
　
嘉
治
　
福
井
市
南
山
町
11-3

　
〃
　
　
今
村
　
保
英
　
福
井
市
小
路
町
3-13-1

　
〃
　
　
後
藤
　
光
宙
　
福
井
市
上
毘
沙
門
町
2-272

監
　
事
　
山
口
　
吉
晴
　
福
井
市
南
山
町
8-8

　
〃
　
　
青
木
　
邦
夫
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
25-19

　
〃
　
　
野
坂
　
定
志
　
福
井
市
小
路
町
11-155

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
酒
生
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
４
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
　

理
　
事
　
梯
　
左
武
良
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
2811

　
〃
　
　
髙
波
　
捨
治
　
福
井
市
荒
木
新
保
町
20-32

　
〃
　
　
林
　
　
世
治
　
福
井
市
殿
下
町
33-5

名
称

福
井
農
林
総
合
事
務
所

林
業
・
木
材
活
用
課

坂
井
農
林
総
合
事
務
所

林
業
・
木
材
活
用
課

奥
越
農
林
総
合
事
務
所

林
業
・
木
材
活
用
課

丹
南
農
林
総
合
事
務
所

林
業
・
木
材
活
用
課

嶺
北
振
興
局
林
業
水
産
部

林
業
・
木
材
活
用
課

嶺
南
振
興
局
二
州
農
林
部

林
業
水
産
課

910-8555

913-8511

912-0016

915-0882

917-0297

914-0811

0776（
21）8213

0776（
81）3223

0779（
65）1492

0778（
23）4961

0770（
56）2218

0770（
22）0291

福
井
市
松
本
３
丁
目
１
６
－
１
０

福
井
合
同
庁
舎

坂
井
市
三
国
町
水
居
１
７
－
４
５

坂
井
合
同
庁
舎

大
野
市
友
江
１
１
－
１
０

奥
越
合
同
庁
舎

越
前
市
上
太
田
町
４
１
－
５

南
越
合
同
庁
舎

小
浜
市
遠
敷
１
丁
目
１
０
１

若
狭
合
同
庁
舎

敦
賀
市
中
央
町
１
丁
目
７
－
４
２

敦
賀
合
同
庁
舎 住
所
地

郵
便
番
号

連
絡
先

　
〃
　
　
前
川
　
孝
　
　
福
井
市
和
田
東
２
丁
目
812

　
〃
　
　
勝
山
　
義
一
　
福
井
市
稲
津
町
23-10

　
〃
　
　
山
崎
　
重
浩
　
福
井
市
河
水
町
14-17

監
　
事
　
梅
田
　
精
一
　
福
井
市
曽
万
布
町
9-51

　
〃
　
　
中
村
　
健
次
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
1006

　
〃
　
　
野
田
守
之
丞
　
福
井
市
篠
尾
町
61-11　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
福
井
足
羽
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
８
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
　

理
　
事
　
三
竹
　
孝
一
　
福
井
市
下
六
条
町
29-36

〃
　
　
前
田
　
晃
良
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
2014

〃
　
　
佐
々
木
　
明
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
1427

〃
　
　
橋
本
　
裕
文
　
福
井
市
和
田
中
町
神
明
宅
地
17

〃
　
　
村
上
　
千
直
　
福
井
市
和
田
中
町
上
村
宅
地
57

〃
　
　
岩
佐
　
正
弘
　
福
井
市
小
稲
津
町
30-27

〃
　
　
大
谷
　
元
見
　
福
井
市
上
六
条
町
18-39

〃
　
　
島
﨑
　
雅
行
　
福
井
市
天
王
町
26-27

〃
　
　
田
中
　
外
信
　
福
井
市
上
莇
生
田
町
5-94

〃
　
　
北
川
　
博
美
　
福
井
市
下
莇
生
田
町
13-8

〃
　
　
中
出
　
寛
　
　
福
井
市
別
所
町
10-46

〃
　
　
吉
村
　
義
雄
　
福
井
市
大
町
19-25

〃
　
　
稲
澤
　
正
一
　
福
井
市
稲
津
町
24-14

〃
　
　
萩
原
　
一
男
　
福
井
市
下
馬
１
丁
目
1901

〃
　
　
川
端
　
裕
之
　
福
井
市
東
郷
中
島
町
10-1

〃
　
　
大
畑
　
喜
秋
　
福
井
市
下
荒
井
町
2-108

監
　
事
　
畑
中
　
教
男
　
福
井
市
下
六
条
町
25-26

　
〃
　
　
佐
々
木
一
美
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
2611

　
〃
　
　
齊
藤
　
正
成
　
福
井
市
上
莇
生
田
町
2-53

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
足
羽
三
ケ
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
３
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
　

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
 　
　
　

理
　
事
　
川
江
　
豊
　
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
45-1

　
〃
　
　
安
達
　
節
男
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
3-56

　
〃
　
　
藤
田
　
佳
光
　
福
井
市
南
山
町
8-10-1

　
〃
　
　
中
谷
　
英
修
　
福
井
市
栃
泉
町
1-10

　
〃
　
　
山
田
　
英
一
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
25-17

　
〃
　
　
室
谷
　
賢
治
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
25-4

　
〃
　
　
柴
田
　
泰
　
　
福
井
市
南
山
町
8-32

　
〃
　
　
山
口
　
武
登
志
　
福
井
市
小
路
町
11-108

　
〃
　
　
山
岸
　
郭
良
　
福
井
市
小
路
町
11-139

　
〃
　
　
後
藤
　
光
宙
　
福
井
市
上
毘
沙
門
町
2-272

監
　
事
　
青
木
　
邦
夫
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
25-19

　
〃
　
　
藤
田
　
延
長
　
福
井
市
南
山
町
8-16

　
〃
　
　
櫓
元
　
真
弓
　
福
井
市
安
原
町
8-27

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
酒
生
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
５
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
　

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
 　
　
　

理
　
事
　
野
田
守
之
丞
　
福
井
市
篠
尾
町
61-11　

　
〃
　
　
前
田
　
光
博
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
1412

　
〃
　
　
林
　
　
世
治
　
福
井
市
殿
下
町
33-5

　
〃
　
　
荒
川
　
幸
洋
　
福
井
市
荒
木
新
保
町
70-48

　
〃
　
　
前
川
　
孝
　
　
福
井
市
和
田
東
２
丁
目
812

　
〃
　
　
山
崎
　
重
浩
　
福
井
市
河
水
町
14-17

監
　
事
　
河
合
　
良
伯
　
福
井
市
曽
万
布
町
9-44

　
〃
　
　
前
田
　
康
夫
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
2201

　
〃
　
　
髙
村
　
盛
雄
　
福
井
市
稲
津
町
33-19

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
福
井
足
羽
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
９
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
　

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
 　
　
　

理
　
事
　
和
田
　
健
一
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
2311

〃
　
　
佐
々
木
　
明
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
1427

〃
　
　
橋
本
　
裕
文
　
福
井
市
和
田
中
町
神
明
宅
地
17

〃
　
　
小
宮
山
　
澄
　
福
井
市
和
田
中
町
上
村
宅
地
80

〃
　
　
岩
佐
　
正
弘
　
福
井
市
小
稲
津
町
30-27

〃
　
　
前
田
　
寛
治
　
福
井
市
上
六
条
町
18-38

〃
　
　
島
﨑
　
雅
行
　
福
井
市
天
王
町
26-27

〃
　
　
三
竹
　
孝
一
　
福
井
市
下
六
条
町
29-36

〃
　
　
田
中
　
外
信
　
福
井
市
上
莇
生
田
町
5-94

〃
　
　
長
塚
　
茂
　
　
福
井
市
下
莇
生
田
町
18-5

〃
　
　
増
田
　
栄
治
　
福
井
市
別
所
町
11-11

〃
　
　
吉
村
　
幸
高
　
福
井
市
大
町
20-13

〃
　
　
澤
﨑
　
三
男
　
福
井
市
稲
津
町
72-48

〃
　
　
竹
内
　
幸
男
　
福
井
市
下
馬
１
丁
目
1205-2

〃
　
　
川
端
　
裕
之
　
福
井
市
東
郷
中
島
町
10-1

〃
　
　
大
畑
　
喜
秋
　
福
井
市
下
荒
井
町
2-108

監
　
事
　
川
端
　
義
彦
　
福
井
市
東
郷
中
島
町
10-11

　
〃
　
　
川
口
　
幸
徳
　
福
井
市
下
荒
井
町
7-101

　
〃
　
　
小
縁
　
俊
郎
　
福
井
市
下
六
条
町
29-9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
高
浜
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
９
月
３
０
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
藤
本
　
誠
　
　
高
浜
町
薗
部
51-16

　
〃
　
　
永
登
　
三
夫
　
高
浜
町
和
田
119-11

　
〃
　
　
萩
野
　
靜
男
　
高
浜
町
薗
部
61-7

　
〃
　
　
今
田
　
利
正
　
高
浜
町
東
三
松
15-28

　
〃
　
　
丸
田
　
優
　
　
高
浜
町
子
生
16-2

　
〃
　
　
大
西
　
英
夫
　
高
浜
町
和
田
120-14

　
〃
　
　
田
中
　
筆
一
　
高
浜
町
西
三
松
2-1

　
〃
　
　
河
島
　
信
義
　
高
浜
町
薗
部
51-19-2

　
〃
　
　
大
塚
　
弥
寿
男
　
高
浜
町
和
田
119-24

　
〃
　
　
勝
本
　
繁
昭
　
高
浜
町
和
田
125-12-13

　
〃
　
　
川
合
　
正
之
　
高
浜
町
日
置
45-12-2

監
　
事
　
一
瀬
　
一
憲
　
高
浜
町
東
三
松
18-8

　
〃
　
　
寺
上
　
郁
夫
　
高
浜
町
薗
部
52-19

　
〃
　
　
濵
本
　
真
和
　
高
浜
町
和
田
110-17

　
〃
　
　
熊
谷
　
元
記
　
高
浜
町
薗
部
48-2

　
〃
　
　
荒
木
　
保
博
　
高
浜
町
若
宮
4-24

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
高
浜
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
１
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
藤
本
　
誠
　
　
高
浜
町
薗
部
51-16

〃
　
　
永
登
　
三
夫
　
高
浜
町
和
田
119-11

〃
　
　
今
田
　
利
正
　
高
浜
町
東
三
松
15-28

〃
　
　
丸
田
　
優
　
　
高
浜
町
子
生
16-2

〃
　
　
河
島
　
信
義
　
高
浜
町
薗
部
51-19-2

〃
　
　
大
塚
　
弥
寿
男
　
高
浜
町
和
田
119-24

〃
　
　
田
中
　
筆
一
　
高
浜
町
西
三
松
2-1

〃
　
　
川
合
　
正
之
　
高
浜
町
日
置
45-12-2

〃
　
　
大
西
　
英
夫
　
高
浜
町
和
田
120-14

〃
　
　
堀
口
　
克
博
　
高
浜
町
薗
部
46-10

〃
　
　
大
塚
　
義
文
　
高
浜
町
和
田
118-12

監
　
事
　
富
田
　
博
司
　
高
浜
町
和
田
111-33

　
〃
　
　
髙
田
　
照
樹
　
高
浜
町
東
三
松
30-6-2

　
〃
　
　
山
崎
　
満
　
　
高
浜
町
薗
部
51-1

　
〃
　
　
杉
本
　
暁
弘
　
高
浜
町
薗
部
53-25-1

　
〃
　
　
荒
木
　
保
博
　
高
浜
町
若
宮
4-24

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
１
０
月
１
９
日
に
敦
賀
市
よ
り
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示

す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
敦
賀
市

２
　
作
業
の
種
類

　
　
公
共
測
量
（
道
路
台
帳
図
更
新
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
５
年
１
０
月
１
９
日
か
ら
令
和
６
年
３
月
３
１
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
敦
賀
市
一
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
１
０
月
１
８
日
に
福
井
県
よ
り
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示

す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
福
井
県

２
　
作
業
の
種
類

　
　
公
共
測
量
（
航
空
レ
ー
ザ
測
量
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
５
年
１
０
月
１
９
日
か
ら
令
和
６
年
２
月
２
９
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
福
井
県
　
大
野
市
、
敦
賀
市
、
三
方
上
中
郡
若
狭
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
福
井
県
立
鯖
江
高
等
学
校
丹
南
キ
ャ
ン
パ
ス
情
報
第
２
実
習
室
機
器
等
購
入
お
よ
び
保
守
委
託
業
務

一
式
（
長
期
継
続
契
約
）

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
立
鯖
江
高
等
学
校

　
　
福
井
県
鯖
江
市
舟
津
町
２
丁
目
５
番
４
２
号

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
１
０
月
２
５
日

４
　
落
札
者
の
氏
名
お
よ
び
住
所

三
谷
商
事
株
式
会
社

福
井
県
福
井
市
豊
島
１
丁
目
３
番
１
号

５
　
落
札
金
額

　
　
２
７
，
９
０
５
，
６
０
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
９
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
調
達
を
す
る
物
品
（
以
下
「
調
達
物
品
」
と
い
う
。
）
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
（
商
業
キ
ャ
ン
パ
ス
）
産
業
教
育
実
習
用
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
機
器
等

購
入
お
よ
び
保
守
委
託
業
務
一
式
（
長
期
継
続
契
約
）

⑵
　
調
達
物
品
の
仕
様
等

　
　
入
札
説
明
書
お
よ
び
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

⑶
　
契
約
期
間

　
　
契
約
締
結
日
か
ら
令
和
１
３
年
２
月
２
８
日

　
こ
の
期
間
に
、
福
井
県
に
お
い
て
契
約
締
結
年
度
の
翌
年
度
以
降
の
歳
入
歳
出
予
算
の
当
該
金
額

に
つ
い
て
減
額
ま
た
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
。

⑷
　
機
器
納
入
期
限

　
　
令
和
６
年
２
月
２
９
日
　
１
７
時

⑸
　
保
守
委
託
期
間

令
和
６
年
３
月
１
日
か
ら
令
和
１
３
年
２
月
２
８
日
ま
で

（
た
だ
し
、
ハ
ー
ド
ウ
エ
ア
保
守
に
つ
い
て
は
業
務
開
始
か
ら
１
年
間
無
償
と
す
る
。
）

⑹
　
納
入
場
所

福
井
県
越
前
市
家
久
町
２
４

福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
（
商
業
キ
ャ
ン
パ
ス
）

２
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用

を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い
う

。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
の
日
時

ま
で
に
資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
者
と
す
る
。

⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
に
規
定
す
る
者
で
な
い

　
こ
と
。

⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
福
井
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

⑶
　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
更
正
手
続
開
始
の
申
立
て
お

　
よ
び
民
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て

　
が
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑷
　
こ
の
入
札
に
併
せ
て
行
わ
れ
る
技
術
的
審
査
に
よ
り
、
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
を
納
入
す
る

　
技
術
的
能
力
お
よ
び
体
制
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑸
　
こ
の
入
札
の
調
達
物
品
に
関
す
る
点
検
、
修
理
、
部
品
供
給
等
に
つ
い
て
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
お
よ

　
び
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
係
る
体
制
が
十
分
に
整
い
、
長
期
間
に
わ
た
り
迅
速
か
つ
円
滑
に
対
応
す
る
こ

　
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑹
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

　
支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

　
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

　
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

　
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

　
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

　
す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

　
者
オ
　
役
員
等
が
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

⑺
　
こ
の
入
札
業
務
と
同
種
同
等
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
行
っ
た
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請

ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
契

約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付

⑴
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局

　
の
名
称
お
よ
び
所
在
地
な
ら
び
に
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
５
－
０
８
４
１

福
井
県
越
前
市
文
京
１
丁
目
１
４
－
１
６

福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
　
事
務
室

電
　
話
　
０
７
７
８
－
２
２
－
２
７
３
０

⑵
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
は
上
記
場
所
で
行
う
ほ
か
、
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ

　
ム
で
公
開
す
る
。

５
　
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
様
式
。
な
お
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者

（
以
下
「
紙
入
札
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
様
式
）
に
、
必
要
書
類
を

添
え
て
次
の
と
お
り
提
出
し
、
こ
の
入
札
に
係
る
業
務
に
関
し
福
井
県
の
技
術
審
査
を
受
け
、
資
格
の

確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間

令
和
５
年
１
１
月
７
日
（
火
）
９
時
か
ら

令
和
５
年
１
１
月
２
７
日
（
月
）
１
７
時
ま
で

⑵
　
申
請
書
の
提
出
方
法

　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
。

　
な
お
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
の
情
報
が
、
契
約
担
当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子
計

算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
、
提
出
期
間
中
に
記
録
さ
れ
た
も
の
を
有
効
と
す
る
。

　
申
請
書
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成

１
２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定
認
証
業
務
を
行
う
者
が
発

行
し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
代
表
者
の
名
義

で
取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
利
用
者
登
録
し
た
も
の
と

す
る
。

　
た
だ
し
、
紙
入
札
者
は
、
下
記
⑶
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

⑶
　
紙
入
札
者
に
係
る
申
請
書
等
の
提
出
先
お
よ
び
提
出
方
法

ア
　
提
出
先

　
　
４
⑴
に
同
じ
。

イ
　
提
出
方
法

　
提
出
期
間
内
に
提
出
先
へ
直
接
持
参
ま
た
は
郵
送
す
る
こ
と
。
（
郵
送
す
る
場
合
は
簡
易
書
留

郵
便
と
す
る
。
）

６
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
、
開
札
日
時
お
よ
び
開
札
場
所

⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

　
　
５
⑵
お
よ
び
⑶
に
同
じ
。

⑵
　
入
札
書
の
提
出
期
間

令
和
５
年
１
２
月
２
０
日
（
水
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
７
時
ま
で

令
和
５
年
１
２
月
２
１
日
（
木
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
６
時
ま
で

⑶
　
開
札
日
時

令
和
５
年
１
２
月
２
２
日
（
金
）
１
０
時

⑷
　
開
札
場
所

福
井
県
越
前
市
文
京
１
丁
目
１
４
－
１
６

福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校

７
　
入
札
方
法

　
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約

希
望
金
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

８
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
の
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ

た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

９
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
お
よ
び
通

　
貨
　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

⑶
　
入
札
の
無
効

　
　
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規
定
に
よ
る
。

⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
要

⑸
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置
に
つ
い
て

①
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
。
以
下
「
条
例

　
」
と
い
う
。
）
第
５
条
第
２
項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く

　
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄

　
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と
と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

②
　
①
に
よ
り
、
警
察
署
に
届
け
出
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
　
な
お
、
上
記
①
の
届
出
を
怠
っ
た
と
き
は
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領

　
の
規
定
に
基
づ
く
、
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
注
意
す
る
こ
と
。

⑹
　
２
に
記
載
す
る
別
に
知
事
が
行
う
審
査
を
申
請
す
る
時
期
と
場
所

①
　
申
請
者
の
受
付
時
期

　
福
井
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
各
号
に
掲

げ
る
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

②
　
申
請
書
の
交
付
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

福
井
県
会
計
局
会
計
課
　
総
務
第
三
グ
ル
ー
プ

電
　
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
２
５
３

⑺
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
必
要
な
事
項
は
入
札
説
明
書
等
に
よ
る
。

１
０
　
Sum
m
ary

⑴
　
T
he specifications of the product to purchase and quantity

　
H
ardw

are and the others for industrial education of the T
akefu com

m
ercial and 

T
echnical H

igh School (including the m
aintenance)

⑵
　
D
ate, tim

e, of Bidding
　
　
8:30 a.m

. 20st　
D
ecem

ber 2023 －
 4:00 p.m

 21st D
ecem

ber 2023
⑶
　
D
eadline for delivery

　
　
5:00 p.m

.29 st February 2024
⑷
　
T
he place for delivery and contact for notice

　
T
akefu com

m
ercial and T

echnical H
igh School, 24, Iehisa-cho,Echizen City, Fukui 

Prefecture, 915-0801 Japan
　
　
T
EL 0778-22-2630

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

   　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
 福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治
　
　
 

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
調
達
を
す
る
物
品
（
以
下
「
調
達
物
品
」
と
い
う
。
）
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
Ｃ
Ａ
Ｄ
室
機
器
等
購
入
お
よ
び
保
守
業
務
委
託
　
一
式
（
長
期
継

　
続
契
約
）

⑵
　
調
達
物
品
の
仕
様
等

　
　
入
札
説
明
書
お
よ
び
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

⑶
　
契
約
期
間

　
契
約
締
結
日
か
ら
令
和
１
３
年
２
月
２
８
日
ま
で

　
こ
の
期
間
に
、
福
井
県
に
お
い
て
契
約
締
結
年
度
の
翌
年
度
以
降
の
歳
入
歳
出
予
算
の
当
該
金
額

に
つ
い
て
、
減
額
ま
た
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
。

⑷
　
機
器
納
入
期
限

　
　
令
和
６
年
２
月
２
９
日
１
７
時

⑸
　
保
守
委
託
期
間

　
　
令
和
６
年
３
月
１
日
か
ら
令
和
１
３
年
２
月
２
８
日
ま
で

⑹
　
納
入
場
所

福
井
県
越
前
市
文
京
１
丁
目
１
４
－
１
６

福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
　
工
業
キ
ャ
ン
パ
ス
　
Ｃ
Ａ
Ｄ
室

２
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用

を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
の
日

時
ま
で
に
資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
者
と
す
る

。⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
者

　
で
な
い
こ
と
。

⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
福
井
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

⑶
　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
お
よ
び
民

　
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い

　
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑷
　
こ
の
入
札
に
併
せ
て
行
わ
れ
る
技
術
的
審
査
に
よ
り
、
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
を
納
入
す
る

　
技
術
的
能
力
お
よ
び
体
制
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑸
　
こ
の
入
札
の
調
達
物
品
に
関
す
る
点
検
、
修
理
、
部
品
供
給
等
に
つ
い
て
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
お
よ

　
び
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
係
る
体
制
が
十
分
に
整
い
、
長
期
間
に
わ
た
り
迅
速
か
つ
円
滑
に
対
応
す
る
こ

　
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑹
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

　
支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

　
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

　
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

　
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

　
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

　
す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

　
者
オ
　
役
員
等
が
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

⑺
　
こ
の
入
札
業
務
と
同
種
同
等
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
行
っ
た
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請

ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
契

約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付

⑴
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局

　
の
名
称
お
よ
び
所
在
地
な
ら
び
に
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
５
－
０
８
４
１

福
井
県
越
前
市
文
京
１
丁
目
１
４
－
１
６

福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
　
工
業
キ
ャ
ン
パ
ス
事
務
室

電
話
　
０
７
７
８
－
２
２
－
２
７
３
０

⑵
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
は
上
記
場
所
で
行
う
ほ
か
、
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ

　
ム
で
公
開
す
る
。

５
　
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
様
式
。
な
お
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者

（
以
下
「
紙
入
札
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
様
式
）
に
、
必
要
書
類
を

添
え
て
次
の
と
お
り
提
出
し
、
こ
の
入
札
に
係
る
業
務
に
関
し
福
井
県
の
技
術
審
査
を
受
け
、
資
格
の

確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間

令
和
５
年
１
１
月
７
日
（
火
）
９
時
か
ら

令
和
５
年
１
１
月
２
７
日
（
月
）
１
６
時
ま
で

⑵
　
申
請
書
の
提
出
方
法

　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
。

　
な
お
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
の
情
報
が
、
契
約
担
当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子
計

算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
、
提
出
期
間
中
に
記
録
さ
れ
た
も
の
を
有
効
と
す
る
。

　
申
請
書
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成

１
２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定
認
証
業
務
を
行
う
者
が
発

行
し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
代
表
者
の
名
義

で
取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
利
用
者
登
録
し
た
も
の
と

す
る
。

⑶
　
紙
入
札
者
に
係
る
申
請
書
等
の
提
出
先
お
よ
び
提
出
方
法

ア
　
提
出
先

　
　
４
⑴
に
同
じ
。

イ
　
提
出
方
法

　
提
出
期
間
内
に
提
出
先
へ
直
接
持
参
ま
た
は
郵
送
す
る
こ
と
。
（
郵
送
す
る
場
合
は
簡
易
書
留

郵
便
と
す
る
。
）

６
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
、
開
札
日
時
お
よ
び
開
札
場
所

⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

　
　
５
⑵
お
よ
び
⑶
に
同
じ
。

⑵
　
入
札
書
の
提
出
期
間

令
和
５
年
１
２
月
２
０
日
（
水
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
７
時
ま
で

令
和
５
年
１
２
月
２
１
日
（
木
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
６
時
ま
で

⑶
　
開
札
日
時

令
和
５
年
１
２
月
２
２
日
（
金
）
１
１
時

⑷
　
開
札
場
所

福
井
県
越
前
市
文
京
１
丁
目
１
４
－
１
６

福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
　
工
業
キ
ャ
ン
パ
ス

７
　
入
札
方
法

　
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約

希
望
金
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

８
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
の
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ

た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

９
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
お
よ
び
通

　
貨
　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
財
務
規
則
第
１
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

⑶
　
入
札
の
無
効

　
　
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規
定
に
よ
る
。

⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
要

⑸
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置
に
つ
い
て

ア
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
）
第
５
条
第
２

　
項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係

　
を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と

　
と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

イ
　
ア
に
よ
り
、
警
察
署
に
届
け
出
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
な
お
、
上
記
ア
の
届
出
を
怠
っ
た
と
き
は
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領

の
規
定
に
基
づ
く
、
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
注
意
す
る
こ
と
。

⑹
　
２
に
記
載
す
る
別
に
知
事
が
行
う
審
査
を
申
請
す
る
時
期
と
場
所

ア
　
申
請
書
の
受
付
期
間

　
福
井
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
各
号
に
掲

げ
る
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

イ
　
申
請
書
の
交
付
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

福
井
県
会
計
局
会
計
課
　
総
務
第
三
グ
ル
ー
プ

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
２
５
３

⑺
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
必
要
な
事
項
は
入
札
説
明
書
等
に
よ
る
。

１
０
　
Sum
m
ary

⑴
　
N
ature and quantity of the products to be required

　
Purchase and initial set up and long-term

 m
aintenance for Fukui Prefectural 

T
akefu Com

m
ercial and T

echnical H
igh School 

⑵
　
D
ate, tim

e of Bidding
　
　
8:30a.m

. 20th D
ecem

ber 2023 ‒ 4:00p.m
. 21st D

ecem
ber 2023

⑶
　
D
eadline for delivery

　
　
5:00p.m

. 29th February 2024
⑷
　
Period of contract

　
　
28th February 2031

⑸
　
T
he place for delivery and contact for notice

　
T
akefu Com

m
ercial and T

echnical H
igh School, 1-14-16, Bunkyo, Echizen city, 

Fukui prefecture, 915-0841 Japan.
T
EL 0778-22-2730
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鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１
４
年
法
律
第
８
８
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
４
１
条
の
規
定
に
よ
る
狩
猟
免
許
試
験
（
以
下
「
狩
猟
免
許
試
験
」
と
い
う
。
）

を
実
施
す
る
の
で
、
法
施
行
規
則
（
平
成
１
４
年
環
境
省
令
第
２
８
号
）
第
５
１
条
第
２
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日
　

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治
　
　

１
　
狩
猟
免
許
試
験
の
期
日
、
時
間
、
場
所
お
よ
び
申
請
期
間

　
　
試
験
は
、
下
記
の
会
場
で
開
催
す
る
。

２
　
狩
猟
免
許
試
験
の
内
容

⑴
　
適
性
試
験
（
視
力
、
聴
力
お
よ
び
運
動
能
力
）

⑵
　
知
識
試
験
（
鳥
獣
の
保
護
お
よ
び
管
理
な
ら
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
令
、
鳥
獣
に
関
す

　
る
知
識
、
猟
具
に
関
す
る
知
識
お
よ
び
鳥
獣
の
保
護
管
理
に
関
す
る
知
識
）

⑶
　
技
能
試
験
（
猟
具
の
取
扱
い
、
鳥
獣
の
判
別
お
よ
び
距
離
の
目
測
（
第
一
種
銃
猟
免
許
ま
た
は
第

　
二
種
銃
猟
免
許
受
験
者
に
限
る
。
）

３
　
狩
猟
免
許
試
験
の
受
験
資
格
　

　
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
福
井
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
で
、
法
第
４
０
条
第
２
号
か
ら

第
６
号
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
。
た
だ
し
、
網
猟
免
許
お
よ
び
わ
な
猟
免
許
に
つ
い
て
は

１
８
歳
以
上
（
試
験
日
現
在
）
の
者
、
第
一
種
銃
猟
免
許
お
よ
び
第
二
種
銃
猟
免
許
に
つ
い
て
は
２
０

歳
以
上
（
試
験
日
現
在
）
の
者
に
限
る
。

４
　
受
験
等
の
手
続

　
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
狩
猟
免
許
申
請
書
（
以
下
「
申

請
書
」
と
い
う
。
）
に
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
も
の
を
添
付
し
て
、
申
請
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
各

農
林
総
合
事
務
所
林
業
・
木
材
活
用
課
、
嶺
南
振
興
局
林
業
水
産
部
林
業
・
木
材
活
用
課
ま
た
は
嶺
南

振
興
局
二
州
農
林
部
林
業
水
産
課
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
鳥
獣
関
係
行
政
機
関
」
と
い
う
。
）
に
提
出
す

る
こ
と
。

⑴
　
写
真
　
１
枚
　

　
（
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
お
よ
び
無
背
景
の
本
人
像
を
申
請
日
前
６
か
月
以
内
に
撮
影
し
た
も

の
で
、
大
き
さ
は
縦
３
．
０
ｃ
ｍ
、
横
２
．
４
ｃ
ｍ
と
す
る
。
な
お
、
裏
面
に
氏
名
お
よ
び
撮
影
年

月
日
を
記
入
す
る
こ
と
。
)　

⑵
　
猟
銃
・
空
気
銃
所
持
許
可
証
の
写
し
　
１
通

　
（
申
請
者
が
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
３
３
年
法
律
第
６
号
）
第
４
条
第
１
項
第
１
号

の
規
定
に
よ
る
許
可
を
現
に
受
け
て
い
る
場
合
。
）

⑶
　
 医
師
の
診
断
書
　
１
通
　

　
（
申
請
者
が
法
第
４
０
条
第
２
号
か
ら
第
４
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
証
す
る
も
の

で
、
申
請
日
前
６
か
月
以
内
に
診
断
さ
れ
た
も
の
。
た
だ
し
、
申
請
者
が
猟
銃
・
空
気
銃
所
持
許
可

証
の
写
し
を
提
出
し
た
場
合
、
医
師
の
診
断
書
を
提
出
す
る
必
要
は
な
い
。
）

⑷
　
返
信
用
封
筒
　
１
通

　
（
８
４
円
分
の
郵
便
切
手
を
貼
り
、
宛
先
と
し
て
申
請
者
本
人
の
郵
便
番
号
、
住
所
お
よ
び
氏
名

を
記
入
し
た
も
の
。
）
　

５
　
狩
猟
免
許
試
験
の
手
数
料
の
納
入
　

　
免
許
１
種
類
に
つ
き
５
，
２
０
０
円

　
（
現
に
有
効
な
狩
猟
免
許
を
受
け
て
い
る
者
が
、
こ
れ
と
異
な
る
種
類
の
狩
猟
免
許
を
受
け
よ
う
と

す
る
場
合
は
、
免
許
１
種
類
に
つ
き
３
，
９
０
０
円
）
に
相
当
す
る
福
井
県
収
入
証
紙
を
申
請
書
の
所

定
欄
に
貼
り
付
け
る
こ
と
、
ま
た
は
コ
ン
ビ
ニ
支
払
い
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
払
い
に
よ
り
申
込
番
号
を
申
請

書
の
所
定
欄
に
記
入
す
る
こ
と
。

６
　
合
格
者
の
発
表
　

　
試
験
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
試
験
終
了
後
受
験
者
に
郵
送
で
合
否
を
通
知
し
、
合
格
者
に
は
３
月
下

旬
に
鳥
獣
関
係
行
政
機
関
を
通
じ
て
狩
猟
免
状
を
交
付
す
る
。

７
　
そ
の
他
　

　
試
験
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
合
格
発
表
の
日
か
ら
１
か
月
間
、
福
井
県
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
部
自
然
環

境
課
内
に
お
い
て
口
頭
に
よ
る
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
開
示
す
る
内
容
は
、
知
識
試
験
、

技
能
試
験
の
得
点
お
よ
び
適
性
試
験
の
合
否
と
す
る
。

　
受
験
等
の
手
続
そ
の
他
試
験
に
関
す
る
問
合
せ
は
、
福
井
県
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
部
自
然
環
境
課
（
電

話
０
７
７
６
－
２
０
－
０
３
０
６
）
ま
た
は
次
の
表
に
掲
げ
る
鳥
獣
関
係
行
政
機
関
宛
て
に
行
う
こ
と

。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
２
４
９
号
）
第
３
３
条
の
３
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
３
３
条
の
規

定
に
よ
り
通
知
す
る
次
の
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
な
の
で
、
同
法
第
１
８
９
条
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

　
　
春
日
神
社
、
山
下
勉

２
　
通
知
の
要
旨

⑴
　
官
報
に
よ
る
農
林
水
産
省
告
示
に
て
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
。

⑵
　
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
お
よ
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
４

　
月
２
６
日
農
林
水
産
省
告
示
第
５
７
３
号
に
よ
る
。

３
　
掲
示
場
所

　
　
福
井
県
庁
お
よ
び
福
井
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
足
羽
三
ヶ
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
２
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
　

理
　
事
　
川
江
　
豊
　
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
45-1

　
〃
　
　
山
田
　
英
一
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
25-17

　
〃
　
　
西
口
　
康
士
　
福
井
市
小
路
町
16-1-7

　
〃
　
　
中
谷
　
英
修
　
福
井
市
栃
泉
町
1-10

　
〃
　
　
池
田
　
正
幸
　
福
井
市
南
山
町
13-41

　
〃
　
　
室
谷
　
賢
治
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
25-4

　
〃
　
　
安
達
　
節
男
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
3-56

　
〃
　
　
山
本
　
嘉
治
　
福
井
市
南
山
町
11-3

　
〃
　
　
今
村
　
保
英
　
福
井
市
小
路
町
3-13-1

　
〃
　
　
後
藤
　
光
宙
　
福
井
市
上
毘
沙
門
町
2-272

監
　
事
　
山
口
　
吉
晴
　
福
井
市
南
山
町
8-8

　
〃
　
　
青
木
　
邦
夫
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
25-19

　
〃
　
　
野
坂
　
定
志
　
福
井
市
小
路
町
11-155

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
酒
生
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
４
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
　

理
　
事
　
梯
　
左
武
良
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
2811

　
〃
　
　
髙
波
　
捨
治
　
福
井
市
荒
木
新
保
町
20-32

　
〃
　
　
林
　
　
世
治
　
福
井
市
殿
下
町
33-5

　
〃
　
　
前
川
　
孝
　
　
福
井
市
和
田
東
２
丁
目
812

　
〃
　
　
勝
山
　
義
一
　
福
井
市
稲
津
町
23-10

　
〃
　
　
山
崎
　
重
浩
　
福
井
市
河
水
町
14-17

監
　
事
　
梅
田
　
精
一
　
福
井
市
曽
万
布
町
9-51

　
〃
　
　
中
村
　
健
次
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
1006

　
〃
　
　
野
田
守
之
丞
　
福
井
市
篠
尾
町
61-11　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
福
井
足
羽
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
８
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
　

理
　
事
　
三
竹
　
孝
一
　
福
井
市
下
六
条
町
29-36

〃
　
　
前
田
　
晃
良
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
2014

〃
　
　
佐
々
木
　
明
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
1427

〃
　
　
橋
本
　
裕
文
　
福
井
市
和
田
中
町
神
明
宅
地
17

〃
　
　
村
上
　
千
直
　
福
井
市
和
田
中
町
上
村
宅
地
57

〃
　
　
岩
佐
　
正
弘
　
福
井
市
小
稲
津
町
30-27

〃
　
　
大
谷
　
元
見
　
福
井
市
上
六
条
町
18-39

〃
　
　
島
﨑
　
雅
行
　
福
井
市
天
王
町
26-27

〃
　
　
田
中
　
外
信
　
福
井
市
上
莇
生
田
町
5-94

〃
　
　
北
川
　
博
美
　
福
井
市
下
莇
生
田
町
13-8

〃
　
　
中
出
　
寛
　
　
福
井
市
別
所
町
10-46

〃
　
　
吉
村
　
義
雄
　
福
井
市
大
町
19-25

〃
　
　
稲
澤
　
正
一
　
福
井
市
稲
津
町
24-14

〃
　
　
萩
原
　
一
男
　
福
井
市
下
馬
１
丁
目
1901

〃
　
　
川
端
　
裕
之
　
福
井
市
東
郷
中
島
町
10-1

〃
　
　
大
畑
　
喜
秋
　
福
井
市
下
荒
井
町
2-108

監
　
事
　
畑
中
　
教
男
　
福
井
市
下
六
条
町
25-26

　
〃
　
　
佐
々
木
一
美
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
2611

　
〃
　
　
齊
藤
　
正
成
　
福
井
市
上
莇
生
田
町
2-53

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
足
羽
三
ケ
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
３
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
　

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
 　
　
　

理
　
事
　
川
江
　
豊
　
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
45-1

　
〃
　
　
安
達
　
節
男
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
3-56

　
〃
　
　
藤
田
　
佳
光
　
福
井
市
南
山
町
8-10-1

　
〃
　
　
中
谷
　
英
修
　
福
井
市
栃
泉
町
1-10

　
〃
　
　
山
田
　
英
一
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
25-17

　
〃
　
　
室
谷
　
賢
治
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
25-4

　
〃
　
　
柴
田
　
泰
　
　
福
井
市
南
山
町
8-32

　
〃
　
　
山
口
　
武
登
志
　
福
井
市
小
路
町
11-108

　
〃
　
　
山
岸
　
郭
良
　
福
井
市
小
路
町
11-139

　
〃
　
　
後
藤
　
光
宙
　
福
井
市
上
毘
沙
門
町
2-272

監
　
事
　
青
木
　
邦
夫
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
25-19

　
〃
　
　
藤
田
　
延
長
　
福
井
市
南
山
町
8-16

　
〃
　
　
櫓
元
　
真
弓
　
福
井
市
安
原
町
8-27

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
酒
生
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
５
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
　

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
 　
　
　

理
　
事
　
野
田
守
之
丞
　
福
井
市
篠
尾
町
61-11　

　
〃
　
　
前
田
　
光
博
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
1412

　
〃
　
　
林
　
　
世
治
　
福
井
市
殿
下
町
33-5

　
〃
　
　
荒
川
　
幸
洋
　
福
井
市
荒
木
新
保
町
70-48

　
〃
　
　
前
川
　
孝
　
　
福
井
市
和
田
東
２
丁
目
812

　
〃
　
　
山
崎
　
重
浩
　
福
井
市
河
水
町
14-17

監
　
事
　
河
合
　
良
伯
　
福
井
市
曽
万
布
町
9-44

　
〃
　
　
前
田
　
康
夫
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
2201

　
〃
　
　
髙
村
　
盛
雄
　
福
井
市
稲
津
町
33-19

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
福
井
足
羽
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
９
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
　

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
 　
　
　

理
　
事
　
和
田
　
健
一
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
2311

〃
　
　
佐
々
木
　
明
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
1427

〃
　
　
橋
本
　
裕
文
　
福
井
市
和
田
中
町
神
明
宅
地
17

〃
　
　
小
宮
山
　
澄
　
福
井
市
和
田
中
町
上
村
宅
地
80

〃
　
　
岩
佐
　
正
弘
　
福
井
市
小
稲
津
町
30-27

〃
　
　
前
田
　
寛
治
　
福
井
市
上
六
条
町
18-38

〃
　
　
島
﨑
　
雅
行
　
福
井
市
天
王
町
26-27

〃
　
　
三
竹
　
孝
一
　
福
井
市
下
六
条
町
29-36

〃
　
　
田
中
　
外
信
　
福
井
市
上
莇
生
田
町
5-94

〃
　
　
長
塚
　
茂
　
　
福
井
市
下
莇
生
田
町
18-5

〃
　
　
増
田
　
栄
治
　
福
井
市
別
所
町
11-11

〃
　
　
吉
村
　
幸
高
　
福
井
市
大
町
20-13

〃
　
　
澤
﨑
　
三
男
　
福
井
市
稲
津
町
72-48

〃
　
　
竹
内
　
幸
男
　
福
井
市
下
馬
１
丁
目
1205-2

〃
　
　
川
端
　
裕
之
　
福
井
市
東
郷
中
島
町
10-1

〃
　
　
大
畑
　
喜
秋
　
福
井
市
下
荒
井
町
2-108

監
　
事
　
川
端
　
義
彦
　
福
井
市
東
郷
中
島
町
10-11

　
〃
　
　
川
口
　
幸
徳
　
福
井
市
下
荒
井
町
7-101

　
〃
　
　
小
縁
　
俊
郎
　
福
井
市
下
六
条
町
29-9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
高
浜
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
９
月
３
０
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
藤
本
　
誠
　
　
高
浜
町
薗
部
51-16

　
〃
　
　
永
登
　
三
夫
　
高
浜
町
和
田
119-11

　
〃
　
　
萩
野
　
靜
男
　
高
浜
町
薗
部
61-7

　
〃
　
　
今
田
　
利
正
　
高
浜
町
東
三
松
15-28

　
〃
　
　
丸
田
　
優
　
　
高
浜
町
子
生
16-2

　
〃
　
　
大
西
　
英
夫
　
高
浜
町
和
田
120-14

　
〃
　
　
田
中
　
筆
一
　
高
浜
町
西
三
松
2-1

　
〃
　
　
河
島
　
信
義
　
高
浜
町
薗
部
51-19-2

　
〃
　
　
大
塚
　
弥
寿
男
　
高
浜
町
和
田
119-24

　
〃
　
　
勝
本
　
繁
昭
　
高
浜
町
和
田
125-12-13

　
〃
　
　
川
合
　
正
之
　
高
浜
町
日
置
45-12-2

監
　
事
　
一
瀬
　
一
憲
　
高
浜
町
東
三
松
18-8

　
〃
　
　
寺
上
　
郁
夫
　
高
浜
町
薗
部
52-19

　
〃
　
　
濵
本
　
真
和
　
高
浜
町
和
田
110-17

　
〃
　
　
熊
谷
　
元
記
　
高
浜
町
薗
部
48-2

　
〃
　
　
荒
木
　
保
博
　
高
浜
町
若
宮
4-24

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
高
浜
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
１
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
藤
本
　
誠
　
　
高
浜
町
薗
部
51-16

〃
　
　
永
登
　
三
夫
　
高
浜
町
和
田
119-11

〃
　
　
今
田
　
利
正
　
高
浜
町
東
三
松
15-28

〃
　
　
丸
田
　
優
　
　
高
浜
町
子
生
16-2

〃
　
　
河
島
　
信
義
　
高
浜
町
薗
部
51-19-2

〃
　
　
大
塚
　
弥
寿
男
　
高
浜
町
和
田
119-24

〃
　
　
田
中
　
筆
一
　
高
浜
町
西
三
松
2-1

〃
　
　
川
合
　
正
之
　
高
浜
町
日
置
45-12-2

〃
　
　
大
西
　
英
夫
　
高
浜
町
和
田
120-14

〃
　
　
堀
口
　
克
博
　
高
浜
町
薗
部
46-10

〃
　
　
大
塚
　
義
文
　
高
浜
町
和
田
118-12

監
　
事
　
富
田
　
博
司
　
高
浜
町
和
田
111-33

　
〃
　
　
髙
田
　
照
樹
　
高
浜
町
東
三
松
30-6-2

　
〃
　
　
山
崎
　
満
　
　
高
浜
町
薗
部
51-1

　
〃
　
　
杉
本
　
暁
弘
　
高
浜
町
薗
部
53-25-1

　
〃
　
　
荒
木
　
保
博
　
高
浜
町
若
宮
4-24

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
１
０
月
１
９
日
に
敦
賀
市
よ
り
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示

す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
敦
賀
市

２
　
作
業
の
種
類

　
　
公
共
測
量
（
道
路
台
帳
図
更
新
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
５
年
１
０
月
１
９
日
か
ら
令
和
６
年
３
月
３
１
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
敦
賀
市
一
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
１
０
月
１
８
日
に
福
井
県
よ
り
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示

す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
福
井
県

２
　
作
業
の
種
類

　
　
公
共
測
量
（
航
空
レ
ー
ザ
測
量
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
５
年
１
０
月
１
９
日
か
ら
令
和
６
年
２
月
２
９
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
福
井
県
　
大
野
市
、
敦
賀
市
、
三
方
上
中
郡
若
狭
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
福
井
県
立
鯖
江
高
等
学
校
丹
南
キ
ャ
ン
パ
ス
情
報
第
２
実
習
室
機
器
等
購
入
お
よ
び
保
守
委
託
業
務

一
式
（
長
期
継
続
契
約
）

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
立
鯖
江
高
等
学
校

　
　
福
井
県
鯖
江
市
舟
津
町
２
丁
目
５
番
４
２
号

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
１
０
月
２
５
日

４
　
落
札
者
の
氏
名
お
よ
び
住
所

三
谷
商
事
株
式
会
社

福
井
県
福
井
市
豊
島
１
丁
目
３
番
１
号

５
　
落
札
金
額

　
　
２
７
，
９
０
５
，
６
０
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
９
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
調
達
を
す
る
物
品
（
以
下
「
調
達
物
品
」
と
い
う
。
）
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
（
商
業
キ
ャ
ン
パ
ス
）
産
業
教
育
実
習
用
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
機
器
等

購
入
お
よ
び
保
守
委
託
業
務
一
式
（
長
期
継
続
契
約
）

⑵
　
調
達
物
品
の
仕
様
等

　
　
入
札
説
明
書
お
よ
び
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

⑶
　
契
約
期
間

　
　
契
約
締
結
日
か
ら
令
和
１
３
年
２
月
２
８
日

　
こ
の
期
間
に
、
福
井
県
に
お
い
て
契
約
締
結
年
度
の
翌
年
度
以
降
の
歳
入
歳
出
予
算
の
当
該
金
額

に
つ
い
て
減
額
ま
た
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
。

⑷
　
機
器
納
入
期
限

　
　
令
和
６
年
２
月
２
９
日
　
１
７
時

⑸
　
保
守
委
託
期
間

令
和
６
年
３
月
１
日
か
ら
令
和
１
３
年
２
月
２
８
日
ま
で

（
た
だ
し
、
ハ
ー
ド
ウ
エ
ア
保
守
に
つ
い
て
は
業
務
開
始
か
ら
１
年
間
無
償
と
す
る
。
）

⑹
　
納
入
場
所

福
井
県
越
前
市
家
久
町
２
４

福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
（
商
業
キ
ャ
ン
パ
ス
）

２
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用

を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い
う

。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
の
日
時

ま
で
に
資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
者
と
す
る
。

⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
に
規
定
す
る
者
で
な
い

　
こ
と
。

⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
福
井
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

⑶
　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
更
正
手
続
開
始
の
申
立
て
お

　
よ
び
民
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て

　
が
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑷
　
こ
の
入
札
に
併
せ
て
行
わ
れ
る
技
術
的
審
査
に
よ
り
、
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
を
納
入
す
る

　
技
術
的
能
力
お
よ
び
体
制
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑸
　
こ
の
入
札
の
調
達
物
品
に
関
す
る
点
検
、
修
理
、
部
品
供
給
等
に
つ
い
て
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
お
よ

　
び
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
係
る
体
制
が
十
分
に
整
い
、
長
期
間
に
わ
た
り
迅
速
か
つ
円
滑
に
対
応
す
る
こ

　
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑹
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

　
支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

　
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

　
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

　
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

　
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

　
す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

　
者
オ
　
役
員
等
が
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

⑺
　
こ
の
入
札
業
務
と
同
種
同
等
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
行
っ
た
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請

ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
契

約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付

⑴
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局

　
の
名
称
お
よ
び
所
在
地
な
ら
び
に
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
５
－
０
８
４
１

福
井
県
越
前
市
文
京
１
丁
目
１
４
－
１
６

福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
　
事
務
室

電
　
話
　
０
７
７
８
－
２
２
－
２
７
３
０

⑵
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
は
上
記
場
所
で
行
う
ほ
か
、
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ

　
ム
で
公
開
す
る
。

５
　
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
様
式
。
な
お
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者

（
以
下
「
紙
入
札
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
様
式
）
に
、
必
要
書
類
を

添
え
て
次
の
と
お
り
提
出
し
、
こ
の
入
札
に
係
る
業
務
に
関
し
福
井
県
の
技
術
審
査
を
受
け
、
資
格
の

確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間

令
和
５
年
１
１
月
７
日
（
火
）
９
時
か
ら

令
和
５
年
１
１
月
２
７
日
（
月
）
１
７
時
ま
で

⑵
　
申
請
書
の
提
出
方
法

　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
。

　
な
お
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
の
情
報
が
、
契
約
担
当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子
計

算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
、
提
出
期
間
中
に
記
録
さ
れ
た
も
の
を
有
効
と
す
る
。

　
申
請
書
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成

１
２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定
認
証
業
務
を
行
う
者
が
発

行
し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
代
表
者
の
名
義

で
取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
利
用
者
登
録
し
た
も
の
と

す
る
。

　
た
だ
し
、
紙
入
札
者
は
、
下
記
⑶
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

⑶
　
紙
入
札
者
に
係
る
申
請
書
等
の
提
出
先
お
よ
び
提
出
方
法

ア
　
提
出
先

　
　
４
⑴
に
同
じ
。

イ
　
提
出
方
法

　
提
出
期
間
内
に
提
出
先
へ
直
接
持
参
ま
た
は
郵
送
す
る
こ
と
。
（
郵
送
す
る
場
合
は
簡
易
書
留

郵
便
と
す
る
。
）

６
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
、
開
札
日
時
お
よ
び
開
札
場
所

⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

　
　
５
⑵
お
よ
び
⑶
に
同
じ
。

⑵
　
入
札
書
の
提
出
期
間

令
和
５
年
１
２
月
２
０
日
（
水
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
７
時
ま
で

令
和
５
年
１
２
月
２
１
日
（
木
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
６
時
ま
で

⑶
　
開
札
日
時

令
和
５
年
１
２
月
２
２
日
（
金
）
１
０
時

⑷
　
開
札
場
所

福
井
県
越
前
市
文
京
１
丁
目
１
４
－
１
６

福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校

７
　
入
札
方
法

　
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約

希
望
金
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

８
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
の
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ

た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

９
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
お
よ
び
通

　
貨
　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

⑶
　
入
札
の
無
効

　
　
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規
定
に
よ
る
。

⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
要

⑸
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置
に
つ
い
て

①
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
。
以
下
「
条
例

　
」
と
い
う
。
）
第
５
条
第
２
項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く

　
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄

　
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と
と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

②
　
①
に
よ
り
、
警
察
署
に
届
け
出
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
　
な
お
、
上
記
①
の
届
出
を
怠
っ
た
と
き
は
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領

　
の
規
定
に
基
づ
く
、
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
注
意
す
る
こ
と
。

⑹
　
２
に
記
載
す
る
別
に
知
事
が
行
う
審
査
を
申
請
す
る
時
期
と
場
所

①
　
申
請
者
の
受
付
時
期

　
福
井
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
各
号
に
掲

げ
る
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

②
　
申
請
書
の
交
付
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

福
井
県
会
計
局
会
計
課
　
総
務
第
三
グ
ル
ー
プ

電
　
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
２
５
３

⑺
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
必
要
な
事
項
は
入
札
説
明
書
等
に
よ
る
。

１
０
　
Sum
m
ary

⑴
　
T
he specifications of the product to purchase and quantity

　
H
ardw

are and the others for industrial education of the T
akefu com

m
ercial and 

T
echnical H

igh School (including the m
aintenance)

⑵
　
D
ate, tim

e, of Bidding
　
　
8:30 a.m

. 20st　
D
ecem

ber 2023 －
 4:00 p.m

 21st D
ecem

ber 2023
⑶
　
D
eadline for delivery

　
　
5:00 p.m

.29 st February 2024
⑷
　
T
he place for delivery and contact for notice

　
T
akefu com

m
ercial and T

echnical H
igh School, 24, Iehisa-cho,Echizen City, Fukui 

Prefecture, 915-0801 Japan
　
　
T
EL 0778-22-2630

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

   　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
 福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治
　
　
 

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
調
達
を
す
る
物
品
（
以
下
「
調
達
物
品
」
と
い
う
。
）
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
Ｃ
Ａ
Ｄ
室
機
器
等
購
入
お
よ
び
保
守
業
務
委
託
　
一
式
（
長
期
継

　
続
契
約
）

⑵
　
調
達
物
品
の
仕
様
等

　
　
入
札
説
明
書
お
よ
び
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

⑶
　
契
約
期
間

　
契
約
締
結
日
か
ら
令
和
１
３
年
２
月
２
８
日
ま
で

　
こ
の
期
間
に
、
福
井
県
に
お
い
て
契
約
締
結
年
度
の
翌
年
度
以
降
の
歳
入
歳
出
予
算
の
当
該
金
額

に
つ
い
て
、
減
額
ま
た
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
。

⑷
　
機
器
納
入
期
限

　
　
令
和
６
年
２
月
２
９
日
１
７
時

⑸
　
保
守
委
託
期
間

　
　
令
和
６
年
３
月
１
日
か
ら
令
和
１
３
年
２
月
２
８
日
ま
で

⑹
　
納
入
場
所

福
井
県
越
前
市
文
京
１
丁
目
１
４
－
１
６

福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
　
工
業
キ
ャ
ン
パ
ス
　
Ｃ
Ａ
Ｄ
室

２
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用

を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
の
日

時
ま
で
に
資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
者
と
す
る

。⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
者

　
で
な
い
こ
と
。

⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
福
井
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

⑶
　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
お
よ
び
民

　
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い

　
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑷
　
こ
の
入
札
に
併
せ
て
行
わ
れ
る
技
術
的
審
査
に
よ
り
、
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
を
納
入
す
る

　
技
術
的
能
力
お
よ
び
体
制
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑸
　
こ
の
入
札
の
調
達
物
品
に
関
す
る
点
検
、
修
理
、
部
品
供
給
等
に
つ
い
て
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
お
よ

　
び
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
係
る
体
制
が
十
分
に
整
い
、
長
期
間
に
わ
た
り
迅
速
か
つ
円
滑
に
対
応
す
る
こ

　
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑹
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

　
支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

　
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

　
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

　
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

　
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

　
す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

　
者
オ
　
役
員
等
が
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

⑺
　
こ
の
入
札
業
務
と
同
種
同
等
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
行
っ
た
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請

ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
契

約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付

⑴
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局

　
の
名
称
お
よ
び
所
在
地
な
ら
び
に
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
５
－
０
８
４
１

福
井
県
越
前
市
文
京
１
丁
目
１
４
－
１
６

福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
　
工
業
キ
ャ
ン
パ
ス
事
務
室

電
話
　
０
７
７
８
－
２
２
－
２
７
３
０

⑵
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
は
上
記
場
所
で
行
う
ほ
か
、
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ

　
ム
で
公
開
す
る
。

５
　
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
様
式
。
な
お
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者

（
以
下
「
紙
入
札
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
様
式
）
に
、
必
要
書
類
を

添
え
て
次
の
と
お
り
提
出
し
、
こ
の
入
札
に
係
る
業
務
に
関
し
福
井
県
の
技
術
審
査
を
受
け
、
資
格
の

確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間

令
和
５
年
１
１
月
７
日
（
火
）
９
時
か
ら

令
和
５
年
１
１
月
２
７
日
（
月
）
１
６
時
ま
で

⑵
　
申
請
書
の
提
出
方
法

　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
。

　
な
お
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
の
情
報
が
、
契
約
担
当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子
計

算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
、
提
出
期
間
中
に
記
録
さ
れ
た
も
の
を
有
効
と
す
る
。

　
申
請
書
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成

１
２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定
認
証
業
務
を
行
う
者
が
発

行
し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
代
表
者
の
名
義

で
取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
利
用
者
登
録
し
た
も
の
と

す
る
。

⑶
　
紙
入
札
者
に
係
る
申
請
書
等
の
提
出
先
お
よ
び
提
出
方
法

ア
　
提
出
先

　
　
４
⑴
に
同
じ
。

イ
　
提
出
方
法

　
提
出
期
間
内
に
提
出
先
へ
直
接
持
参
ま
た
は
郵
送
す
る
こ
と
。
（
郵
送
す
る
場
合
は
簡
易
書
留

郵
便
と
す
る
。
）

６
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
、
開
札
日
時
お
よ
び
開
札
場
所

⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

　
　
５
⑵
お
よ
び
⑶
に
同
じ
。

⑵
　
入
札
書
の
提
出
期
間

令
和
５
年
１
２
月
２
０
日
（
水
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
７
時
ま
で

令
和
５
年
１
２
月
２
１
日
（
木
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
６
時
ま
で

⑶
　
開
札
日
時

令
和
５
年
１
２
月
２
２
日
（
金
）
１
１
時

⑷
　
開
札
場
所

福
井
県
越
前
市
文
京
１
丁
目
１
４
－
１
６

福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
　
工
業
キ
ャ
ン
パ
ス

７
　
入
札
方
法

　
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約

希
望
金
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

８
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
の
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ

た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

９
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
お
よ
び
通

　
貨
　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
財
務
規
則
第
１
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

⑶
　
入
札
の
無
効

　
　
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規
定
に
よ
る
。

⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
要

⑸
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置
に
つ
い
て

ア
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
）
第
５
条
第
２

　
項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係

　
を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と

　
と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

イ
　
ア
に
よ
り
、
警
察
署
に
届
け
出
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
な
お
、
上
記
ア
の
届
出
を
怠
っ
た
と
き
は
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領

の
規
定
に
基
づ
く
、
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
注
意
す
る
こ
と
。

⑹
　
２
に
記
載
す
る
別
に
知
事
が
行
う
審
査
を
申
請
す
る
時
期
と
場
所

ア
　
申
請
書
の
受
付
期
間

　
福
井
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
各
号
に
掲

げ
る
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

イ
　
申
請
書
の
交
付
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

福
井
県
会
計
局
会
計
課
　
総
務
第
三
グ
ル
ー
プ

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
２
５
３

⑺
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
必
要
な
事
項
は
入
札
説
明
書
等
に
よ
る
。

１
０
　
Sum
m
ary

⑴
　
N
ature and quantity of the products to be required

　
Purchase and initial set up and long-term

 m
aintenance for Fukui Prefectural 

T
akefu Com

m
ercial and T

echnical H
igh School 

⑵
　
D
ate, tim

e of Bidding
　
　
8:30a.m

. 20th D
ecem

ber 2023 ‒ 4:00p.m
. 21st D

ecem
ber 2023

⑶
　
D
eadline for delivery

　
　
5:00p.m

. 29th February 2024
⑷
　
Period of contract

　
　
28th February 2031

⑸
　
T
he place for delivery and contact for notice

　
T
akefu Com

m
ercial and T

echnical H
igh School, 1-14-16, Bunkyo, Echizen city, 

Fukui prefecture, 915-0841 Japan.
T
EL 0778-22-2730
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森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
２
４
９
号
）
第
３
３
条
の
３
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
３
３
条
の
規

定
に
よ
り
通
知
す
る
次
の
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
な
の
で
、
同
法
第
１
８
９
条
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

　
　
春
日
神
社
、
山
下
勉

２
　
通
知
の
要
旨

⑴
　
官
報
に
よ
る
農
林
水
産
省
告
示
に
て
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
。

⑵
　
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
お
よ
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
４

　
月
２
６
日
農
林
水
産
省
告
示
第
５
７
３
号
に
よ
る
。

３
　
掲
示
場
所

　
　
福
井
県
庁
お
よ
び
福
井
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
足
羽
三
ヶ
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
２
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
　

理
　
事
　
川
江
　
豊
　
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
45-1

　
〃
　
　
山
田
　
英
一
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
25-17

　
〃
　
　
西
口
　
康
士
　
福
井
市
小
路
町
16-1-7

　
〃
　
　
中
谷
　
英
修
　
福
井
市
栃
泉
町
1-10

　
〃
　
　
池
田
　
正
幸
　
福
井
市
南
山
町
13-41

　
〃
　
　
室
谷
　
賢
治
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
25-4

　
〃
　
　
安
達
　
節
男
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
3-56

　
〃
　
　
山
本
　
嘉
治
　
福
井
市
南
山
町
11-3

　
〃
　
　
今
村
　
保
英
　
福
井
市
小
路
町
3-13-1

　
〃
　
　
後
藤
　
光
宙
　
福
井
市
上
毘
沙
門
町
2-272

監
　
事
　
山
口
　
吉
晴
　
福
井
市
南
山
町
8-8

　
〃
　
　
青
木
　
邦
夫
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
25-19

　
〃
　
　
野
坂
　
定
志
　
福
井
市
小
路
町
11-155

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
酒
生
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
４
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
　

理
　
事
　
梯
　
左
武
良
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
2811

　
〃
　
　
髙
波
　
捨
治
　
福
井
市
荒
木
新
保
町
20-32

　
〃
　
　
林
　
　
世
治
　
福
井
市
殿
下
町
33-5

　
〃
　
　
前
川
　
孝
　
　
福
井
市
和
田
東
２
丁
目
812

　
〃
　
　
勝
山
　
義
一
　
福
井
市
稲
津
町
23-10

　
〃
　
　
山
崎
　
重
浩
　
福
井
市
河
水
町
14-17

監
　
事
　
梅
田
　
精
一
　
福
井
市
曽
万
布
町
9-51

　
〃
　
　
中
村
　
健
次
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
1006

　
〃
　
　
野
田
守
之
丞
　
福
井
市
篠
尾
町
61-11　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
福
井
足
羽
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
８
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
　

理
　
事
　
三
竹
　
孝
一
　
福
井
市
下
六
条
町
29-36

〃
　
　
前
田
　
晃
良
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
2014

〃
　
　
佐
々
木
　
明
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
1427

〃
　
　
橋
本
　
裕
文
　
福
井
市
和
田
中
町
神
明
宅
地
17

〃
　
　
村
上
　
千
直
　
福
井
市
和
田
中
町
上
村
宅
地
57

〃
　
　
岩
佐
　
正
弘
　
福
井
市
小
稲
津
町
30-27

〃
　
　
大
谷
　
元
見
　
福
井
市
上
六
条
町
18-39

〃
　
　
島
﨑
　
雅
行
　
福
井
市
天
王
町
26-27

〃
　
　
田
中
　
外
信
　
福
井
市
上
莇
生
田
町
5-94

〃
　
　
北
川
　
博
美
　
福
井
市
下
莇
生
田
町
13-8

〃
　
　
中
出
　
寛
　
　
福
井
市
別
所
町
10-46

〃
　
　
吉
村
　
義
雄
　
福
井
市
大
町
19-25

〃
　
　
稲
澤
　
正
一
　
福
井
市
稲
津
町
24-14

〃
　
　
萩
原
　
一
男
　
福
井
市
下
馬
１
丁
目
1901

〃
　
　
川
端
　
裕
之
　
福
井
市
東
郷
中
島
町
10-1

〃
　
　
大
畑
　
喜
秋
　
福
井
市
下
荒
井
町
2-108

監
　
事
　
畑
中
　
教
男
　
福
井
市
下
六
条
町
25-26

　
〃
　
　
佐
々
木
一
美
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
2611

　
〃
　
　
齊
藤
　
正
成
　
福
井
市
上
莇
生
田
町
2-53

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
足
羽
三
ケ
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
３
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
　

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
 　
　
　

理
　
事
　
川
江
　
豊
　
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
45-1

　
〃
　
　
安
達
　
節
男
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
3-56

　
〃
　
　
藤
田
　
佳
光
　
福
井
市
南
山
町
8-10-1

　
〃
　
　
中
谷
　
英
修
　
福
井
市
栃
泉
町
1-10

　
〃
　
　
山
田
　
英
一
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
25-17

　
〃
　
　
室
谷
　
賢
治
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
25-4

　
〃
　
　
柴
田
　
泰
　
　
福
井
市
南
山
町
8-32

　
〃
　
　
山
口
　
武
登
志
　
福
井
市
小
路
町
11-108

　
〃
　
　
山
岸
　
郭
良
　
福
井
市
小
路
町
11-139

　
〃
　
　
後
藤
　
光
宙
　
福
井
市
上
毘
沙
門
町
2-272

監
　
事
　
青
木
　
邦
夫
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
25-19

　
〃
　
　
藤
田
　
延
長
　
福
井
市
南
山
町
8-16

　
〃
　
　
櫓
元
　
真
弓
　
福
井
市
安
原
町
8-27

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
酒
生
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
５
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
　

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
 　
　
　

理
　
事
　
野
田
守
之
丞
　
福
井
市
篠
尾
町
61-11　

　
〃
　
　
前
田
　
光
博
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
1412

　
〃
　
　
林
　
　
世
治
　
福
井
市
殿
下
町
33-5

　
〃
　
　
荒
川
　
幸
洋
　
福
井
市
荒
木
新
保
町
70-48

　
〃
　
　
前
川
　
孝
　
　
福
井
市
和
田
東
２
丁
目
812

　
〃
　
　
山
崎
　
重
浩
　
福
井
市
河
水
町
14-17

監
　
事
　
河
合
　
良
伯
　
福
井
市
曽
万
布
町
9-44

　
〃
　
　
前
田
　
康
夫
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
2201

　
〃
　
　
髙
村
　
盛
雄
　
福
井
市
稲
津
町
33-19

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
福
井
足
羽
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
９
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
　

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
 　
　
　

理
　
事
　
和
田
　
健
一
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
2311

〃
　
　
佐
々
木
　
明
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
1427

〃
　
　
橋
本
　
裕
文
　
福
井
市
和
田
中
町
神
明
宅
地
17

〃
　
　
小
宮
山
　
澄
　
福
井
市
和
田
中
町
上
村
宅
地
80

〃
　
　
岩
佐
　
正
弘
　
福
井
市
小
稲
津
町
30-27

〃
　
　
前
田
　
寛
治
　
福
井
市
上
六
条
町
18-38

〃
　
　
島
﨑
　
雅
行
　
福
井
市
天
王
町
26-27

〃
　
　
三
竹
　
孝
一
　
福
井
市
下
六
条
町
29-36

〃
　
　
田
中
　
外
信
　
福
井
市
上
莇
生
田
町
5-94

〃
　
　
長
塚
　
茂
　
　
福
井
市
下
莇
生
田
町
18-5

〃
　
　
増
田
　
栄
治
　
福
井
市
別
所
町
11-11

〃
　
　
吉
村
　
幸
高
　
福
井
市
大
町
20-13

〃
　
　
澤
﨑
　
三
男
　
福
井
市
稲
津
町
72-48

〃
　
　
竹
内
　
幸
男
　
福
井
市
下
馬
１
丁
目
1205-2

〃
　
　
川
端
　
裕
之
　
福
井
市
東
郷
中
島
町
10-1

〃
　
　
大
畑
　
喜
秋
　
福
井
市
下
荒
井
町
2-108

監
　
事
　
川
端
　
義
彦
　
福
井
市
東
郷
中
島
町
10-11

　
〃
　
　
川
口
　
幸
徳
　
福
井
市
下
荒
井
町
7-101

　
〃
　
　
小
縁
　
俊
郎
　
福
井
市
下
六
条
町
29-9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
高
浜
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
９
月
３
０
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
藤
本
　
誠
　
　
高
浜
町
薗
部
51-16

　
〃
　
　
永
登
　
三
夫
　
高
浜
町
和
田
119-11

　
〃
　
　
萩
野
　
靜
男
　
高
浜
町
薗
部
61-7

　
〃
　
　
今
田
　
利
正
　
高
浜
町
東
三
松
15-28

　
〃
　
　
丸
田
　
優
　
　
高
浜
町
子
生
16-2

　
〃
　
　
大
西
　
英
夫
　
高
浜
町
和
田
120-14

　
〃
　
　
田
中
　
筆
一
　
高
浜
町
西
三
松
2-1

　
〃
　
　
河
島
　
信
義
　
高
浜
町
薗
部
51-19-2

　
〃
　
　
大
塚
　
弥
寿
男
　
高
浜
町
和
田
119-24

　
〃
　
　
勝
本
　
繁
昭
　
高
浜
町
和
田
125-12-13

　
〃
　
　
川
合
　
正
之
　
高
浜
町
日
置
45-12-2

監
　
事
　
一
瀬
　
一
憲
　
高
浜
町
東
三
松
18-8

　
〃
　
　
寺
上
　
郁
夫
　
高
浜
町
薗
部
52-19

　
〃
　
　
濵
本
　
真
和
　
高
浜
町
和
田
110-17

　
〃
　
　
熊
谷
　
元
記
　
高
浜
町
薗
部
48-2

　
〃
　
　
荒
木
　
保
博
　
高
浜
町
若
宮
4-24

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
高
浜
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
１
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
藤
本
　
誠
　
　
高
浜
町
薗
部
51-16

〃
　
　
永
登
　
三
夫
　
高
浜
町
和
田
119-11

〃
　
　
今
田
　
利
正
　
高
浜
町
東
三
松
15-28

〃
　
　
丸
田
　
優
　
　
高
浜
町
子
生
16-2

〃
　
　
河
島
　
信
義
　
高
浜
町
薗
部
51-19-2

〃
　
　
大
塚
　
弥
寿
男
　
高
浜
町
和
田
119-24

〃
　
　
田
中
　
筆
一
　
高
浜
町
西
三
松
2-1

〃
　
　
川
合
　
正
之
　
高
浜
町
日
置
45-12-2

〃
　
　
大
西
　
英
夫
　
高
浜
町
和
田
120-14

〃
　
　
堀
口
　
克
博
　
高
浜
町
薗
部
46-10

〃
　
　
大
塚
　
義
文
　
高
浜
町
和
田
118-12

監
　
事
　
富
田
　
博
司
　
高
浜
町
和
田
111-33

　
〃
　
　
髙
田
　
照
樹
　
高
浜
町
東
三
松
30-6-2

　
〃
　
　
山
崎
　
満
　
　
高
浜
町
薗
部
51-1

　
〃
　
　
杉
本
　
暁
弘
　
高
浜
町
薗
部
53-25-1

　
〃
　
　
荒
木
　
保
博
　
高
浜
町
若
宮
4-24

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
１
０
月
１
９
日
に
敦
賀
市
よ
り
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示

す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
敦
賀
市

２
　
作
業
の
種
類

　
　
公
共
測
量
（
道
路
台
帳
図
更
新
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
５
年
１
０
月
１
９
日
か
ら
令
和
６
年
３
月
３
１
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
敦
賀
市
一
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
１
０
月
１
８
日
に
福
井
県
よ
り
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示

す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
福
井
県

２
　
作
業
の
種
類

　
　
公
共
測
量
（
航
空
レ
ー
ザ
測
量
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
５
年
１
０
月
１
９
日
か
ら
令
和
６
年
２
月
２
９
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
福
井
県
　
大
野
市
、
敦
賀
市
、
三
方
上
中
郡
若
狭
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
福
井
県
立
鯖
江
高
等
学
校
丹
南
キ
ャ
ン
パ
ス
情
報
第
２
実
習
室
機
器
等
購
入
お
よ
び
保
守
委
託
業
務

一
式
（
長
期
継
続
契
約
）

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
立
鯖
江
高
等
学
校

　
　
福
井
県
鯖
江
市
舟
津
町
２
丁
目
５
番
４
２
号

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
１
０
月
２
５
日

４
　
落
札
者
の
氏
名
お
よ
び
住
所

三
谷
商
事
株
式
会
社

福
井
県
福
井
市
豊
島
１
丁
目
３
番
１
号

５
　
落
札
金
額

　
　
２
７
，
９
０
５
，
６
０
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
９
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
調
達
を
す
る
物
品
（
以
下
「
調
達
物
品
」
と
い
う
。
）
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
（
商
業
キ
ャ
ン
パ
ス
）
産
業
教
育
実
習
用
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
機
器
等

購
入
お
よ
び
保
守
委
託
業
務
一
式
（
長
期
継
続
契
約
）

⑵
　
調
達
物
品
の
仕
様
等

　
　
入
札
説
明
書
お
よ
び
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

⑶
　
契
約
期
間

　
　
契
約
締
結
日
か
ら
令
和
１
３
年
２
月
２
８
日

　
こ
の
期
間
に
、
福
井
県
に
お
い
て
契
約
締
結
年
度
の
翌
年
度
以
降
の
歳
入
歳
出
予
算
の
当
該
金
額

に
つ
い
て
減
額
ま
た
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
。

⑷
　
機
器
納
入
期
限

　
　
令
和
６
年
２
月
２
９
日
　
１
７
時

⑸
　
保
守
委
託
期
間

令
和
６
年
３
月
１
日
か
ら
令
和
１
３
年
２
月
２
８
日
ま
で

（
た
だ
し
、
ハ
ー
ド
ウ
エ
ア
保
守
に
つ
い
て
は
業
務
開
始
か
ら
１
年
間
無
償
と
す
る
。
）

⑹
　
納
入
場
所

福
井
県
越
前
市
家
久
町
２
４

福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
（
商
業
キ
ャ
ン
パ
ス
）

２
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用

を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い
う

。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
の
日
時

ま
で
に
資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
者
と
す
る
。

⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
に
規
定
す
る
者
で
な
い

　
こ
と
。

⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
福
井
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

⑶
　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
更
正
手
続
開
始
の
申
立
て
お

　
よ
び
民
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て

　
が
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑷
　
こ
の
入
札
に
併
せ
て
行
わ
れ
る
技
術
的
審
査
に
よ
り
、
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
を
納
入
す
る

　
技
術
的
能
力
お
よ
び
体
制
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑸
　
こ
の
入
札
の
調
達
物
品
に
関
す
る
点
検
、
修
理
、
部
品
供
給
等
に
つ
い
て
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
お
よ

　
び
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
係
る
体
制
が
十
分
に
整
い
、
長
期
間
に
わ
た
り
迅
速
か
つ
円
滑
に
対
応
す
る
こ

　
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑹
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

　
支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

　
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

　
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

　
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

　
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

　
す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

　
者
オ
　
役
員
等
が
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

⑺
　
こ
の
入
札
業
務
と
同
種
同
等
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
行
っ
た
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請

ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
契

約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付

⑴
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局

　
の
名
称
お
よ
び
所
在
地
な
ら
び
に
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
５
－
０
８
４
１

福
井
県
越
前
市
文
京
１
丁
目
１
４
－
１
６

福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
　
事
務
室

電
　
話
　
０
７
７
８
－
２
２
－
２
７
３
０

⑵
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
は
上
記
場
所
で
行
う
ほ
か
、
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ

　
ム
で
公
開
す
る
。

５
　
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
様
式
。
な
お
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者

（
以
下
「
紙
入
札
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
様
式
）
に
、
必
要
書
類
を

添
え
て
次
の
と
お
り
提
出
し
、
こ
の
入
札
に
係
る
業
務
に
関
し
福
井
県
の
技
術
審
査
を
受
け
、
資
格
の

確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間

令
和
５
年
１
１
月
７
日
（
火
）
９
時
か
ら

令
和
５
年
１
１
月
２
７
日
（
月
）
１
７
時
ま
で

⑵
　
申
請
書
の
提
出
方
法

　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
。

　
な
お
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
の
情
報
が
、
契
約
担
当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子
計

算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
、
提
出
期
間
中
に
記
録
さ
れ
た
も
の
を
有
効
と
す
る
。

　
申
請
書
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成

１
２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定
認
証
業
務
を
行
う
者
が
発

行
し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
代
表
者
の
名
義

で
取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
利
用
者
登
録
し
た
も
の
と

す
る
。

　
た
だ
し
、
紙
入
札
者
は
、
下
記
⑶
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

⑶
　
紙
入
札
者
に
係
る
申
請
書
等
の
提
出
先
お
よ
び
提
出
方
法

ア
　
提
出
先

　
　
４
⑴
に
同
じ
。

イ
　
提
出
方
法

　
提
出
期
間
内
に
提
出
先
へ
直
接
持
参
ま
た
は
郵
送
す
る
こ
と
。
（
郵
送
す
る
場
合
は
簡
易
書
留

郵
便
と
す
る
。
）

６
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
、
開
札
日
時
お
よ
び
開
札
場
所

⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

　
　
５
⑵
お
よ
び
⑶
に
同
じ
。

⑵
　
入
札
書
の
提
出
期
間

令
和
５
年
１
２
月
２
０
日
（
水
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
７
時
ま
で

令
和
５
年
１
２
月
２
１
日
（
木
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
６
時
ま
で

⑶
　
開
札
日
時

令
和
５
年
１
２
月
２
２
日
（
金
）
１
０
時

⑷
　
開
札
場
所

福
井
県
越
前
市
文
京
１
丁
目
１
４
－
１
６

福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校

７
　
入
札
方
法

　
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約

希
望
金
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

８
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
の
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ

た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

９
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
お
よ
び
通

　
貨
　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

⑶
　
入
札
の
無
効

　
　
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規
定
に
よ
る
。

⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
要

⑸
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置
に
つ
い
て

①
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
。
以
下
「
条
例

　
」
と
い
う
。
）
第
５
条
第
２
項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く

　
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄

　
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と
と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

②
　
①
に
よ
り
、
警
察
署
に
届
け
出
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
　
な
お
、
上
記
①
の
届
出
を
怠
っ
た
と
き
は
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領

　
の
規
定
に
基
づ
く
、
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
注
意
す
る
こ
と
。

⑹
　
２
に
記
載
す
る
別
に
知
事
が
行
う
審
査
を
申
請
す
る
時
期
と
場
所

①
　
申
請
者
の
受
付
時
期

　
福
井
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
各
号
に
掲

げ
る
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

②
　
申
請
書
の
交
付
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

福
井
県
会
計
局
会
計
課
　
総
務
第
三
グ
ル
ー
プ

電
　
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
２
５
３

⑺
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
必
要
な
事
項
は
入
札
説
明
書
等
に
よ
る
。

１
０
　
Sum
m
ary

⑴
　
T
he specifications of the product to purchase and quantity

　
H
ardw

are and the others for industrial education of the T
akefu com

m
ercial and 

T
echnical H

igh School (including the m
aintenance)

⑵
　
D
ate, tim

e, of Bidding
　
　
8:30 a.m

. 20st　
D
ecem

ber 2023 －
 4:00 p.m

 21st D
ecem

ber 2023
⑶
　
D
eadline for delivery

　
　
5:00 p.m

.29 st February 2024
⑷
　
T
he place for delivery and contact for notice

　
T
akefu com

m
ercial and T

echnical H
igh School, 24, Iehisa-cho,Echizen City, Fukui 

Prefecture, 915-0801 Japan
　
　
T
EL 0778-22-2630

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

   　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
 福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治
　
　
 

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
調
達
を
す
る
物
品
（
以
下
「
調
達
物
品
」
と
い
う
。
）
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
Ｃ
Ａ
Ｄ
室
機
器
等
購
入
お
よ
び
保
守
業
務
委
託
　
一
式
（
長
期
継

　
続
契
約
）

⑵
　
調
達
物
品
の
仕
様
等

　
　
入
札
説
明
書
お
よ
び
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

⑶
　
契
約
期
間

　
契
約
締
結
日
か
ら
令
和
１
３
年
２
月
２
８
日
ま
で

　
こ
の
期
間
に
、
福
井
県
に
お
い
て
契
約
締
結
年
度
の
翌
年
度
以
降
の
歳
入
歳
出
予
算
の
当
該
金
額

に
つ
い
て
、
減
額
ま
た
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
。

⑷
　
機
器
納
入
期
限

　
　
令
和
６
年
２
月
２
９
日
１
７
時

⑸
　
保
守
委
託
期
間

　
　
令
和
６
年
３
月
１
日
か
ら
令
和
１
３
年
２
月
２
８
日
ま
で

⑹
　
納
入
場
所

福
井
県
越
前
市
文
京
１
丁
目
１
４
－
１
６

福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
　
工
業
キ
ャ
ン
パ
ス
　
Ｃ
Ａ
Ｄ
室

２
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用

を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
の
日

時
ま
で
に
資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
者
と
す
る

。⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
者

　
で
な
い
こ
と
。

⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
福
井
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

⑶
　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
お
よ
び
民

　
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い

　
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑷
　
こ
の
入
札
に
併
せ
て
行
わ
れ
る
技
術
的
審
査
に
よ
り
、
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
を
納
入
す
る

　
技
術
的
能
力
お
よ
び
体
制
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑸
　
こ
の
入
札
の
調
達
物
品
に
関
す
る
点
検
、
修
理
、
部
品
供
給
等
に
つ
い
て
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
お
よ

　
び
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
係
る
体
制
が
十
分
に
整
い
、
長
期
間
に
わ
た
り
迅
速
か
つ
円
滑
に
対
応
す
る
こ

　
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑹
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

　
支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

　
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

　
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

　
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

　
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

　
す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

　
者
オ
　
役
員
等
が
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

⑺
　
こ
の
入
札
業
務
と
同
種
同
等
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
行
っ
た
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請

ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
契

約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付

⑴
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局

　
の
名
称
お
よ
び
所
在
地
な
ら
び
に
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
５
－
０
８
４
１

福
井
県
越
前
市
文
京
１
丁
目
１
４
－
１
６

福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
　
工
業
キ
ャ
ン
パ
ス
事
務
室

電
話
　
０
７
７
８
－
２
２
－
２
７
３
０

⑵
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
は
上
記
場
所
で
行
う
ほ
か
、
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ

　
ム
で
公
開
す
る
。

５
　
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
様
式
。
な
お
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者

（
以
下
「
紙
入
札
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
様
式
）
に
、
必
要
書
類
を

添
え
て
次
の
と
お
り
提
出
し
、
こ
の
入
札
に
係
る
業
務
に
関
し
福
井
県
の
技
術
審
査
を
受
け
、
資
格
の

確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間

令
和
５
年
１
１
月
７
日
（
火
）
９
時
か
ら

令
和
５
年
１
１
月
２
７
日
（
月
）
１
６
時
ま
で

⑵
　
申
請
書
の
提
出
方
法

　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
。

　
な
お
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
の
情
報
が
、
契
約
担
当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子
計

算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
、
提
出
期
間
中
に
記
録
さ
れ
た
も
の
を
有
効
と
す
る
。

　
申
請
書
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成

１
２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定
認
証
業
務
を
行
う
者
が
発

行
し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
代
表
者
の
名
義

で
取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
利
用
者
登
録
し
た
も
の
と

す
る
。

⑶
　
紙
入
札
者
に
係
る
申
請
書
等
の
提
出
先
お
よ
び
提
出
方
法

ア
　
提
出
先

　
　
４
⑴
に
同
じ
。

イ
　
提
出
方
法

　
提
出
期
間
内
に
提
出
先
へ
直
接
持
参
ま
た
は
郵
送
す
る
こ
と
。
（
郵
送
す
る
場
合
は
簡
易
書
留

郵
便
と
す
る
。
）

６
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
、
開
札
日
時
お
よ
び
開
札
場
所

⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

　
　
５
⑵
お
よ
び
⑶
に
同
じ
。

⑵
　
入
札
書
の
提
出
期
間

令
和
５
年
１
２
月
２
０
日
（
水
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
７
時
ま
で

令
和
５
年
１
２
月
２
１
日
（
木
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
６
時
ま
で

⑶
　
開
札
日
時

令
和
５
年
１
２
月
２
２
日
（
金
）
１
１
時

⑷
　
開
札
場
所

福
井
県
越
前
市
文
京
１
丁
目
１
４
－
１
６

福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
　
工
業
キ
ャ
ン
パ
ス

７
　
入
札
方
法

　
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約

希
望
金
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

８
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
の
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ

た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

９
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
お
よ
び
通

　
貨
　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
財
務
規
則
第
１
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

⑶
　
入
札
の
無
効

　
　
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規
定
に
よ
る
。

⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
要

⑸
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置
に
つ
い
て

ア
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
）
第
５
条
第
２

　
項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係

　
を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と

　
と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

イ
　
ア
に
よ
り
、
警
察
署
に
届
け
出
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
な
お
、
上
記
ア
の
届
出
を
怠
っ
た
と
き
は
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領

の
規
定
に
基
づ
く
、
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
注
意
す
る
こ
と
。

⑹
　
２
に
記
載
す
る
別
に
知
事
が
行
う
審
査
を
申
請
す
る
時
期
と
場
所

ア
　
申
請
書
の
受
付
期
間

　
福
井
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
各
号
に
掲

げ
る
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

イ
　
申
請
書
の
交
付
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

福
井
県
会
計
局
会
計
課
　
総
務
第
三
グ
ル
ー
プ

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
２
５
３

⑺
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
必
要
な
事
項
は
入
札
説
明
書
等
に
よ
る
。

１
０
　
Sum
m
ary

⑴
　
N
ature and quantity of the products to be required

　
Purchase and initial set up and long-term

 m
aintenance for Fukui Prefectural 

T
akefu Com

m
ercial and T

echnical H
igh School 

⑵
　
D
ate, tim

e of Bidding
　
　
8:30a.m

. 20th D
ecem

ber 2023 ‒ 4:00p.m
. 21st D

ecem
ber 2023

⑶
　
D
eadline for delivery

　
　
5:00p.m

. 29th February 2024
⑷
　
Period of contract

　
　
28th February 2031

⑸
　
T
he place for delivery and contact for notice

　
T
akefu Com

m
ercial and T

echnical H
igh School, 1-14-16, Bunkyo, Echizen city, 

Fukui prefecture, 915-0841 Japan.
T
EL 0778-22-2730
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森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
２
４
９
号
）
第
３
３
条
の
３
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
３
３
条
の
規

定
に
よ
り
通
知
す
る
次
の
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
な
の
で
、
同
法
第
１
８
９
条
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

　
　
春
日
神
社
、
山
下
勉

２
　
通
知
の
要
旨

⑴
　
官
報
に
よ
る
農
林
水
産
省
告
示
に
て
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
。

⑵
　
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
お
よ
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
４

　
月
２
６
日
農
林
水
産
省
告
示
第
５
７
３
号
に
よ
る
。

３
　
掲
示
場
所

　
　
福
井
県
庁
お
よ
び
福
井
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
足
羽
三
ヶ
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
２
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
　

理
　
事
　
川
江
　
豊
　
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
45-1

　
〃
　
　
山
田
　
英
一
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
25-17

　
〃
　
　
西
口
　
康
士
　
福
井
市
小
路
町
16-1-7

　
〃
　
　
中
谷
　
英
修
　
福
井
市
栃
泉
町
1-10

　
〃
　
　
池
田
　
正
幸
　
福
井
市
南
山
町
13-41

　
〃
　
　
室
谷
　
賢
治
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
25-4

　
〃
　
　
安
達
　
節
男
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
3-56

　
〃
　
　
山
本
　
嘉
治
　
福
井
市
南
山
町
11-3

　
〃
　
　
今
村
　
保
英
　
福
井
市
小
路
町
3-13-1

　
〃
　
　
後
藤
　
光
宙
　
福
井
市
上
毘
沙
門
町
2-272

監
　
事
　
山
口
　
吉
晴
　
福
井
市
南
山
町
8-8

　
〃
　
　
青
木
　
邦
夫
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
25-19

　
〃
　
　
野
坂
　
定
志
　
福
井
市
小
路
町
11-155

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
酒
生
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
４
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
　

理
　
事
　
梯
　
左
武
良
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
2811

　
〃
　
　
髙
波
　
捨
治
　
福
井
市
荒
木
新
保
町
20-32

　
〃
　
　
林
　
　
世
治
　
福
井
市
殿
下
町
33-5

　
〃
　
　
前
川
　
孝
　
　
福
井
市
和
田
東
２
丁
目
812

　
〃
　
　
勝
山
　
義
一
　
福
井
市
稲
津
町
23-10

　
〃
　
　
山
崎
　
重
浩
　
福
井
市
河
水
町
14-17

監
　
事
　
梅
田
　
精
一
　
福
井
市
曽
万
布
町
9-51

　
〃
　
　
中
村
　
健
次
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
1006

　
〃
　
　
野
田
守
之
丞
　
福
井
市
篠
尾
町
61-11　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
福
井
足
羽
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
８
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
　

理
　
事
　
三
竹
　
孝
一
　
福
井
市
下
六
条
町
29-36

〃
　
　
前
田
　
晃
良
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
2014

〃
　
　
佐
々
木
　
明
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
1427

〃
　
　
橋
本
　
裕
文
　
福
井
市
和
田
中
町
神
明
宅
地
17

〃
　
　
村
上
　
千
直
　
福
井
市
和
田
中
町
上
村
宅
地
57

〃
　
　
岩
佐
　
正
弘
　
福
井
市
小
稲
津
町
30-27

〃
　
　
大
谷
　
元
見
　
福
井
市
上
六
条
町
18-39

〃
　
　
島
﨑
　
雅
行
　
福
井
市
天
王
町
26-27

〃
　
　
田
中
　
外
信
　
福
井
市
上
莇
生
田
町
5-94

〃
　
　
北
川
　
博
美
　
福
井
市
下
莇
生
田
町
13-8

〃
　
　
中
出
　
寛
　
　
福
井
市
別
所
町
10-46

〃
　
　
吉
村
　
義
雄
　
福
井
市
大
町
19-25

〃
　
　
稲
澤
　
正
一
　
福
井
市
稲
津
町
24-14

〃
　
　
萩
原
　
一
男
　
福
井
市
下
馬
１
丁
目
1901

〃
　
　
川
端
　
裕
之
　
福
井
市
東
郷
中
島
町
10-1

〃
　
　
大
畑
　
喜
秋
　
福
井
市
下
荒
井
町
2-108

監
　
事
　
畑
中
　
教
男
　
福
井
市
下
六
条
町
25-26

　
〃
　
　
佐
々
木
一
美
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
2611

　
〃
　
　
齊
藤
　
正
成
　
福
井
市
上
莇
生
田
町
2-53

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
足
羽
三
ケ
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
３
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
　

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
 　
　
　

理
　
事
　
川
江
　
豊
　
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
45-1

　
〃
　
　
安
達
　
節
男
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
3-56

　
〃
　
　
藤
田
　
佳
光
　
福
井
市
南
山
町
8-10-1

　
〃
　
　
中
谷
　
英
修
　
福
井
市
栃
泉
町
1-10

　
〃
　
　
山
田
　
英
一
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
25-17

　
〃
　
　
室
谷
　
賢
治
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
25-4

　
〃
　
　
柴
田
　
泰
　
　
福
井
市
南
山
町
8-32

　
〃
　
　
山
口
　
武
登
志
　
福
井
市
小
路
町
11-108

　
〃
　
　
山
岸
　
郭
良
　
福
井
市
小
路
町
11-139

　
〃
　
　
後
藤
　
光
宙
　
福
井
市
上
毘
沙
門
町
2-272

監
　
事
　
青
木
　
邦
夫
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
25-19

　
〃
　
　
藤
田
　
延
長
　
福
井
市
南
山
町
8-16

　
〃
　
　
櫓
元
　
真
弓
　
福
井
市
安
原
町
8-27

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
酒
生
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
５
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
　

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
 　
　
　

理
　
事
　
野
田
守
之
丞
　
福
井
市
篠
尾
町
61-11　

　
〃
　
　
前
田
　
光
博
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
1412

　
〃
　
　
林
　
　
世
治
　
福
井
市
殿
下
町
33-5

　
〃
　
　
荒
川
　
幸
洋
　
福
井
市
荒
木
新
保
町
70-48

　
〃
　
　
前
川
　
孝
　
　
福
井
市
和
田
東
２
丁
目
812

　
〃
　
　
山
崎
　
重
浩
　
福
井
市
河
水
町
14-17

監
　
事
　
河
合
　
良
伯
　
福
井
市
曽
万
布
町
9-44

　
〃
　
　
前
田
　
康
夫
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
2201

　
〃
　
　
髙
村
　
盛
雄
　
福
井
市
稲
津
町
33-19

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
福
井
足
羽
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
９
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
　

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
 　
　
　

理
　
事
　
和
田
　
健
一
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
2311

〃
　
　
佐
々
木
　
明
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
1427

〃
　
　
橋
本
　
裕
文
　
福
井
市
和
田
中
町
神
明
宅
地
17

〃
　
　
小
宮
山
　
澄
　
福
井
市
和
田
中
町
上
村
宅
地
80

〃
　
　
岩
佐
　
正
弘
　
福
井
市
小
稲
津
町
30-27

〃
　
　
前
田
　
寛
治
　
福
井
市
上
六
条
町
18-38

〃
　
　
島
﨑
　
雅
行
　
福
井
市
天
王
町
26-27

〃
　
　
三
竹
　
孝
一
　
福
井
市
下
六
条
町
29-36

〃
　
　
田
中
　
外
信
　
福
井
市
上
莇
生
田
町
5-94

〃
　
　
長
塚
　
茂
　
　
福
井
市
下
莇
生
田
町
18-5

〃
　
　
増
田
　
栄
治
　
福
井
市
別
所
町
11-11

〃
　
　
吉
村
　
幸
高
　
福
井
市
大
町
20-13

〃
　
　
澤
﨑
　
三
男
　
福
井
市
稲
津
町
72-48

〃
　
　
竹
内
　
幸
男
　
福
井
市
下
馬
１
丁
目
1205-2

〃
　
　
川
端
　
裕
之
　
福
井
市
東
郷
中
島
町
10-1

〃
　
　
大
畑
　
喜
秋
　
福
井
市
下
荒
井
町
2-108

監
　
事
　
川
端
　
義
彦
　
福
井
市
東
郷
中
島
町
10-11

　
〃
　
　
川
口
　
幸
徳
　
福
井
市
下
荒
井
町
7-101

　
〃
　
　
小
縁
　
俊
郎
　
福
井
市
下
六
条
町
29-9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
高
浜
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
９
月
３
０
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
藤
本
　
誠
　
　
高
浜
町
薗
部
51-16

　
〃
　
　
永
登
　
三
夫
　
高
浜
町
和
田
119-11

　
〃
　
　
萩
野
　
靜
男
　
高
浜
町
薗
部
61-7

　
〃
　
　
今
田
　
利
正
　
高
浜
町
東
三
松
15-28

　
〃
　
　
丸
田
　
優
　
　
高
浜
町
子
生
16-2

　
〃
　
　
大
西
　
英
夫
　
高
浜
町
和
田
120-14

　
〃
　
　
田
中
　
筆
一
　
高
浜
町
西
三
松
2-1

　
〃
　
　
河
島
　
信
義
　
高
浜
町
薗
部
51-19-2

　
〃
　
　
大
塚
　
弥
寿
男
　
高
浜
町
和
田
119-24

　
〃
　
　
勝
本
　
繁
昭
　
高
浜
町
和
田
125-12-13

　
〃
　
　
川
合
　
正
之
　
高
浜
町
日
置
45-12-2

監
　
事
　
一
瀬
　
一
憲
　
高
浜
町
東
三
松
18-8

　
〃
　
　
寺
上
　
郁
夫
　
高
浜
町
薗
部
52-19

　
〃
　
　
濵
本
　
真
和
　
高
浜
町
和
田
110-17

　
〃
　
　
熊
谷
　
元
記
　
高
浜
町
薗
部
48-2

　
〃
　
　
荒
木
　
保
博
　
高
浜
町
若
宮
4-24

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
高
浜
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
１
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
藤
本
　
誠
　
　
高
浜
町
薗
部
51-16

〃
　
　
永
登
　
三
夫
　
高
浜
町
和
田
119-11

〃
　
　
今
田
　
利
正
　
高
浜
町
東
三
松
15-28

〃
　
　
丸
田
　
優
　
　
高
浜
町
子
生
16-2

〃
　
　
河
島
　
信
義
　
高
浜
町
薗
部
51-19-2

〃
　
　
大
塚
　
弥
寿
男
　
高
浜
町
和
田
119-24

〃
　
　
田
中
　
筆
一
　
高
浜
町
西
三
松
2-1

〃
　
　
川
合
　
正
之
　
高
浜
町
日
置
45-12-2

〃
　
　
大
西
　
英
夫
　
高
浜
町
和
田
120-14

〃
　
　
堀
口
　
克
博
　
高
浜
町
薗
部
46-10

〃
　
　
大
塚
　
義
文
　
高
浜
町
和
田
118-12

監
　
事
　
富
田
　
博
司
　
高
浜
町
和
田
111-33

　
〃
　
　
髙
田
　
照
樹
　
高
浜
町
東
三
松
30-6-2

　
〃
　
　
山
崎
　
満
　
　
高
浜
町
薗
部
51-1

　
〃
　
　
杉
本
　
暁
弘
　
高
浜
町
薗
部
53-25-1

　
〃
　
　
荒
木
　
保
博
　
高
浜
町
若
宮
4-24

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
１
０
月
１
９
日
に
敦
賀
市
よ
り
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示

す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
敦
賀
市

２
　
作
業
の
種
類

　
　
公
共
測
量
（
道
路
台
帳
図
更
新
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
５
年
１
０
月
１
９
日
か
ら
令
和
６
年
３
月
３
１
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
敦
賀
市
一
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
１
０
月
１
８
日
に
福
井
県
よ
り
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示

す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
福
井
県

２
　
作
業
の
種
類

　
　
公
共
測
量
（
航
空
レ
ー
ザ
測
量
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
５
年
１
０
月
１
９
日
か
ら
令
和
６
年
２
月
２
９
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
福
井
県
　
大
野
市
、
敦
賀
市
、
三
方
上
中
郡
若
狭
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
福
井
県
立
鯖
江
高
等
学
校
丹
南
キ
ャ
ン
パ
ス
情
報
第
２
実
習
室
機
器
等
購
入
お
よ
び
保
守
委
託
業
務

一
式
（
長
期
継
続
契
約
）

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
立
鯖
江
高
等
学
校

　
　
福
井
県
鯖
江
市
舟
津
町
２
丁
目
５
番
４
２
号

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
１
０
月
２
５
日

４
　
落
札
者
の
氏
名
お
よ
び
住
所

三
谷
商
事
株
式
会
社

福
井
県
福
井
市
豊
島
１
丁
目
３
番
１
号

５
　
落
札
金
額

　
　
２
７
，
９
０
５
，
６
０
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
９
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
調
達
を
す
る
物
品
（
以
下
「
調
達
物
品
」
と
い
う
。
）
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
（
商
業
キ
ャ
ン
パ
ス
）
産
業
教
育
実
習
用
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
機
器
等

購
入
お
よ
び
保
守
委
託
業
務
一
式
（
長
期
継
続
契
約
）

⑵
　
調
達
物
品
の
仕
様
等

　
　
入
札
説
明
書
お
よ
び
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

⑶
　
契
約
期
間

　
　
契
約
締
結
日
か
ら
令
和
１
３
年
２
月
２
８
日

　
こ
の
期
間
に
、
福
井
県
に
お
い
て
契
約
締
結
年
度
の
翌
年
度
以
降
の
歳
入
歳
出
予
算
の
当
該
金
額

に
つ
い
て
減
額
ま
た
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
。

⑷
　
機
器
納
入
期
限

　
　
令
和
６
年
２
月
２
９
日
　
１
７
時

⑸
　
保
守
委
託
期
間

令
和
６
年
３
月
１
日
か
ら
令
和
１
３
年
２
月
２
８
日
ま
で

（
た
だ
し
、
ハ
ー
ド
ウ
エ
ア
保
守
に
つ
い
て
は
業
務
開
始
か
ら
１
年
間
無
償
と
す
る
。
）

⑹
　
納
入
場
所

福
井
県
越
前
市
家
久
町
２
４

福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
（
商
業
キ
ャ
ン
パ
ス
）

２
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用

を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い
う

。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
の
日
時

ま
で
に
資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
者
と
す
る
。

⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
に
規
定
す
る
者
で
な
い

　
こ
と
。

⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
福
井
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

⑶
　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
更
正
手
続
開
始
の
申
立
て
お

　
よ
び
民
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て

　
が
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑷
　
こ
の
入
札
に
併
せ
て
行
わ
れ
る
技
術
的
審
査
に
よ
り
、
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
を
納
入
す
る

　
技
術
的
能
力
お
よ
び
体
制
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑸
　
こ
の
入
札
の
調
達
物
品
に
関
す
る
点
検
、
修
理
、
部
品
供
給
等
に
つ
い
て
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
お
よ

　
び
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
係
る
体
制
が
十
分
に
整
い
、
長
期
間
に
わ
た
り
迅
速
か
つ
円
滑
に
対
応
す
る
こ

　
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑹
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

　
支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

　
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

　
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

　
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

　
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

　
す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

　
者
オ
　
役
員
等
が
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

⑺
　
こ
の
入
札
業
務
と
同
種
同
等
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
行
っ
た
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請

ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
契

約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付

⑴
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局

　
の
名
称
お
よ
び
所
在
地
な
ら
び
に
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
５
－
０
８
４
１

福
井
県
越
前
市
文
京
１
丁
目
１
４
－
１
６

福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
　
事
務
室

電
　
話
　
０
７
７
８
－
２
２
－
２
７
３
０

⑵
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
は
上
記
場
所
で
行
う
ほ
か
、
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ

　
ム
で
公
開
す
る
。

５
　
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
様
式
。
な
お
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者

（
以
下
「
紙
入
札
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
様
式
）
に
、
必
要
書
類
を

添
え
て
次
の
と
お
り
提
出
し
、
こ
の
入
札
に
係
る
業
務
に
関
し
福
井
県
の
技
術
審
査
を
受
け
、
資
格
の

確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間

令
和
５
年
１
１
月
７
日
（
火
）
９
時
か
ら

令
和
５
年
１
１
月
２
７
日
（
月
）
１
７
時
ま
で

⑵
　
申
請
書
の
提
出
方
法

　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
。

　
な
お
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
の
情
報
が
、
契
約
担
当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子
計

算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
、
提
出
期
間
中
に
記
録
さ
れ
た
も
の
を
有
効
と
す
る
。

　
申
請
書
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成

１
２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定
認
証
業
務
を
行
う
者
が
発

行
し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
代
表
者
の
名
義

で
取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
利
用
者
登
録
し
た
も
の
と

す
る
。

　
た
だ
し
、
紙
入
札
者
は
、
下
記
⑶
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

⑶
　
紙
入
札
者
に
係
る
申
請
書
等
の
提
出
先
お
よ
び
提
出
方
法

ア
　
提
出
先

　
　
４
⑴
に
同
じ
。

イ
　
提
出
方
法

　
提
出
期
間
内
に
提
出
先
へ
直
接
持
参
ま
た
は
郵
送
す
る
こ
と
。
（
郵
送
す
る
場
合
は
簡
易
書
留

郵
便
と
す
る
。
）

６
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
、
開
札
日
時
お
よ
び
開
札
場
所

⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

　
　
５
⑵
お
よ
び
⑶
に
同
じ
。

⑵
　
入
札
書
の
提
出
期
間

令
和
５
年
１
２
月
２
０
日
（
水
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
７
時
ま
で

令
和
５
年
１
２
月
２
１
日
（
木
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
６
時
ま
で

⑶
　
開
札
日
時

令
和
５
年
１
２
月
２
２
日
（
金
）
１
０
時

⑷
　
開
札
場
所

福
井
県
越
前
市
文
京
１
丁
目
１
４
－
１
６

福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校

７
　
入
札
方
法

　
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約

希
望
金
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

８
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
の
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ

た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

９
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
お
よ
び
通

　
貨
　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

⑶
　
入
札
の
無
効

　
　
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規
定
に
よ
る
。

⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
要

⑸
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置
に
つ
い
て

①
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
。
以
下
「
条
例

　
」
と
い
う
。
）
第
５
条
第
２
項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く

　
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄

　
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と
と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

②
　
①
に
よ
り
、
警
察
署
に
届
け
出
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
　
な
お
、
上
記
①
の
届
出
を
怠
っ
た
と
き
は
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領

　
の
規
定
に
基
づ
く
、
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
注
意
す
る
こ
と
。

⑹
　
２
に
記
載
す
る
別
に
知
事
が
行
う
審
査
を
申
請
す
る
時
期
と
場
所

①
　
申
請
者
の
受
付
時
期

　
福
井
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
各
号
に
掲

げ
る
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

②
　
申
請
書
の
交
付
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

福
井
県
会
計
局
会
計
課
　
総
務
第
三
グ
ル
ー
プ

電
　
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
２
５
３

⑺
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
必
要
な
事
項
は
入
札
説
明
書
等
に
よ
る
。

１
０
　
Sum
m
ary

⑴
　
T
he specifications of the product to purchase and quantity

　
H
ardw

are and the others for industrial education of the T
akefu com

m
ercial and 

T
echnical H

igh School (including the m
aintenance)

⑵
　
D
ate, tim

e, of Bidding
　
　
8:30 a.m

. 20st　
D
ecem

ber 2023 －
 4:00 p.m

 21st D
ecem

ber 2023
⑶
　
D
eadline for delivery

　
　
5:00 p.m

.29 st February 2024
⑷
　
T
he place for delivery and contact for notice

　
T
akefu com

m
ercial and T

echnical H
igh School, 24, Iehisa-cho,Echizen City, Fukui 

Prefecture, 915-0801 Japan
　
　
T
EL 0778-22-2630

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

   　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
 福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治
　
　
 

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
調
達
を
す
る
物
品
（
以
下
「
調
達
物
品
」
と
い
う
。
）
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
Ｃ
Ａ
Ｄ
室
機
器
等
購
入
お
よ
び
保
守
業
務
委
託
　
一
式
（
長
期
継

　
続
契
約
）

⑵
　
調
達
物
品
の
仕
様
等

　
　
入
札
説
明
書
お
よ
び
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

⑶
　
契
約
期
間

　
契
約
締
結
日
か
ら
令
和
１
３
年
２
月
２
８
日
ま
で

　
こ
の
期
間
に
、
福
井
県
に
お
い
て
契
約
締
結
年
度
の
翌
年
度
以
降
の
歳
入
歳
出
予
算
の
当
該
金
額

に
つ
い
て
、
減
額
ま
た
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
。

⑷
　
機
器
納
入
期
限

　
　
令
和
６
年
２
月
２
９
日
１
７
時

⑸
　
保
守
委
託
期
間

　
　
令
和
６
年
３
月
１
日
か
ら
令
和
１
３
年
２
月
２
８
日
ま
で

⑹
　
納
入
場
所

福
井
県
越
前
市
文
京
１
丁
目
１
４
－
１
６

福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
　
工
業
キ
ャ
ン
パ
ス
　
Ｃ
Ａ
Ｄ
室

２
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用

を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
の
日

時
ま
で
に
資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
者
と
す
る

。⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
者

　
で
な
い
こ
と
。

⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
福
井
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

⑶
　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
お
よ
び
民

　
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い

　
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑷
　
こ
の
入
札
に
併
せ
て
行
わ
れ
る
技
術
的
審
査
に
よ
り
、
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
を
納
入
す
る

　
技
術
的
能
力
お
よ
び
体
制
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑸
　
こ
の
入
札
の
調
達
物
品
に
関
す
る
点
検
、
修
理
、
部
品
供
給
等
に
つ
い
て
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
お
よ

　
び
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
係
る
体
制
が
十
分
に
整
い
、
長
期
間
に
わ
た
り
迅
速
か
つ
円
滑
に
対
応
す
る
こ

　
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑹
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

　
支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

　
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

　
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

　
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

　
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

　
す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

　
者
オ
　
役
員
等
が
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

⑺
　
こ
の
入
札
業
務
と
同
種
同
等
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
行
っ
た
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請

ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
契

約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付

⑴
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局

　
の
名
称
お
よ
び
所
在
地
な
ら
び
に
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
５
－
０
８
４
１

福
井
県
越
前
市
文
京
１
丁
目
１
４
－
１
６

福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
　
工
業
キ
ャ
ン
パ
ス
事
務
室

電
話
　
０
７
７
８
－
２
２
－
２
７
３
０

⑵
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
は
上
記
場
所
で
行
う
ほ
か
、
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ

　
ム
で
公
開
す
る
。

５
　
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
様
式
。
な
お
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者

（
以
下
「
紙
入
札
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
様
式
）
に
、
必
要
書
類
を

添
え
て
次
の
と
お
り
提
出
し
、
こ
の
入
札
に
係
る
業
務
に
関
し
福
井
県
の
技
術
審
査
を
受
け
、
資
格
の

確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間

令
和
５
年
１
１
月
７
日
（
火
）
９
時
か
ら

令
和
５
年
１
１
月
２
７
日
（
月
）
１
６
時
ま
で

⑵
　
申
請
書
の
提
出
方
法

　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
。

　
な
お
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
の
情
報
が
、
契
約
担
当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子
計

算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
、
提
出
期
間
中
に
記
録
さ
れ
た
も
の
を
有
効
と
す
る
。

　
申
請
書
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成

１
２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定
認
証
業
務
を
行
う
者
が
発

行
し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
代
表
者
の
名
義

で
取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
利
用
者
登
録
し
た
も
の
と

す
る
。

⑶
　
紙
入
札
者
に
係
る
申
請
書
等
の
提
出
先
お
よ
び
提
出
方
法

ア
　
提
出
先

　
　
４
⑴
に
同
じ
。

イ
　
提
出
方
法

　
提
出
期
間
内
に
提
出
先
へ
直
接
持
参
ま
た
は
郵
送
す
る
こ
と
。
（
郵
送
す
る
場
合
は
簡
易
書
留

郵
便
と
す
る
。
）

６
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
、
開
札
日
時
お
よ
び
開
札
場
所

⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

　
　
５
⑵
お
よ
び
⑶
に
同
じ
。

⑵
　
入
札
書
の
提
出
期
間

令
和
５
年
１
２
月
２
０
日
（
水
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
７
時
ま
で

令
和
５
年
１
２
月
２
１
日
（
木
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
６
時
ま
で

⑶
　
開
札
日
時

令
和
５
年
１
２
月
２
２
日
（
金
）
１
１
時

⑷
　
開
札
場
所

福
井
県
越
前
市
文
京
１
丁
目
１
４
－
１
６

福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
　
工
業
キ
ャ
ン
パ
ス

７
　
入
札
方
法

　
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約

希
望
金
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

８
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
の
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ

た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

９
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
お
よ
び
通

　
貨
　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
財
務
規
則
第
１
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

⑶
　
入
札
の
無
効

　
　
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規
定
に
よ
る
。

⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
要

⑸
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置
に
つ
い
て

ア
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
）
第
５
条
第
２

　
項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係

　
を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と

　
と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

イ
　
ア
に
よ
り
、
警
察
署
に
届
け
出
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
な
お
、
上
記
ア
の
届
出
を
怠
っ
た
と
き
は
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領

の
規
定
に
基
づ
く
、
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
注
意
す
る
こ
と
。

⑹
　
２
に
記
載
す
る
別
に
知
事
が
行
う
審
査
を
申
請
す
る
時
期
と
場
所

ア
　
申
請
書
の
受
付
期
間

　
福
井
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
各
号
に
掲

げ
る
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

イ
　
申
請
書
の
交
付
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

福
井
県
会
計
局
会
計
課
　
総
務
第
三
グ
ル
ー
プ

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
２
５
３

⑺
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
必
要
な
事
項
は
入
札
説
明
書
等
に
よ
る
。

１
０
　
Sum
m
ary

⑴
　
N
ature and quantity of the products to be required

　
Purchase and initial set up and long-term

 m
aintenance for Fukui Prefectural 

T
akefu Com

m
ercial and T

echnical H
igh School 

⑵
　
D
ate, tim

e of Bidding
　
　
8:30a.m

. 20th D
ecem

ber 2023 ‒ 4:00p.m
. 21st D

ecem
ber 2023

⑶
　
D
eadline for delivery

　
　
5:00p.m

. 29th February 2024
⑷
　
Period of contract

　
　
28th February 2031

⑸
　
T
he place for delivery and contact for notice

　
T
akefu Com

m
ercial and T

echnical H
igh School, 1-14-16, Bunkyo, Echizen city, 

Fukui prefecture, 915-0841 Japan.
T
EL 0778-22-2730
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森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
２
４
９
号
）
第
３
３
条
の
３
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
３
３
条
の
規

定
に
よ
り
通
知
す
る
次
の
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
な
の
で
、
同
法
第
１
８
９
条
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

　
　
春
日
神
社
、
山
下
勉

２
　
通
知
の
要
旨

⑴
　
官
報
に
よ
る
農
林
水
産
省
告
示
に
て
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
。

⑵
　
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
お
よ
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
４

　
月
２
６
日
農
林
水
産
省
告
示
第
５
７
３
号
に
よ
る
。

３
　
掲
示
場
所

　
　
福
井
県
庁
お
よ
び
福
井
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
足
羽
三
ヶ
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
２
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
　

理
　
事
　
川
江
　
豊
　
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
45-1

　
〃
　
　
山
田
　
英
一
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
25-17

　
〃
　
　
西
口
　
康
士
　
福
井
市
小
路
町
16-1-7

　
〃
　
　
中
谷
　
英
修
　
福
井
市
栃
泉
町
1-10

　
〃
　
　
池
田
　
正
幸
　
福
井
市
南
山
町
13-41

　
〃
　
　
室
谷
　
賢
治
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
25-4

　
〃
　
　
安
達
　
節
男
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
3-56

　
〃
　
　
山
本
　
嘉
治
　
福
井
市
南
山
町
11-3

　
〃
　
　
今
村
　
保
英
　
福
井
市
小
路
町
3-13-1

　
〃
　
　
後
藤
　
光
宙
　
福
井
市
上
毘
沙
門
町
2-272

監
　
事
　
山
口
　
吉
晴
　
福
井
市
南
山
町
8-8

　
〃
　
　
青
木
　
邦
夫
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
25-19

　
〃
　
　
野
坂
　
定
志
　
福
井
市
小
路
町
11-155

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
酒
生
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
４
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
　

理
　
事
　
梯
　
左
武
良
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
2811

　
〃
　
　
髙
波
　
捨
治
　
福
井
市
荒
木
新
保
町
20-32

　
〃
　
　
林
　
　
世
治
　
福
井
市
殿
下
町
33-5

　
〃
　
　
前
川
　
孝
　
　
福
井
市
和
田
東
２
丁
目
812

　
〃
　
　
勝
山
　
義
一
　
福
井
市
稲
津
町
23-10

　
〃
　
　
山
崎
　
重
浩
　
福
井
市
河
水
町
14-17

監
　
事
　
梅
田
　
精
一
　
福
井
市
曽
万
布
町
9-51

　
〃
　
　
中
村
　
健
次
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
1006

　
〃
　
　
野
田
守
之
丞
　
福
井
市
篠
尾
町
61-11　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
福
井
足
羽
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
８
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
　

理
　
事
　
三
竹
　
孝
一
　
福
井
市
下
六
条
町
29-36

〃
　
　
前
田
　
晃
良
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
2014

〃
　
　
佐
々
木
　
明
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
1427

〃
　
　
橋
本
　
裕
文
　
福
井
市
和
田
中
町
神
明
宅
地
17

〃
　
　
村
上
　
千
直
　
福
井
市
和
田
中
町
上
村
宅
地
57

〃
　
　
岩
佐
　
正
弘
　
福
井
市
小
稲
津
町
30-27

〃
　
　
大
谷
　
元
見
　
福
井
市
上
六
条
町
18-39

〃
　
　
島
﨑
　
雅
行
　
福
井
市
天
王
町
26-27

〃
　
　
田
中
　
外
信
　
福
井
市
上
莇
生
田
町
5-94

〃
　
　
北
川
　
博
美
　
福
井
市
下
莇
生
田
町
13-8

〃
　
　
中
出
　
寛
　
　
福
井
市
別
所
町
10-46

〃
　
　
吉
村
　
義
雄
　
福
井
市
大
町
19-25

〃
　
　
稲
澤
　
正
一
　
福
井
市
稲
津
町
24-14

〃
　
　
萩
原
　
一
男
　
福
井
市
下
馬
１
丁
目
1901

〃
　
　
川
端
　
裕
之
　
福
井
市
東
郷
中
島
町
10-1

〃
　
　
大
畑
　
喜
秋
　
福
井
市
下
荒
井
町
2-108

監
　
事
　
畑
中
　
教
男
　
福
井
市
下
六
条
町
25-26

　
〃
　
　
佐
々
木
一
美
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
2611

　
〃
　
　
齊
藤
　
正
成
　
福
井
市
上
莇
生
田
町
2-53

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
足
羽
三
ケ
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
３
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
　

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
 　
　
　

理
　
事
　
川
江
　
豊
　
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
45-1

　
〃
　
　
安
達
　
節
男
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
3-56

　
〃
　
　
藤
田
　
佳
光
　
福
井
市
南
山
町
8-10-1

　
〃
　
　
中
谷
　
英
修
　
福
井
市
栃
泉
町
1-10

　
〃
　
　
山
田
　
英
一
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
25-17

　
〃
　
　
室
谷
　
賢
治
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
25-4

　
〃
　
　
柴
田
　
泰
　
　
福
井
市
南
山
町
8-32

　
〃
　
　
山
口
　
武
登
志
　
福
井
市
小
路
町
11-108

　
〃
　
　
山
岸
　
郭
良
　
福
井
市
小
路
町
11-139

　
〃
　
　
後
藤
　
光
宙
　
福
井
市
上
毘
沙
門
町
2-272

監
　
事
　
青
木
　
邦
夫
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
25-19

　
〃
　
　
藤
田
　
延
長
　
福
井
市
南
山
町
8-16

　
〃
　
　
櫓
元
　
真
弓
　
福
井
市
安
原
町
8-27

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
酒
生
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
５
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
　

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
 　
　
　

理
　
事
　
野
田
守
之
丞
　
福
井
市
篠
尾
町
61-11　

　
〃
　
　
前
田
　
光
博
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
1412

　
〃
　
　
林
　
　
世
治
　
福
井
市
殿
下
町
33-5

　
〃
　
　
荒
川
　
幸
洋
　
福
井
市
荒
木
新
保
町
70-48

　
〃
　
　
前
川
　
孝
　
　
福
井
市
和
田
東
２
丁
目
812

　
〃
　
　
山
崎
　
重
浩
　
福
井
市
河
水
町
14-17

監
　
事
　
河
合
　
良
伯
　
福
井
市
曽
万
布
町
9-44

　
〃
　
　
前
田
　
康
夫
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
2201

　
〃
　
　
髙
村
　
盛
雄
　
福
井
市
稲
津
町
33-19

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
福
井
足
羽
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
９
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
　

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
 　
　
　

理
　
事
　
和
田
　
健
一
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
2311

〃
　
　
佐
々
木
　
明
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
1427

〃
　
　
橋
本
　
裕
文
　
福
井
市
和
田
中
町
神
明
宅
地
17

〃
　
　
小
宮
山
　
澄
　
福
井
市
和
田
中
町
上
村
宅
地
80

〃
　
　
岩
佐
　
正
弘
　
福
井
市
小
稲
津
町
30-27

〃
　
　
前
田
　
寛
治
　
福
井
市
上
六
条
町
18-38

〃
　
　
島
﨑
　
雅
行
　
福
井
市
天
王
町
26-27

〃
　
　
三
竹
　
孝
一
　
福
井
市
下
六
条
町
29-36

〃
　
　
田
中
　
外
信
　
福
井
市
上
莇
生
田
町
5-94

〃
　
　
長
塚
　
茂
　
　
福
井
市
下
莇
生
田
町
18-5

〃
　
　
増
田
　
栄
治
　
福
井
市
別
所
町
11-11

〃
　
　
吉
村
　
幸
高
　
福
井
市
大
町
20-13

〃
　
　
澤
﨑
　
三
男
　
福
井
市
稲
津
町
72-48

〃
　
　
竹
内
　
幸
男
　
福
井
市
下
馬
１
丁
目
1205-2

〃
　
　
川
端
　
裕
之
　
福
井
市
東
郷
中
島
町
10-1

〃
　
　
大
畑
　
喜
秋
　
福
井
市
下
荒
井
町
2-108

監
　
事
　
川
端
　
義
彦
　
福
井
市
東
郷
中
島
町
10-11

　
〃
　
　
川
口
　
幸
徳
　
福
井
市
下
荒
井
町
7-101

　
〃
　
　
小
縁
　
俊
郎
　
福
井
市
下
六
条
町
29-9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
高
浜
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
９
月
３
０
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
藤
本
　
誠
　
　
高
浜
町
薗
部
51-16

　
〃
　
　
永
登
　
三
夫
　
高
浜
町
和
田
119-11

　
〃
　
　
萩
野
　
靜
男
　
高
浜
町
薗
部
61-7

　
〃
　
　
今
田
　
利
正
　
高
浜
町
東
三
松
15-28

　
〃
　
　
丸
田
　
優
　
　
高
浜
町
子
生
16-2

　
〃
　
　
大
西
　
英
夫
　
高
浜
町
和
田
120-14

　
〃
　
　
田
中
　
筆
一
　
高
浜
町
西
三
松
2-1

　
〃
　
　
河
島
　
信
義
　
高
浜
町
薗
部
51-19-2

　
〃
　
　
大
塚
　
弥
寿
男
　
高
浜
町
和
田
119-24

　
〃
　
　
勝
本
　
繁
昭
　
高
浜
町
和
田
125-12-13

　
〃
　
　
川
合
　
正
之
　
高
浜
町
日
置
45-12-2

監
　
事
　
一
瀬
　
一
憲
　
高
浜
町
東
三
松
18-8

　
〃
　
　
寺
上
　
郁
夫
　
高
浜
町
薗
部
52-19

　
〃
　
　
濵
本
　
真
和
　
高
浜
町
和
田
110-17

　
〃
　
　
熊
谷
　
元
記
　
高
浜
町
薗
部
48-2

　
〃
　
　
荒
木
　
保
博
　
高
浜
町
若
宮
4-24

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
高
浜
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
１
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
藤
本
　
誠
　
　
高
浜
町
薗
部
51-16

〃
　
　
永
登
　
三
夫
　
高
浜
町
和
田
119-11

〃
　
　
今
田
　
利
正
　
高
浜
町
東
三
松
15-28

〃
　
　
丸
田
　
優
　
　
高
浜
町
子
生
16-2

〃
　
　
河
島
　
信
義
　
高
浜
町
薗
部
51-19-2

〃
　
　
大
塚
　
弥
寿
男
　
高
浜
町
和
田
119-24

〃
　
　
田
中
　
筆
一
　
高
浜
町
西
三
松
2-1

〃
　
　
川
合
　
正
之
　
高
浜
町
日
置
45-12-2

〃
　
　
大
西
　
英
夫
　
高
浜
町
和
田
120-14

〃
　
　
堀
口
　
克
博
　
高
浜
町
薗
部
46-10

〃
　
　
大
塚
　
義
文
　
高
浜
町
和
田
118-12

監
　
事
　
富
田
　
博
司
　
高
浜
町
和
田
111-33

　
〃
　
　
髙
田
　
照
樹
　
高
浜
町
東
三
松
30-6-2

　
〃
　
　
山
崎
　
満
　
　
高
浜
町
薗
部
51-1

　
〃
　
　
杉
本
　
暁
弘
　
高
浜
町
薗
部
53-25-1

　
〃
　
　
荒
木
　
保
博
　
高
浜
町
若
宮
4-24

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
１
０
月
１
９
日
に
敦
賀
市
よ
り
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示

す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
敦
賀
市

２
　
作
業
の
種
類

　
　
公
共
測
量
（
道
路
台
帳
図
更
新
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
５
年
１
０
月
１
９
日
か
ら
令
和
６
年
３
月
３
１
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
敦
賀
市
一
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
１
０
月
１
８
日
に
福
井
県
よ
り
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示

す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
福
井
県

２
　
作
業
の
種
類

　
　
公
共
測
量
（
航
空
レ
ー
ザ
測
量
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
５
年
１
０
月
１
９
日
か
ら
令
和
６
年
２
月
２
９
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
福
井
県
　
大
野
市
、
敦
賀
市
、
三
方
上
中
郡
若
狭
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
福
井
県
立
鯖
江
高
等
学
校
丹
南
キ
ャ
ン
パ
ス
情
報
第
２
実
習
室
機
器
等
購
入
お
よ
び
保
守
委
託
業
務

一
式
（
長
期
継
続
契
約
）

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
立
鯖
江
高
等
学
校

　
　
福
井
県
鯖
江
市
舟
津
町
２
丁
目
５
番
４
２
号

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
１
０
月
２
５
日

４
　
落
札
者
の
氏
名
お
よ
び
住
所

三
谷
商
事
株
式
会
社

福
井
県
福
井
市
豊
島
１
丁
目
３
番
１
号

５
　
落
札
金
額

　
　
２
７
，
９
０
５
，
６
０
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
９
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
調
達
を
す
る
物
品
（
以
下
「
調
達
物
品
」
と
い
う
。
）
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
（
商
業
キ
ャ
ン
パ
ス
）
産
業
教
育
実
習
用
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
機
器
等

購
入
お
よ
び
保
守
委
託
業
務
一
式
（
長
期
継
続
契
約
）

⑵
　
調
達
物
品
の
仕
様
等

　
　
入
札
説
明
書
お
よ
び
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

⑶
　
契
約
期
間

　
　
契
約
締
結
日
か
ら
令
和
１
３
年
２
月
２
８
日

　
こ
の
期
間
に
、
福
井
県
に
お
い
て
契
約
締
結
年
度
の
翌
年
度
以
降
の
歳
入
歳
出
予
算
の
当
該
金
額

に
つ
い
て
減
額
ま
た
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
。

⑷
　
機
器
納
入
期
限

　
　
令
和
６
年
２
月
２
９
日
　
１
７
時

⑸
　
保
守
委
託
期
間

令
和
６
年
３
月
１
日
か
ら
令
和
１
３
年
２
月
２
８
日
ま
で

（
た
だ
し
、
ハ
ー
ド
ウ
エ
ア
保
守
に
つ
い
て
は
業
務
開
始
か
ら
１
年
間
無
償
と
す
る
。
）

⑹
　
納
入
場
所

福
井
県
越
前
市
家
久
町
２
４

福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
（
商
業
キ
ャ
ン
パ
ス
）

２
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用

を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い
う

。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
の
日
時

ま
で
に
資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
者
と
す
る
。

⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
に
規
定
す
る
者
で
な
い

　
こ
と
。

⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
福
井
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

⑶
　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
更
正
手
続
開
始
の
申
立
て
お

　
よ
び
民
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て

　
が
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑷
　
こ
の
入
札
に
併
せ
て
行
わ
れ
る
技
術
的
審
査
に
よ
り
、
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
を
納
入
す
る

　
技
術
的
能
力
お
よ
び
体
制
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑸
　
こ
の
入
札
の
調
達
物
品
に
関
す
る
点
検
、
修
理
、
部
品
供
給
等
に
つ
い
て
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
お
よ

　
び
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
係
る
体
制
が
十
分
に
整
い
、
長
期
間
に
わ
た
り
迅
速
か
つ
円
滑
に
対
応
す
る
こ

　
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑹
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

　
支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

　
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

　
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

　
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

　
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

　
す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

　
者
オ
　
役
員
等
が
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

⑺
　
こ
の
入
札
業
務
と
同
種
同
等
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
行
っ
た
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請

ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
契

約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付

⑴
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局

　
の
名
称
お
よ
び
所
在
地
な
ら
び
に
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
５
－
０
８
４
１

福
井
県
越
前
市
文
京
１
丁
目
１
４
－
１
６

福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
　
事
務
室

電
　
話
　
０
７
７
８
－
２
２
－
２
７
３
０

⑵
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
は
上
記
場
所
で
行
う
ほ
か
、
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ

　
ム
で
公
開
す
る
。

５
　
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
様
式
。
な
お
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者

（
以
下
「
紙
入
札
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
様
式
）
に
、
必
要
書
類
を

添
え
て
次
の
と
お
り
提
出
し
、
こ
の
入
札
に
係
る
業
務
に
関
し
福
井
県
の
技
術
審
査
を
受
け
、
資
格
の

確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間

令
和
５
年
１
１
月
７
日
（
火
）
９
時
か
ら

令
和
５
年
１
１
月
２
７
日
（
月
）
１
７
時
ま
で

⑵
　
申
請
書
の
提
出
方
法

　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
。

　
な
お
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
の
情
報
が
、
契
約
担
当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子
計

算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
、
提
出
期
間
中
に
記
録
さ
れ
た
も
の
を
有
効
と
す
る
。

　
申
請
書
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成

１
２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定
認
証
業
務
を
行
う
者
が
発

行
し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
代
表
者
の
名
義

で
取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
利
用
者
登
録
し
た
も
の
と

す
る
。

　
た
だ
し
、
紙
入
札
者
は
、
下
記
⑶
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

⑶
　
紙
入
札
者
に
係
る
申
請
書
等
の
提
出
先
お
よ
び
提
出
方
法

ア
　
提
出
先

　
　
４
⑴
に
同
じ
。

イ
　
提
出
方
法

　
提
出
期
間
内
に
提
出
先
へ
直
接
持
参
ま
た
は
郵
送
す
る
こ
と
。
（
郵
送
す
る
場
合
は
簡
易
書
留

郵
便
と
す
る
。
）

６
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
、
開
札
日
時
お
よ
び
開
札
場
所

⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

　
　
５
⑵
お
よ
び
⑶
に
同
じ
。

⑵
　
入
札
書
の
提
出
期
間

令
和
５
年
１
２
月
２
０
日
（
水
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
７
時
ま
で

令
和
５
年
１
２
月
２
１
日
（
木
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
６
時
ま
で

⑶
　
開
札
日
時

令
和
５
年
１
２
月
２
２
日
（
金
）
１
０
時

⑷
　
開
札
場
所

福
井
県
越
前
市
文
京
１
丁
目
１
４
－
１
６

福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校

７
　
入
札
方
法

　
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約

希
望
金
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

８
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
の
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ

た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

９
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
お
よ
び
通

　
貨
　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

⑶
　
入
札
の
無
効

　
　
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規
定
に
よ
る
。

⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
要

⑸
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置
に
つ
い
て

①
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
。
以
下
「
条
例

　
」
と
い
う
。
）
第
５
条
第
２
項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く

　
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄

　
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と
と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

②
　
①
に
よ
り
、
警
察
署
に
届
け
出
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
　
な
お
、
上
記
①
の
届
出
を
怠
っ
た
と
き
は
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領

　
の
規
定
に
基
づ
く
、
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
注
意
す
る
こ
と
。

⑹
　
２
に
記
載
す
る
別
に
知
事
が
行
う
審
査
を
申
請
す
る
時
期
と
場
所

①
　
申
請
者
の
受
付
時
期

　
福
井
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
各
号
に
掲

げ
る
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

②
　
申
請
書
の
交
付
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

福
井
県
会
計
局
会
計
課
　
総
務
第
三
グ
ル
ー
プ

電
　
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
２
５
３

⑺
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
必
要
な
事
項
は
入
札
説
明
書
等
に
よ
る
。

１
０
　
Sum
m
ary

⑴
　
T
he specifications of the product to purchase and quantity

　
H
ardw

are and the others for industrial education of the T
akefu com

m
ercial and 

T
echnical H

igh School (including the m
aintenance)

⑵
　
D
ate, tim

e, of Bidding
　
　
8:30 a.m

. 20st　
D
ecem

ber 2023 －
 4:00 p.m

 21st D
ecem

ber 2023
⑶
　
D
eadline for delivery

　
　
5:00 p.m

.29 st February 2024
⑷
　
T
he place for delivery and contact for notice

　
T
akefu com

m
ercial and T

echnical H
igh School, 24, Iehisa-cho,Echizen City, Fukui 

Prefecture, 915-0801 Japan
　
　
T
EL 0778-22-2630

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

   　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
 福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治
　
　
 

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
調
達
を
す
る
物
品
（
以
下
「
調
達
物
品
」
と
い
う
。
）
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
Ｃ
Ａ
Ｄ
室
機
器
等
購
入
お
よ
び
保
守
業
務
委
託
　
一
式
（
長
期
継

　
続
契
約
）

⑵
　
調
達
物
品
の
仕
様
等

　
　
入
札
説
明
書
お
よ
び
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

⑶
　
契
約
期
間

　
契
約
締
結
日
か
ら
令
和
１
３
年
２
月
２
８
日
ま
で

　
こ
の
期
間
に
、
福
井
県
に
お
い
て
契
約
締
結
年
度
の
翌
年
度
以
降
の
歳
入
歳
出
予
算
の
当
該
金
額

に
つ
い
て
、
減
額
ま
た
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
。

⑷
　
機
器
納
入
期
限

　
　
令
和
６
年
２
月
２
９
日
１
７
時

⑸
　
保
守
委
託
期
間

　
　
令
和
６
年
３
月
１
日
か
ら
令
和
１
３
年
２
月
２
８
日
ま
で

⑹
　
納
入
場
所

福
井
県
越
前
市
文
京
１
丁
目
１
４
－
１
６

福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
　
工
業
キ
ャ
ン
パ
ス
　
Ｃ
Ａ
Ｄ
室

２
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用

を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
の
日

時
ま
で
に
資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
者
と
す
る

。⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
者

　
で
な
い
こ
と
。

⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
福
井
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

⑶
　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
お
よ
び
民

　
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い

　
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑷
　
こ
の
入
札
に
併
せ
て
行
わ
れ
る
技
術
的
審
査
に
よ
り
、
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
を
納
入
す
る

　
技
術
的
能
力
お
よ
び
体
制
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑸
　
こ
の
入
札
の
調
達
物
品
に
関
す
る
点
検
、
修
理
、
部
品
供
給
等
に
つ
い
て
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
お
よ

　
び
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
係
る
体
制
が
十
分
に
整
い
、
長
期
間
に
わ
た
り
迅
速
か
つ
円
滑
に
対
応
す
る
こ

　
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑹
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

　
支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

　
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

　
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

　
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

　
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

　
す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

　
者
オ
　
役
員
等
が
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

⑺
　
こ
の
入
札
業
務
と
同
種
同
等
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
行
っ
た
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請

ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
契

約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付

⑴
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局

　
の
名
称
お
よ
び
所
在
地
な
ら
び
に
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
５
－
０
８
４
１

福
井
県
越
前
市
文
京
１
丁
目
１
４
－
１
６

福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
　
工
業
キ
ャ
ン
パ
ス
事
務
室

電
話
　
０
７
７
８
－
２
２
－
２
７
３
０

⑵
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
は
上
記
場
所
で
行
う
ほ
か
、
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ

　
ム
で
公
開
す
る
。

５
　
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
様
式
。
な
お
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者

（
以
下
「
紙
入
札
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
様
式
）
に
、
必
要
書
類
を

添
え
て
次
の
と
お
り
提
出
し
、
こ
の
入
札
に
係
る
業
務
に
関
し
福
井
県
の
技
術
審
査
を
受
け
、
資
格
の

確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間

令
和
５
年
１
１
月
７
日
（
火
）
９
時
か
ら

令
和
５
年
１
１
月
２
７
日
（
月
）
１
６
時
ま
で

⑵
　
申
請
書
の
提
出
方
法

　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
。

　
な
お
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
の
情
報
が
、
契
約
担
当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子
計

算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
、
提
出
期
間
中
に
記
録
さ
れ
た
も
の
を
有
効
と
す
る
。

　
申
請
書
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成

１
２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定
認
証
業
務
を
行
う
者
が
発

行
し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
代
表
者
の
名
義

で
取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
利
用
者
登
録
し
た
も
の
と

す
る
。

⑶
　
紙
入
札
者
に
係
る
申
請
書
等
の
提
出
先
お
よ
び
提
出
方
法

ア
　
提
出
先

　
　
４
⑴
に
同
じ
。

イ
　
提
出
方
法

　
提
出
期
間
内
に
提
出
先
へ
直
接
持
参
ま
た
は
郵
送
す
る
こ
と
。
（
郵
送
す
る
場
合
は
簡
易
書
留

郵
便
と
す
る
。
）

６
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
、
開
札
日
時
お
よ
び
開
札
場
所

⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

　
　
５
⑵
お
よ
び
⑶
に
同
じ
。

⑵
　
入
札
書
の
提
出
期
間

令
和
５
年
１
２
月
２
０
日
（
水
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
７
時
ま
で

令
和
５
年
１
２
月
２
１
日
（
木
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
６
時
ま
で

⑶
　
開
札
日
時

令
和
５
年
１
２
月
２
２
日
（
金
）
１
１
時

⑷
　
開
札
場
所

福
井
県
越
前
市
文
京
１
丁
目
１
４
－
１
６

福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
　
工
業
キ
ャ
ン
パ
ス

７
　
入
札
方
法

　
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約

希
望
金
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

８
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
の
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ

た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

９
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
お
よ
び
通

　
貨
　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
財
務
規
則
第
１
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

⑶
　
入
札
の
無
効

　
　
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規
定
に
よ
る
。

⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
要

⑸
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置
に
つ
い
て

ア
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
）
第
５
条
第
２

　
項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係

　
を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と

　
と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

イ
　
ア
に
よ
り
、
警
察
署
に
届
け
出
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
な
お
、
上
記
ア
の
届
出
を
怠
っ
た
と
き
は
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領

の
規
定
に
基
づ
く
、
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
注
意
す
る
こ
と
。

⑹
　
２
に
記
載
す
る
別
に
知
事
が
行
う
審
査
を
申
請
す
る
時
期
と
場
所

ア
　
申
請
書
の
受
付
期
間

　
福
井
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
各
号
に
掲

げ
る
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

イ
　
申
請
書
の
交
付
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

福
井
県
会
計
局
会
計
課
　
総
務
第
三
グ
ル
ー
プ

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
２
５
３

⑺
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
必
要
な
事
項
は
入
札
説
明
書
等
に
よ
る
。

１
０
　
Sum
m
ary

⑴
　
N
ature and quantity of the products to be required

　
Purchase and initial set up and long-term

 m
aintenance for Fukui Prefectural 

T
akefu Com

m
ercial and T

echnical H
igh School 

⑵
　
D
ate, tim

e of Bidding
　
　
8:30a.m

. 20th D
ecem

ber 2023 ‒ 4:00p.m
. 21st D

ecem
ber 2023

⑶
　
D
eadline for delivery

　
　
5:00p.m

. 29th February 2024
⑷
　
Period of contract

　
　
28th February 2031

⑸
　
T
he place for delivery and contact for notice

　
T
akefu Com

m
ercial and T

echnical H
igh School, 1-14-16, Bunkyo, Echizen city, 

Fukui prefecture, 915-0841 Japan.
T
EL 0778-22-2730
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森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
２
４
９
号
）
第
３
３
条
の
３
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
３
３
条
の
規

定
に
よ
り
通
知
す
る
次
の
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
な
の
で
、
同
法
第
１
８
９
条
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

　
　
春
日
神
社
、
山
下
勉

２
　
通
知
の
要
旨

⑴
　
官
報
に
よ
る
農
林
水
産
省
告
示
に
て
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
。

⑵
　
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
お
よ
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
４

　
月
２
６
日
農
林
水
産
省
告
示
第
５
７
３
号
に
よ
る
。

３
　
掲
示
場
所

　
　
福
井
県
庁
お
よ
び
福
井
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
足
羽
三
ヶ
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
２
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
　

理
　
事
　
川
江
　
豊
　
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
45-1

　
〃
　
　
山
田
　
英
一
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
25-17

　
〃
　
　
西
口
　
康
士
　
福
井
市
小
路
町
16-1-7

　
〃
　
　
中
谷
　
英
修
　
福
井
市
栃
泉
町
1-10

　
〃
　
　
池
田
　
正
幸
　
福
井
市
南
山
町
13-41

　
〃
　
　
室
谷
　
賢
治
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
25-4

　
〃
　
　
安
達
　
節
男
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
3-56

　
〃
　
　
山
本
　
嘉
治
　
福
井
市
南
山
町
11-3

　
〃
　
　
今
村
　
保
英
　
福
井
市
小
路
町
3-13-1

　
〃
　
　
後
藤
　
光
宙
　
福
井
市
上
毘
沙
門
町
2-272

監
　
事
　
山
口
　
吉
晴
　
福
井
市
南
山
町
8-8

　
〃
　
　
青
木
　
邦
夫
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
25-19

　
〃
　
　
野
坂
　
定
志
　
福
井
市
小
路
町
11-155

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
酒
生
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
４
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
　

理
　
事
　
梯
　
左
武
良
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
2811

　
〃
　
　
髙
波
　
捨
治
　
福
井
市
荒
木
新
保
町
20-32

　
〃
　
　
林
　
　
世
治
　
福
井
市
殿
下
町
33-5

　
〃
　
　
前
川
　
孝
　
　
福
井
市
和
田
東
２
丁
目
812

　
〃
　
　
勝
山
　
義
一
　
福
井
市
稲
津
町
23-10

　
〃
　
　
山
崎
　
重
浩
　
福
井
市
河
水
町
14-17

監
　
事
　
梅
田
　
精
一
　
福
井
市
曽
万
布
町
9-51

　
〃
　
　
中
村
　
健
次
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
1006

　
〃
　
　
野
田
守
之
丞
　
福
井
市
篠
尾
町
61-11　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
福
井
足
羽
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
８
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
　

理
　
事
　
三
竹
　
孝
一
　
福
井
市
下
六
条
町
29-36

〃
　
　
前
田
　
晃
良
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
2014

〃
　
　
佐
々
木
　
明
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
1427

〃
　
　
橋
本
　
裕
文
　
福
井
市
和
田
中
町
神
明
宅
地
17

〃
　
　
村
上
　
千
直
　
福
井
市
和
田
中
町
上
村
宅
地
57

〃
　
　
岩
佐
　
正
弘
　
福
井
市
小
稲
津
町
30-27

〃
　
　
大
谷
　
元
見
　
福
井
市
上
六
条
町
18-39

〃
　
　
島
﨑
　
雅
行
　
福
井
市
天
王
町
26-27

〃
　
　
田
中
　
外
信
　
福
井
市
上
莇
生
田
町
5-94

〃
　
　
北
川
　
博
美
　
福
井
市
下
莇
生
田
町
13-8

〃
　
　
中
出
　
寛
　
　
福
井
市
別
所
町
10-46

〃
　
　
吉
村
　
義
雄
　
福
井
市
大
町
19-25

〃
　
　
稲
澤
　
正
一
　
福
井
市
稲
津
町
24-14

〃
　
　
萩
原
　
一
男
　
福
井
市
下
馬
１
丁
目
1901

〃
　
　
川
端
　
裕
之
　
福
井
市
東
郷
中
島
町
10-1

〃
　
　
大
畑
　
喜
秋
　
福
井
市
下
荒
井
町
2-108

監
　
事
　
畑
中
　
教
男
　
福
井
市
下
六
条
町
25-26

　
〃
　
　
佐
々
木
一
美
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
2611

　
〃
　
　
齊
藤
　
正
成
　
福
井
市
上
莇
生
田
町
2-53

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
足
羽
三
ケ
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
３
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
　

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
 　
　
　

理
　
事
　
川
江
　
豊
　
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
45-1

　
〃
　
　
安
達
　
節
男
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
3-56

　
〃
　
　
藤
田
　
佳
光
　
福
井
市
南
山
町
8-10-1

　
〃
　
　
中
谷
　
英
修
　
福
井
市
栃
泉
町
1-10

　
〃
　
　
山
田
　
英
一
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
25-17

　
〃
　
　
室
谷
　
賢
治
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
25-4

　
〃
　
　
柴
田
　
泰
　
　
福
井
市
南
山
町
8-32

　
〃
　
　
山
口
　
武
登
志
　
福
井
市
小
路
町
11-108

　
〃
　
　
山
岸
　
郭
良
　
福
井
市
小
路
町
11-139

　
〃
　
　
後
藤
　
光
宙
　
福
井
市
上
毘
沙
門
町
2-272

監
　
事
　
青
木
　
邦
夫
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
25-19

　
〃
　
　
藤
田
　
延
長
　
福
井
市
南
山
町
8-16

　
〃
　
　
櫓
元
　
真
弓
　
福
井
市
安
原
町
8-27

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
酒
生
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
５
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
　

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
 　
　
　

理
　
事
　
野
田
守
之
丞
　
福
井
市
篠
尾
町
61-11　

　
〃
　
　
前
田
　
光
博
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
1412

　
〃
　
　
林
　
　
世
治
　
福
井
市
殿
下
町
33-5

　
〃
　
　
荒
川
　
幸
洋
　
福
井
市
荒
木
新
保
町
70-48

　
〃
　
　
前
川
　
孝
　
　
福
井
市
和
田
東
２
丁
目
812

　
〃
　
　
山
崎
　
重
浩
　
福
井
市
河
水
町
14-17

監
　
事
　
河
合
　
良
伯
　
福
井
市
曽
万
布
町
9-44

　
〃
　
　
前
田
　
康
夫
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
2201

　
〃
　
　
髙
村
　
盛
雄
　
福
井
市
稲
津
町
33-19

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
福
井
足
羽
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
９
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
　

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
 　
　
　

理
　
事
　
和
田
　
健
一
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
2311

〃
　
　
佐
々
木
　
明
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
1427

〃
　
　
橋
本
　
裕
文
　
福
井
市
和
田
中
町
神
明
宅
地
17

〃
　
　
小
宮
山
　
澄
　
福
井
市
和
田
中
町
上
村
宅
地
80

〃
　
　
岩
佐
　
正
弘
　
福
井
市
小
稲
津
町
30-27

〃
　
　
前
田
　
寛
治
　
福
井
市
上
六
条
町
18-38

〃
　
　
島
﨑
　
雅
行
　
福
井
市
天
王
町
26-27

〃
　
　
三
竹
　
孝
一
　
福
井
市
下
六
条
町
29-36

〃
　
　
田
中
　
外
信
　
福
井
市
上
莇
生
田
町
5-94

〃
　
　
長
塚
　
茂
　
　
福
井
市
下
莇
生
田
町
18-5

〃
　
　
増
田
　
栄
治
　
福
井
市
別
所
町
11-11

〃
　
　
吉
村
　
幸
高
　
福
井
市
大
町
20-13

〃
　
　
澤
﨑
　
三
男
　
福
井
市
稲
津
町
72-48

〃
　
　
竹
内
　
幸
男
　
福
井
市
下
馬
１
丁
目
1205-2

〃
　
　
川
端
　
裕
之
　
福
井
市
東
郷
中
島
町
10-1

〃
　
　
大
畑
　
喜
秋
　
福
井
市
下
荒
井
町
2-108

監
　
事
　
川
端
　
義
彦
　
福
井
市
東
郷
中
島
町
10-11

　
〃
　
　
川
口
　
幸
徳
　
福
井
市
下
荒
井
町
7-101

　
〃
　
　
小
縁
　
俊
郎
　
福
井
市
下
六
条
町
29-9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
高
浜
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
９
月
３
０
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
藤
本
　
誠
　
　
高
浜
町
薗
部
51-16

　
〃
　
　
永
登
　
三
夫
　
高
浜
町
和
田
119-11

　
〃
　
　
萩
野
　
靜
男
　
高
浜
町
薗
部
61-7

　
〃
　
　
今
田
　
利
正
　
高
浜
町
東
三
松
15-28

　
〃
　
　
丸
田
　
優
　
　
高
浜
町
子
生
16-2

　
〃
　
　
大
西
　
英
夫
　
高
浜
町
和
田
120-14

　
〃
　
　
田
中
　
筆
一
　
高
浜
町
西
三
松
2-1

　
〃
　
　
河
島
　
信
義
　
高
浜
町
薗
部
51-19-2

　
〃
　
　
大
塚
　
弥
寿
男
　
高
浜
町
和
田
119-24

　
〃
　
　
勝
本
　
繁
昭
　
高
浜
町
和
田
125-12-13

　
〃
　
　
川
合
　
正
之
　
高
浜
町
日
置
45-12-2

監
　
事
　
一
瀬
　
一
憲
　
高
浜
町
東
三
松
18-8

　
〃
　
　
寺
上
　
郁
夫
　
高
浜
町
薗
部
52-19

　
〃
　
　
濵
本
　
真
和
　
高
浜
町
和
田
110-17

　
〃
　
　
熊
谷
　
元
記
　
高
浜
町
薗
部
48-2

　
〃
　
　
荒
木
　
保
博
　
高
浜
町
若
宮
4-24

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
高
浜
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
１
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
藤
本
　
誠
　
　
高
浜
町
薗
部
51-16

〃
　
　
永
登
　
三
夫
　
高
浜
町
和
田
119-11

〃
　
　
今
田
　
利
正
　
高
浜
町
東
三
松
15-28

〃
　
　
丸
田
　
優
　
　
高
浜
町
子
生
16-2

〃
　
　
河
島
　
信
義
　
高
浜
町
薗
部
51-19-2

〃
　
　
大
塚
　
弥
寿
男
　
高
浜
町
和
田
119-24

〃
　
　
田
中
　
筆
一
　
高
浜
町
西
三
松
2-1

〃
　
　
川
合
　
正
之
　
高
浜
町
日
置
45-12-2

〃
　
　
大
西
　
英
夫
　
高
浜
町
和
田
120-14

〃
　
　
堀
口
　
克
博
　
高
浜
町
薗
部
46-10

〃
　
　
大
塚
　
義
文
　
高
浜
町
和
田
118-12

監
　
事
　
富
田
　
博
司
　
高
浜
町
和
田
111-33

　
〃
　
　
髙
田
　
照
樹
　
高
浜
町
東
三
松
30-6-2

　
〃
　
　
山
崎
　
満
　
　
高
浜
町
薗
部
51-1

　
〃
　
　
杉
本
　
暁
弘
　
高
浜
町
薗
部
53-25-1

　
〃
　
　
荒
木
　
保
博
　
高
浜
町
若
宮
4-24

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
１
０
月
１
９
日
に
敦
賀
市
よ
り
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示

す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
敦
賀
市

２
　
作
業
の
種
類

　
　
公
共
測
量
（
道
路
台
帳
図
更
新
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
５
年
１
０
月
１
９
日
か
ら
令
和
６
年
３
月
３
１
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
敦
賀
市
一
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
１
０
月
１
８
日
に
福
井
県
よ
り
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示

す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
福
井
県

２
　
作
業
の
種
類

　
　
公
共
測
量
（
航
空
レ
ー
ザ
測
量
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
５
年
１
０
月
１
９
日
か
ら
令
和
６
年
２
月
２
９
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
福
井
県
　
大
野
市
、
敦
賀
市
、
三
方
上
中
郡
若
狭
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
福
井
県
立
鯖
江
高
等
学
校
丹
南
キ
ャ
ン
パ
ス
情
報
第
２
実
習
室
機
器
等
購
入
お
よ
び
保
守
委
託
業
務

一
式
（
長
期
継
続
契
約
）

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
立
鯖
江
高
等
学
校

　
　
福
井
県
鯖
江
市
舟
津
町
２
丁
目
５
番
４
２
号

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
１
０
月
２
５
日

４
　
落
札
者
の
氏
名
お
よ
び
住
所

三
谷
商
事
株
式
会
社

福
井
県
福
井
市
豊
島
１
丁
目
３
番
１
号

５
　
落
札
金
額

　
　
２
７
，
９
０
５
，
６
０
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
９
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
調
達
を
す
る
物
品
（
以
下
「
調
達
物
品
」
と
い
う
。
）
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
（
商
業
キ
ャ
ン
パ
ス
）
産
業
教
育
実
習
用
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
機
器
等

購
入
お
よ
び
保
守
委
託
業
務
一
式
（
長
期
継
続
契
約
）

⑵
　
調
達
物
品
の
仕
様
等

　
　
入
札
説
明
書
お
よ
び
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

⑶
　
契
約
期
間

　
　
契
約
締
結
日
か
ら
令
和
１
３
年
２
月
２
８
日

　
こ
の
期
間
に
、
福
井
県
に
お
い
て
契
約
締
結
年
度
の
翌
年
度
以
降
の
歳
入
歳
出
予
算
の
当
該
金
額

に
つ
い
て
減
額
ま
た
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
。

⑷
　
機
器
納
入
期
限

　
　
令
和
６
年
２
月
２
９
日
　
１
７
時

⑸
　
保
守
委
託
期
間

令
和
６
年
３
月
１
日
か
ら
令
和
１
３
年
２
月
２
８
日
ま
で

（
た
だ
し
、
ハ
ー
ド
ウ
エ
ア
保
守
に
つ
い
て
は
業
務
開
始
か
ら
１
年
間
無
償
と
す
る
。
）

⑹
　
納
入
場
所

福
井
県
越
前
市
家
久
町
２
４

福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
（
商
業
キ
ャ
ン
パ
ス
）

２
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用

を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い
う

。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
の
日
時

ま
で
に
資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
者
と
す
る
。

⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
に
規
定
す
る
者
で
な
い

　
こ
と
。

⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
福
井
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

⑶
　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
更
正
手
続
開
始
の
申
立
て
お

　
よ
び
民
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て

　
が
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑷
　
こ
の
入
札
に
併
せ
て
行
わ
れ
る
技
術
的
審
査
に
よ
り
、
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
を
納
入
す
る

　
技
術
的
能
力
お
よ
び
体
制
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑸
　
こ
の
入
札
の
調
達
物
品
に
関
す
る
点
検
、
修
理
、
部
品
供
給
等
に
つ
い
て
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
お
よ

　
び
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
係
る
体
制
が
十
分
に
整
い
、
長
期
間
に
わ
た
り
迅
速
か
つ
円
滑
に
対
応
す
る
こ

　
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑹
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

　
支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

　
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

　
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

　
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

　
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

　
す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

　
者
オ
　
役
員
等
が
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

⑺
　
こ
の
入
札
業
務
と
同
種
同
等
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
行
っ
た
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請

ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
契

約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付

⑴
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局

　
の
名
称
お
よ
び
所
在
地
な
ら
び
に
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
５
－
０
８
４
１

福
井
県
越
前
市
文
京
１
丁
目
１
４
－
１
６

福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
　
事
務
室

電
　
話
　
０
７
７
８
－
２
２
－
２
７
３
０

⑵
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
は
上
記
場
所
で
行
う
ほ
か
、
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ

　
ム
で
公
開
す
る
。

５
　
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
様
式
。
な
お
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者

（
以
下
「
紙
入
札
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
様
式
）
に
、
必
要
書
類
を

添
え
て
次
の
と
お
り
提
出
し
、
こ
の
入
札
に
係
る
業
務
に
関
し
福
井
県
の
技
術
審
査
を
受
け
、
資
格
の

確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間

令
和
５
年
１
１
月
７
日
（
火
）
９
時
か
ら

令
和
５
年
１
１
月
２
７
日
（
月
）
１
７
時
ま
で

⑵
　
申
請
書
の
提
出
方
法

　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
。

　
な
お
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
の
情
報
が
、
契
約
担
当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子
計

算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
、
提
出
期
間
中
に
記
録
さ
れ
た
も
の
を
有
効
と
す
る
。

　
申
請
書
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成

１
２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定
認
証
業
務
を
行
う
者
が
発

行
し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
代
表
者
の
名
義

で
取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
利
用
者
登
録
し
た
も
の
と

す
る
。

　
た
だ
し
、
紙
入
札
者
は
、
下
記
⑶
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

⑶
　
紙
入
札
者
に
係
る
申
請
書
等
の
提
出
先
お
よ
び
提
出
方
法

ア
　
提
出
先

　
　
４
⑴
に
同
じ
。

イ
　
提
出
方
法

　
提
出
期
間
内
に
提
出
先
へ
直
接
持
参
ま
た
は
郵
送
す
る
こ
と
。
（
郵
送
す
る
場
合
は
簡
易
書
留

郵
便
と
す
る
。
）

６
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
、
開
札
日
時
お
よ
び
開
札
場
所

⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

　
　
５
⑵
お
よ
び
⑶
に
同
じ
。

⑵
　
入
札
書
の
提
出
期
間

令
和
５
年
１
２
月
２
０
日
（
水
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
７
時
ま
で

令
和
５
年
１
２
月
２
１
日
（
木
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
６
時
ま
で

⑶
　
開
札
日
時

令
和
５
年
１
２
月
２
２
日
（
金
）
１
０
時

⑷
　
開
札
場
所

福
井
県
越
前
市
文
京
１
丁
目
１
４
－
１
６

福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校

７
　
入
札
方
法

　
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約

希
望
金
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

８
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
の
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ

た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

９
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
お
よ
び
通

　
貨
　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

⑶
　
入
札
の
無
効

　
　
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規
定
に
よ
る
。

⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
要

⑸
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置
に
つ
い
て

①
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
。
以
下
「
条
例

　
」
と
い
う
。
）
第
５
条
第
２
項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く

　
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄

　
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と
と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

②
　
①
に
よ
り
、
警
察
署
に
届
け
出
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
　
な
お
、
上
記
①
の
届
出
を
怠
っ
た
と
き
は
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領

　
の
規
定
に
基
づ
く
、
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
注
意
す
る
こ
と
。

⑹
　
２
に
記
載
す
る
別
に
知
事
が
行
う
審
査
を
申
請
す
る
時
期
と
場
所

①
　
申
請
者
の
受
付
時
期

　
福
井
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
各
号
に
掲

げ
る
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

②
　
申
請
書
の
交
付
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

福
井
県
会
計
局
会
計
課
　
総
務
第
三
グ
ル
ー
プ

電
　
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
２
５
３

⑺
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
必
要
な
事
項
は
入
札
説
明
書
等
に
よ
る
。

１
０
　
Sum
m
ary

⑴
　
T
he specifications of the product to purchase and quantity

　
H
ardw

are and the others for industrial education of the T
akefu com

m
ercial and 

T
echnical H

igh School (including the m
aintenance)

⑵
　
D
ate, tim

e, of Bidding
　
　
8:30 a.m

. 20st　
D
ecem

ber 2023 －
 4:00 p.m

 21st D
ecem

ber 2023
⑶
　
D
eadline for delivery

　
　
5:00 p.m

.29 st February 2024
⑷
　
T
he place for delivery and contact for notice

　
T
akefu com

m
ercial and T

echnical H
igh School, 24, Iehisa-cho,Echizen City, Fukui 

Prefecture, 915-0801 Japan
　
　
T
EL 0778-22-2630

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

   　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
 福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治
　
　
 

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
調
達
を
す
る
物
品
（
以
下
「
調
達
物
品
」
と
い
う
。
）
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
Ｃ
Ａ
Ｄ
室
機
器
等
購
入
お
よ
び
保
守
業
務
委
託
　
一
式
（
長
期
継

　
続
契
約
）

⑵
　
調
達
物
品
の
仕
様
等

　
　
入
札
説
明
書
お
よ
び
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

⑶
　
契
約
期
間

　
契
約
締
結
日
か
ら
令
和
１
３
年
２
月
２
８
日
ま
で

　
こ
の
期
間
に
、
福
井
県
に
お
い
て
契
約
締
結
年
度
の
翌
年
度
以
降
の
歳
入
歳
出
予
算
の
当
該
金
額

に
つ
い
て
、
減
額
ま
た
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
。

⑷
　
機
器
納
入
期
限

　
　
令
和
６
年
２
月
２
９
日
１
７
時

⑸
　
保
守
委
託
期
間

　
　
令
和
６
年
３
月
１
日
か
ら
令
和
１
３
年
２
月
２
８
日
ま
で

⑹
　
納
入
場
所

福
井
県
越
前
市
文
京
１
丁
目
１
４
－
１
６

福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
　
工
業
キ
ャ
ン
パ
ス
　
Ｃ
Ａ
Ｄ
室

２
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用

を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
の
日

時
ま
で
に
資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
者
と
す
る

。⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
者

　
で
な
い
こ
と
。

⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
福
井
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

⑶
　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
お
よ
び
民

　
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い

　
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑷
　
こ
の
入
札
に
併
せ
て
行
わ
れ
る
技
術
的
審
査
に
よ
り
、
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
を
納
入
す
る

　
技
術
的
能
力
お
よ
び
体
制
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑸
　
こ
の
入
札
の
調
達
物
品
に
関
す
る
点
検
、
修
理
、
部
品
供
給
等
に
つ
い
て
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
お
よ

　
び
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
係
る
体
制
が
十
分
に
整
い
、
長
期
間
に
わ
た
り
迅
速
か
つ
円
滑
に
対
応
す
る
こ

　
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑹
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

　
支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

　
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

　
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

　
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

　
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

　
す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

　
者
オ
　
役
員
等
が
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

⑺
　
こ
の
入
札
業
務
と
同
種
同
等
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
行
っ
た
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請

ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
契

約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付

⑴
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局

　
の
名
称
お
よ
び
所
在
地
な
ら
び
に
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
５
－
０
８
４
１

福
井
県
越
前
市
文
京
１
丁
目
１
４
－
１
６

福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
　
工
業
キ
ャ
ン
パ
ス
事
務
室

電
話
　
０
７
７
８
－
２
２
－
２
７
３
０

⑵
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
は
上
記
場
所
で
行
う
ほ
か
、
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ

　
ム
で
公
開
す
る
。

５
　
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
様
式
。
な
お
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者

（
以
下
「
紙
入
札
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
様
式
）
に
、
必
要
書
類
を

添
え
て
次
の
と
お
り
提
出
し
、
こ
の
入
札
に
係
る
業
務
に
関
し
福
井
県
の
技
術
審
査
を
受
け
、
資
格
の

確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間

令
和
５
年
１
１
月
７
日
（
火
）
９
時
か
ら

令
和
５
年
１
１
月
２
７
日
（
月
）
１
６
時
ま
で

⑵
　
申
請
書
の
提
出
方
法

　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
。

　
な
お
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
の
情
報
が
、
契
約
担
当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子
計

算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
、
提
出
期
間
中
に
記
録
さ
れ
た
も
の
を
有
効
と
す
る
。

　
申
請
書
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成

１
２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定
認
証
業
務
を
行
う
者
が
発

行
し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
代
表
者
の
名
義

で
取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
利
用
者
登
録
し
た
も
の
と

す
る
。

⑶
　
紙
入
札
者
に
係
る
申
請
書
等
の
提
出
先
お
よ
び
提
出
方
法

ア
　
提
出
先

　
　
４
⑴
に
同
じ
。

イ
　
提
出
方
法

　
提
出
期
間
内
に
提
出
先
へ
直
接
持
参
ま
た
は
郵
送
す
る
こ
と
。
（
郵
送
す
る
場
合
は
簡
易
書
留

郵
便
と
す
る
。
）

６
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
、
開
札
日
時
お
よ
び
開
札
場
所

⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

　
　
５
⑵
お
よ
び
⑶
に
同
じ
。

⑵
　
入
札
書
の
提
出
期
間

令
和
５
年
１
２
月
２
０
日
（
水
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
７
時
ま
で

令
和
５
年
１
２
月
２
１
日
（
木
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
６
時
ま
で

⑶
　
開
札
日
時

令
和
５
年
１
２
月
２
２
日
（
金
）
１
１
時

⑷
　
開
札
場
所

福
井
県
越
前
市
文
京
１
丁
目
１
４
－
１
６

福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
　
工
業
キ
ャ
ン
パ
ス

７
　
入
札
方
法

　
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約

希
望
金
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

８
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
の
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ

た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

９
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
お
よ
び
通

　
貨
　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
財
務
規
則
第
１
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

⑶
　
入
札
の
無
効

　
　
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規
定
に
よ
る
。

⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
要

⑸
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置
に
つ
い
て

ア
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
）
第
５
条
第
２

　
項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係

　
を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と

　
と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

イ
　
ア
に
よ
り
、
警
察
署
に
届
け
出
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
な
お
、
上
記
ア
の
届
出
を
怠
っ
た
と
き
は
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領

の
規
定
に
基
づ
く
、
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
注
意
す
る
こ
と
。

⑹
　
２
に
記
載
す
る
別
に
知
事
が
行
う
審
査
を
申
請
す
る
時
期
と
場
所

ア
　
申
請
書
の
受
付
期
間

　
福
井
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
各
号
に
掲

げ
る
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

イ
　
申
請
書
の
交
付
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

福
井
県
会
計
局
会
計
課
　
総
務
第
三
グ
ル
ー
プ

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
２
５
３

⑺
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
必
要
な
事
項
は
入
札
説
明
書
等
に
よ
る
。

１
０
　
Sum
m
ary

⑴
　
N
ature and quantity of the products to be required

　
Purchase and initial set up and long-term

 m
aintenance for Fukui Prefectural 

T
akefu Com

m
ercial and T

echnical H
igh School 

⑵
　
D
ate, tim

e of Bidding
　
　
8:30a.m

. 20th D
ecem

ber 2023 ‒ 4:00p.m
. 21st D

ecem
ber 2023

⑶
　
D
eadline for delivery

　
　
5:00p.m

. 29th February 2024
⑷
　
Period of contract

　
　
28th February 2031

⑸
　
T
he place for delivery and contact for notice

　
T
akefu Com

m
ercial and T

echnical H
igh School, 1-14-16, Bunkyo, Echizen city, 

Fukui prefecture, 915-0841 Japan.
T
EL 0778-22-2730
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森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
２
４
９
号
）
第
３
３
条
の
３
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
３
３
条
の
規

定
に
よ
り
通
知
す
る
次
の
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
な
の
で
、
同
法
第
１
８
９
条
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

　
　
春
日
神
社
、
山
下
勉

２
　
通
知
の
要
旨

⑴
　
官
報
に
よ
る
農
林
水
産
省
告
示
に
て
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
。

⑵
　
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
お
よ
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
４

　
月
２
６
日
農
林
水
産
省
告
示
第
５
７
３
号
に
よ
る
。

３
　
掲
示
場
所

　
　
福
井
県
庁
お
よ
び
福
井
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
足
羽
三
ヶ
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
２
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
　

理
　
事
　
川
江
　
豊
　
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
45-1

　
〃
　
　
山
田
　
英
一
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
25-17

　
〃
　
　
西
口
　
康
士
　
福
井
市
小
路
町
16-1-7

　
〃
　
　
中
谷
　
英
修
　
福
井
市
栃
泉
町
1-10

　
〃
　
　
池
田
　
正
幸
　
福
井
市
南
山
町
13-41

　
〃
　
　
室
谷
　
賢
治
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
25-4

　
〃
　
　
安
達
　
節
男
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
3-56

　
〃
　
　
山
本
　
嘉
治
　
福
井
市
南
山
町
11-3

　
〃
　
　
今
村
　
保
英
　
福
井
市
小
路
町
3-13-1

　
〃
　
　
後
藤
　
光
宙
　
福
井
市
上
毘
沙
門
町
2-272

監
　
事
　
山
口
　
吉
晴
　
福
井
市
南
山
町
8-8

　
〃
　
　
青
木
　
邦
夫
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
25-19

　
〃
　
　
野
坂
　
定
志
　
福
井
市
小
路
町
11-155

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
酒
生
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
４
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
　

理
　
事
　
梯
　
左
武
良
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
2811

　
〃
　
　
髙
波
　
捨
治
　
福
井
市
荒
木
新
保
町
20-32

　
〃
　
　
林
　
　
世
治
　
福
井
市
殿
下
町
33-5

　
〃
　
　
前
川
　
孝
　
　
福
井
市
和
田
東
２
丁
目
812

　
〃
　
　
勝
山
　
義
一
　
福
井
市
稲
津
町
23-10

　
〃
　
　
山
崎
　
重
浩
　
福
井
市
河
水
町
14-17

監
　
事
　
梅
田
　
精
一
　
福
井
市
曽
万
布
町
9-51

　
〃
　
　
中
村
　
健
次
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
1006

　
〃
　
　
野
田
守
之
丞
　
福
井
市
篠
尾
町
61-11　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
福
井
足
羽
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
８
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
　

理
　
事
　
三
竹
　
孝
一
　
福
井
市
下
六
条
町
29-36

〃
　
　
前
田
　
晃
良
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
2014

〃
　
　
佐
々
木
　
明
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
1427

〃
　
　
橋
本
　
裕
文
　
福
井
市
和
田
中
町
神
明
宅
地
17

〃
　
　
村
上
　
千
直
　
福
井
市
和
田
中
町
上
村
宅
地
57

〃
　
　
岩
佐
　
正
弘
　
福
井
市
小
稲
津
町
30-27

〃
　
　
大
谷
　
元
見
　
福
井
市
上
六
条
町
18-39

〃
　
　
島
﨑
　
雅
行
　
福
井
市
天
王
町
26-27

〃
　
　
田
中
　
外
信
　
福
井
市
上
莇
生
田
町
5-94

〃
　
　
北
川
　
博
美
　
福
井
市
下
莇
生
田
町
13-8

〃
　
　
中
出
　
寛
　
　
福
井
市
別
所
町
10-46

〃
　
　
吉
村
　
義
雄
　
福
井
市
大
町
19-25

〃
　
　
稲
澤
　
正
一
　
福
井
市
稲
津
町
24-14

〃
　
　
萩
原
　
一
男
　
福
井
市
下
馬
１
丁
目
1901

〃
　
　
川
端
　
裕
之
　
福
井
市
東
郷
中
島
町
10-1

〃
　
　
大
畑
　
喜
秋
　
福
井
市
下
荒
井
町
2-108

監
　
事
　
畑
中
　
教
男
　
福
井
市
下
六
条
町
25-26

　
〃
　
　
佐
々
木
一
美
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
2611

　
〃
　
　
齊
藤
　
正
成
　
福
井
市
上
莇
生
田
町
2-53

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
足
羽
三
ケ
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
３
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
　

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
 　
　
　

理
　
事
　
川
江
　
豊
　
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
45-1

　
〃
　
　
安
達
　
節
男
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
3-56

　
〃
　
　
藤
田
　
佳
光
　
福
井
市
南
山
町
8-10-1

　
〃
　
　
中
谷
　
英
修
　
福
井
市
栃
泉
町
1-10

　
〃
　
　
山
田
　
英
一
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
25-17

　
〃
　
　
室
谷
　
賢
治
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
25-4

　
〃
　
　
柴
田
　
泰
　
　
福
井
市
南
山
町
8-32

　
〃
　
　
山
口
　
武
登
志
　
福
井
市
小
路
町
11-108

　
〃
　
　
山
岸
　
郭
良
　
福
井
市
小
路
町
11-139

　
〃
　
　
後
藤
　
光
宙
　
福
井
市
上
毘
沙
門
町
2-272

監
　
事
　
青
木
　
邦
夫
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
25-19

　
〃
　
　
藤
田
　
延
長
　
福
井
市
南
山
町
8-16

　
〃
　
　
櫓
元
　
真
弓
　
福
井
市
安
原
町
8-27

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
酒
生
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
５
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
　

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
 　
　
　

理
　
事
　
野
田
守
之
丞
　
福
井
市
篠
尾
町
61-11　

　
〃
　
　
前
田
　
光
博
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
1412

　
〃
　
　
林
　
　
世
治
　
福
井
市
殿
下
町
33-5

　
〃
　
　
荒
川
　
幸
洋
　
福
井
市
荒
木
新
保
町
70-48

　
〃
　
　
前
川
　
孝
　
　
福
井
市
和
田
東
２
丁
目
812

　
〃
　
　
山
崎
　
重
浩
　
福
井
市
河
水
町
14-17

監
　
事
　
河
合
　
良
伯
　
福
井
市
曽
万
布
町
9-44

　
〃
　
　
前
田
　
康
夫
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
2201

　
〃
　
　
髙
村
　
盛
雄
　
福
井
市
稲
津
町
33-19

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
福
井
足
羽
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
９
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
　

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
 　
　
　

理
　
事
　
和
田
　
健
一
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
2311

〃
　
　
佐
々
木
　
明
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
1427

〃
　
　
橋
本
　
裕
文
　
福
井
市
和
田
中
町
神
明
宅
地
17

〃
　
　
小
宮
山
　
澄
　
福
井
市
和
田
中
町
上
村
宅
地
80

〃
　
　
岩
佐
　
正
弘
　
福
井
市
小
稲
津
町
30-27

〃
　
　
前
田
　
寛
治
　
福
井
市
上
六
条
町
18-38

〃
　
　
島
﨑
　
雅
行
　
福
井
市
天
王
町
26-27

〃
　
　
三
竹
　
孝
一
　
福
井
市
下
六
条
町
29-36

〃
　
　
田
中
　
外
信
　
福
井
市
上
莇
生
田
町
5-94

〃
　
　
長
塚
　
茂
　
　
福
井
市
下
莇
生
田
町
18-5

〃
　
　
増
田
　
栄
治
　
福
井
市
別
所
町
11-11

〃
　
　
吉
村
　
幸
高
　
福
井
市
大
町
20-13

〃
　
　
澤
﨑
　
三
男
　
福
井
市
稲
津
町
72-48

〃
　
　
竹
内
　
幸
男
　
福
井
市
下
馬
１
丁
目
1205-2

〃
　
　
川
端
　
裕
之
　
福
井
市
東
郷
中
島
町
10-1

〃
　
　
大
畑
　
喜
秋
　
福
井
市
下
荒
井
町
2-108

監
　
事
　
川
端
　
義
彦
　
福
井
市
東
郷
中
島
町
10-11

　
〃
　
　
川
口
　
幸
徳
　
福
井
市
下
荒
井
町
7-101

　
〃
　
　
小
縁
　
俊
郎
　
福
井
市
下
六
条
町
29-9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
高
浜
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
９
月
３
０
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
藤
本
　
誠
　
　
高
浜
町
薗
部
51-16

　
〃
　
　
永
登
　
三
夫
　
高
浜
町
和
田
119-11

　
〃
　
　
萩
野
　
靜
男
　
高
浜
町
薗
部
61-7

　
〃
　
　
今
田
　
利
正
　
高
浜
町
東
三
松
15-28

　
〃
　
　
丸
田
　
優
　
　
高
浜
町
子
生
16-2

　
〃
　
　
大
西
　
英
夫
　
高
浜
町
和
田
120-14

　
〃
　
　
田
中
　
筆
一
　
高
浜
町
西
三
松
2-1

　
〃
　
　
河
島
　
信
義
　
高
浜
町
薗
部
51-19-2

　
〃
　
　
大
塚
　
弥
寿
男
　
高
浜
町
和
田
119-24

　
〃
　
　
勝
本
　
繁
昭
　
高
浜
町
和
田
125-12-13

　
〃
　
　
川
合
　
正
之
　
高
浜
町
日
置
45-12-2

監
　
事
　
一
瀬
　
一
憲
　
高
浜
町
東
三
松
18-8

　
〃
　
　
寺
上
　
郁
夫
　
高
浜
町
薗
部
52-19

　
〃
　
　
濵
本
　
真
和
　
高
浜
町
和
田
110-17

　
〃
　
　
熊
谷
　
元
記
　
高
浜
町
薗
部
48-2

　
〃
　
　
荒
木
　
保
博
　
高
浜
町
若
宮
4-24

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
高
浜
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
１
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
藤
本
　
誠
　
　
高
浜
町
薗
部
51-16

〃
　
　
永
登
　
三
夫
　
高
浜
町
和
田
119-11

〃
　
　
今
田
　
利
正
　
高
浜
町
東
三
松
15-28

〃
　
　
丸
田
　
優
　
　
高
浜
町
子
生
16-2

〃
　
　
河
島
　
信
義
　
高
浜
町
薗
部
51-19-2

〃
　
　
大
塚
　
弥
寿
男
　
高
浜
町
和
田
119-24

〃
　
　
田
中
　
筆
一
　
高
浜
町
西
三
松
2-1

〃
　
　
川
合
　
正
之
　
高
浜
町
日
置
45-12-2

〃
　
　
大
西
　
英
夫
　
高
浜
町
和
田
120-14

〃
　
　
堀
口
　
克
博
　
高
浜
町
薗
部
46-10

〃
　
　
大
塚
　
義
文
　
高
浜
町
和
田
118-12

監
　
事
　
富
田
　
博
司
　
高
浜
町
和
田
111-33

　
〃
　
　
髙
田
　
照
樹
　
高
浜
町
東
三
松
30-6-2

　
〃
　
　
山
崎
　
満
　
　
高
浜
町
薗
部
51-1

　
〃
　
　
杉
本
　
暁
弘
　
高
浜
町
薗
部
53-25-1

　
〃
　
　
荒
木
　
保
博
　
高
浜
町
若
宮
4-24

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
１
０
月
１
９
日
に
敦
賀
市
よ
り
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示

す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
敦
賀
市

２
　
作
業
の
種
類

　
　
公
共
測
量
（
道
路
台
帳
図
更
新
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
５
年
１
０
月
１
９
日
か
ら
令
和
６
年
３
月
３
１
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
敦
賀
市
一
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
１
０
月
１
８
日
に
福
井
県
よ
り
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示

す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
福
井
県

２
　
作
業
の
種
類

　
　
公
共
測
量
（
航
空
レ
ー
ザ
測
量
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
５
年
１
０
月
１
９
日
か
ら
令
和
６
年
２
月
２
９
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
福
井
県
　
大
野
市
、
敦
賀
市
、
三
方
上
中
郡
若
狭
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
福
井
県
立
鯖
江
高
等
学
校
丹
南
キ
ャ
ン
パ
ス
情
報
第
２
実
習
室
機
器
等
購
入
お
よ
び
保
守
委
託
業
務

一
式
（
長
期
継
続
契
約
）

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
立
鯖
江
高
等
学
校

　
　
福
井
県
鯖
江
市
舟
津
町
２
丁
目
５
番
４
２
号

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
１
０
月
２
５
日

４
　
落
札
者
の
氏
名
お
よ
び
住
所

三
谷
商
事
株
式
会
社

福
井
県
福
井
市
豊
島
１
丁
目
３
番
１
号

５
　
落
札
金
額

　
　
２
７
，
９
０
５
，
６
０
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
９
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
調
達
を
す
る
物
品
（
以
下
「
調
達
物
品
」
と
い
う
。
）
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
（
商
業
キ
ャ
ン
パ
ス
）
産
業
教
育
実
習
用
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
機
器
等

購
入
お
よ
び
保
守
委
託
業
務
一
式
（
長
期
継
続
契
約
）

⑵
　
調
達
物
品
の
仕
様
等

　
　
入
札
説
明
書
お
よ
び
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

⑶
　
契
約
期
間

　
　
契
約
締
結
日
か
ら
令
和
１
３
年
２
月
２
８
日

　
こ
の
期
間
に
、
福
井
県
に
お
い
て
契
約
締
結
年
度
の
翌
年
度
以
降
の
歳
入
歳
出
予
算
の
当
該
金
額

に
つ
い
て
減
額
ま
た
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
。

⑷
　
機
器
納
入
期
限

　
　
令
和
６
年
２
月
２
９
日
　
１
７
時

⑸
　
保
守
委
託
期
間

令
和
６
年
３
月
１
日
か
ら
令
和
１
３
年
２
月
２
８
日
ま
で

（
た
だ
し
、
ハ
ー
ド
ウ
エ
ア
保
守
に
つ
い
て
は
業
務
開
始
か
ら
１
年
間
無
償
と
す
る
。
）

⑹
　
納
入
場
所

福
井
県
越
前
市
家
久
町
２
４

福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
（
商
業
キ
ャ
ン
パ
ス
）

２
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用

を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い
う

。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
の
日
時

ま
で
に
資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
者
と
す
る
。

⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
に
規
定
す
る
者
で
な
い

　
こ
と
。

⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
福
井
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

⑶
　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
更
正
手
続
開
始
の
申
立
て
お

　
よ
び
民
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て

　
が
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑷
　
こ
の
入
札
に
併
せ
て
行
わ
れ
る
技
術
的
審
査
に
よ
り
、
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
を
納
入
す
る

　
技
術
的
能
力
お
よ
び
体
制
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑸
　
こ
の
入
札
の
調
達
物
品
に
関
す
る
点
検
、
修
理
、
部
品
供
給
等
に
つ
い
て
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
お
よ

　
び
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
係
る
体
制
が
十
分
に
整
い
、
長
期
間
に
わ
た
り
迅
速
か
つ
円
滑
に
対
応
す
る
こ

　
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑹
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

　
支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

　
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

　
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

　
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

　
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

　
す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

　
者
オ
　
役
員
等
が
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

⑺
　
こ
の
入
札
業
務
と
同
種
同
等
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
行
っ
た
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請

ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
契

約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付

⑴
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局

　
の
名
称
お
よ
び
所
在
地
な
ら
び
に
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
５
－
０
８
４
１

福
井
県
越
前
市
文
京
１
丁
目
１
４
－
１
６

福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
　
事
務
室

電
　
話
　
０
７
７
８
－
２
２
－
２
７
３
０

⑵
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
は
上
記
場
所
で
行
う
ほ
か
、
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ

　
ム
で
公
開
す
る
。

５
　
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
様
式
。
な
お
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者

（
以
下
「
紙
入
札
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
様
式
）
に
、
必
要
書
類
を

添
え
て
次
の
と
お
り
提
出
し
、
こ
の
入
札
に
係
る
業
務
に
関
し
福
井
県
の
技
術
審
査
を
受
け
、
資
格
の

確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間

令
和
５
年
１
１
月
７
日
（
火
）
９
時
か
ら

令
和
５
年
１
１
月
２
７
日
（
月
）
１
７
時
ま
で

⑵
　
申
請
書
の
提
出
方
法

　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
。

　
な
お
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
の
情
報
が
、
契
約
担
当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子
計

算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
、
提
出
期
間
中
に
記
録
さ
れ
た
も
の
を
有
効
と
す
る
。

　
申
請
書
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成

１
２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定
認
証
業
務
を
行
う
者
が
発

行
し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
代
表
者
の
名
義

で
取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
利
用
者
登
録
し
た
も
の
と

す
る
。

　
た
だ
し
、
紙
入
札
者
は
、
下
記
⑶
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

⑶
　
紙
入
札
者
に
係
る
申
請
書
等
の
提
出
先
お
よ
び
提
出
方
法

ア
　
提
出
先

　
　
４
⑴
に
同
じ
。

イ
　
提
出
方
法

　
提
出
期
間
内
に
提
出
先
へ
直
接
持
参
ま
た
は
郵
送
す
る
こ
と
。
（
郵
送
す
る
場
合
は
簡
易
書
留

郵
便
と
す
る
。
）

６
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
、
開
札
日
時
お
よ
び
開
札
場
所

⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

　
　
５
⑵
お
よ
び
⑶
に
同
じ
。

⑵
　
入
札
書
の
提
出
期
間

令
和
５
年
１
２
月
２
０
日
（
水
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
７
時
ま
で

令
和
５
年
１
２
月
２
１
日
（
木
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
６
時
ま
で

⑶
　
開
札
日
時

令
和
５
年
１
２
月
２
２
日
（
金
）
１
０
時

⑷
　
開
札
場
所

福
井
県
越
前
市
文
京
１
丁
目
１
４
－
１
６

福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校

７
　
入
札
方
法

　
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約

希
望
金
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

８
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
の
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ

た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

９
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
お
よ
び
通

　
貨
　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

⑶
　
入
札
の
無
効

　
　
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規
定
に
よ
る
。

⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
要

⑸
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置
に
つ
い
て

①
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
。
以
下
「
条
例

　
」
と
い
う
。
）
第
５
条
第
２
項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く

　
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄

　
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と
と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

②
　
①
に
よ
り
、
警
察
署
に
届
け
出
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
　
な
お
、
上
記
①
の
届
出
を
怠
っ
た
と
き
は
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領

　
の
規
定
に
基
づ
く
、
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
注
意
す
る
こ
と
。

⑹
　
２
に
記
載
す
る
別
に
知
事
が
行
う
審
査
を
申
請
す
る
時
期
と
場
所

①
　
申
請
者
の
受
付
時
期

　
福
井
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
各
号
に
掲

げ
る
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

②
　
申
請
書
の
交
付
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

福
井
県
会
計
局
会
計
課
　
総
務
第
三
グ
ル
ー
プ

電
　
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
２
５
３

⑺
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
必
要
な
事
項
は
入
札
説
明
書
等
に
よ
る
。

１
０
　
Sum
m
ary

⑴
　
T
he specifications of the product to purchase and quantity

　
H
ardw

are and the others for industrial education of the T
akefu com

m
ercial and 

T
echnical H

igh School (including the m
aintenance)

⑵
　
D
ate, tim

e, of Bidding
　
　
8:30 a.m

. 20st　
D
ecem

ber 2023 －
 4:00 p.m

 21st D
ecem

ber 2023
⑶
　
D
eadline for delivery

　
　
5:00 p.m

.29 st February 2024
⑷
　
T
he place for delivery and contact for notice

　
T
akefu com

m
ercial and T

echnical H
igh School, 24, Iehisa-cho,Echizen City, Fukui 

Prefecture, 915-0801 Japan
　
　
T
EL 0778-22-2630

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

   　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
 福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治
　
　
 

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
調
達
を
す
る
物
品
（
以
下
「
調
達
物
品
」
と
い
う
。
）
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
Ｃ
Ａ
Ｄ
室
機
器
等
購
入
お
よ
び
保
守
業
務
委
託
　
一
式
（
長
期
継

　
続
契
約
）

⑵
　
調
達
物
品
の
仕
様
等

　
　
入
札
説
明
書
お
よ
び
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

⑶
　
契
約
期
間

　
契
約
締
結
日
か
ら
令
和
１
３
年
２
月
２
８
日
ま
で

　
こ
の
期
間
に
、
福
井
県
に
お
い
て
契
約
締
結
年
度
の
翌
年
度
以
降
の
歳
入
歳
出
予
算
の
当
該
金
額

に
つ
い
て
、
減
額
ま
た
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
。

⑷
　
機
器
納
入
期
限

　
　
令
和
６
年
２
月
２
９
日
１
７
時

⑸
　
保
守
委
託
期
間

　
　
令
和
６
年
３
月
１
日
か
ら
令
和
１
３
年
２
月
２
８
日
ま
で

⑹
　
納
入
場
所

福
井
県
越
前
市
文
京
１
丁
目
１
４
－
１
６

福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
　
工
業
キ
ャ
ン
パ
ス
　
Ｃ
Ａ
Ｄ
室

２
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用

を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
の
日

時
ま
で
に
資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
者
と
す
る

。⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
者

　
で
な
い
こ
と
。

⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
福
井
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

⑶
　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
お
よ
び
民

　
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い

　
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑷
　
こ
の
入
札
に
併
せ
て
行
わ
れ
る
技
術
的
審
査
に
よ
り
、
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
を
納
入
す
る

　
技
術
的
能
力
お
よ
び
体
制
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑸
　
こ
の
入
札
の
調
達
物
品
に
関
す
る
点
検
、
修
理
、
部
品
供
給
等
に
つ
い
て
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
お
よ

　
び
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
係
る
体
制
が
十
分
に
整
い
、
長
期
間
に
わ
た
り
迅
速
か
つ
円
滑
に
対
応
す
る
こ

　
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑹
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

　
支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

　
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

　
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

　
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

　
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

　
す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

　
者
オ
　
役
員
等
が
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

⑺
　
こ
の
入
札
業
務
と
同
種
同
等
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
行
っ
た
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請

ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
契

約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付

⑴
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局

　
の
名
称
お
よ
び
所
在
地
な
ら
び
に
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
５
－
０
８
４
１

福
井
県
越
前
市
文
京
１
丁
目
１
４
－
１
６

福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
　
工
業
キ
ャ
ン
パ
ス
事
務
室

電
話
　
０
７
７
８
－
２
２
－
２
７
３
０

⑵
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
は
上
記
場
所
で
行
う
ほ
か
、
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ

　
ム
で
公
開
す
る
。

５
　
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
様
式
。
な
お
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者

（
以
下
「
紙
入
札
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
様
式
）
に
、
必
要
書
類
を

添
え
て
次
の
と
お
り
提
出
し
、
こ
の
入
札
に
係
る
業
務
に
関
し
福
井
県
の
技
術
審
査
を
受
け
、
資
格
の

確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間

令
和
５
年
１
１
月
７
日
（
火
）
９
時
か
ら

令
和
５
年
１
１
月
２
７
日
（
月
）
１
６
時
ま
で

⑵
　
申
請
書
の
提
出
方
法

　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
。

　
な
お
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
の
情
報
が
、
契
約
担
当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子
計

算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
、
提
出
期
間
中
に
記
録
さ
れ
た
も
の
を
有
効
と
す
る
。

　
申
請
書
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成

１
２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定
認
証
業
務
を
行
う
者
が
発

行
し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
代
表
者
の
名
義

で
取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
利
用
者
登
録
し
た
も
の
と

す
る
。

⑶
　
紙
入
札
者
に
係
る
申
請
書
等
の
提
出
先
お
よ
び
提
出
方
法

ア
　
提
出
先

　
　
４
⑴
に
同
じ
。

イ
　
提
出
方
法

　
提
出
期
間
内
に
提
出
先
へ
直
接
持
参
ま
た
は
郵
送
す
る
こ
と
。
（
郵
送
す
る
場
合
は
簡
易
書
留

郵
便
と
す
る
。
）

６
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
、
開
札
日
時
お
よ
び
開
札
場
所

⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

　
　
５
⑵
お
よ
び
⑶
に
同
じ
。

⑵
　
入
札
書
の
提
出
期
間

令
和
５
年
１
２
月
２
０
日
（
水
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
７
時
ま
で

令
和
５
年
１
２
月
２
１
日
（
木
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
６
時
ま
で

⑶
　
開
札
日
時

令
和
５
年
１
２
月
２
２
日
（
金
）
１
１
時

⑷
　
開
札
場
所

福
井
県
越
前
市
文
京
１
丁
目
１
４
－
１
６

福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
　
工
業
キ
ャ
ン
パ
ス

７
　
入
札
方
法

　
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約

希
望
金
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

８
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
の
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ

た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

９
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
お
よ
び
通

　
貨
　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
財
務
規
則
第
１
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

⑶
　
入
札
の
無
効

　
　
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規
定
に
よ
る
。

⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
要

⑸
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置
に
つ
い
て

ア
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
）
第
５
条
第
２

　
項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係

　
を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と

　
と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

イ
　
ア
に
よ
り
、
警
察
署
に
届
け
出
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
な
お
、
上
記
ア
の
届
出
を
怠
っ
た
と
き
は
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領

の
規
定
に
基
づ
く
、
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
注
意
す
る
こ
と
。

⑹
　
２
に
記
載
す
る
別
に
知
事
が
行
う
審
査
を
申
請
す
る
時
期
と
場
所

ア
　
申
請
書
の
受
付
期
間

　
福
井
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
各
号
に
掲

げ
る
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

イ
　
申
請
書
の
交
付
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

福
井
県
会
計
局
会
計
課
　
総
務
第
三
グ
ル
ー
プ

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
２
５
３

⑺
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
必
要
な
事
項
は
入
札
説
明
書
等
に
よ
る
。

１
０
　
Sum
m
ary

⑴
　
N
ature and quantity of the products to be required

　
Purchase and initial set up and long-term

 m
aintenance for Fukui Prefectural 

T
akefu Com

m
ercial and T

echnical H
igh School 

⑵
　
D
ate, tim

e of Bidding
　
　
8:30a.m

. 20th D
ecem

ber 2023 ‒ 4:00p.m
. 21st D

ecem
ber 2023

⑶
　
D
eadline for delivery

　
　
5:00p.m

. 29th February 2024
⑷
　
Period of contract

　
　
28th February 2031

⑸
　
T
he place for delivery and contact for notice

　
T
akefu Com

m
ercial and T

echnical H
igh School, 1-14-16, Bunkyo, Echizen city, 

Fukui prefecture, 915-0841 Japan.
T
EL 0778-22-2730
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森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
２
４
９
号
）
第
３
３
条
の
３
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
３
３
条
の
規

定
に
よ
り
通
知
す
る
次
の
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
な
の
で
、
同
法
第
１
８
９
条
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

　
　
春
日
神
社
、
山
下
勉

２
　
通
知
の
要
旨

⑴
　
官
報
に
よ
る
農
林
水
産
省
告
示
に
て
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
。

⑵
　
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
お
よ
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
４

　
月
２
６
日
農
林
水
産
省
告
示
第
５
７
３
号
に
よ
る
。

３
　
掲
示
場
所

　
　
福
井
県
庁
お
よ
び
福
井
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
足
羽
三
ヶ
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
２
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
　

理
　
事
　
川
江
　
豊
　
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
45-1

　
〃
　
　
山
田
　
英
一
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
25-17

　
〃
　
　
西
口
　
康
士
　
福
井
市
小
路
町
16-1-7

　
〃
　
　
中
谷
　
英
修
　
福
井
市
栃
泉
町
1-10

　
〃
　
　
池
田
　
正
幸
　
福
井
市
南
山
町
13-41

　
〃
　
　
室
谷
　
賢
治
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
25-4

　
〃
　
　
安
達
　
節
男
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
3-56

　
〃
　
　
山
本
　
嘉
治
　
福
井
市
南
山
町
11-3

　
〃
　
　
今
村
　
保
英
　
福
井
市
小
路
町
3-13-1

　
〃
　
　
後
藤
　
光
宙
　
福
井
市
上
毘
沙
門
町
2-272

監
　
事
　
山
口
　
吉
晴
　
福
井
市
南
山
町
8-8

　
〃
　
　
青
木
　
邦
夫
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
25-19

　
〃
　
　
野
坂
　
定
志
　
福
井
市
小
路
町
11-155

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
酒
生
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
４
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
　

理
　
事
　
梯
　
左
武
良
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
2811

　
〃
　
　
髙
波
　
捨
治
　
福
井
市
荒
木
新
保
町
20-32

　
〃
　
　
林
　
　
世
治
　
福
井
市
殿
下
町
33-5

　
〃
　
　
前
川
　
孝
　
　
福
井
市
和
田
東
２
丁
目
812

　
〃
　
　
勝
山
　
義
一
　
福
井
市
稲
津
町
23-10

　
〃
　
　
山
崎
　
重
浩
　
福
井
市
河
水
町
14-17

監
　
事
　
梅
田
　
精
一
　
福
井
市
曽
万
布
町
9-51

　
〃
　
　
中
村
　
健
次
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
1006

　
〃
　
　
野
田
守
之
丞
　
福
井
市
篠
尾
町
61-11　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
福
井
足
羽
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
８
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
　

理
　
事
　
三
竹
　
孝
一
　
福
井
市
下
六
条
町
29-36

〃
　
　
前
田
　
晃
良
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
2014

〃
　
　
佐
々
木
　
明
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
1427

〃
　
　
橋
本
　
裕
文
　
福
井
市
和
田
中
町
神
明
宅
地
17

〃
　
　
村
上
　
千
直
　
福
井
市
和
田
中
町
上
村
宅
地
57

〃
　
　
岩
佐
　
正
弘
　
福
井
市
小
稲
津
町
30-27

〃
　
　
大
谷
　
元
見
　
福
井
市
上
六
条
町
18-39

〃
　
　
島
﨑
　
雅
行
　
福
井
市
天
王
町
26-27

〃
　
　
田
中
　
外
信
　
福
井
市
上
莇
生
田
町
5-94

〃
　
　
北
川
　
博
美
　
福
井
市
下
莇
生
田
町
13-8

〃
　
　
中
出
　
寛
　
　
福
井
市
別
所
町
10-46

〃
　
　
吉
村
　
義
雄
　
福
井
市
大
町
19-25

〃
　
　
稲
澤
　
正
一
　
福
井
市
稲
津
町
24-14

〃
　
　
萩
原
　
一
男
　
福
井
市
下
馬
１
丁
目
1901

〃
　
　
川
端
　
裕
之
　
福
井
市
東
郷
中
島
町
10-1

〃
　
　
大
畑
　
喜
秋
　
福
井
市
下
荒
井
町
2-108

監
　
事
　
畑
中
　
教
男
　
福
井
市
下
六
条
町
25-26

　
〃
　
　
佐
々
木
一
美
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
2611

　
〃
　
　
齊
藤
　
正
成
　
福
井
市
上
莇
生
田
町
2-53

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
足
羽
三
ケ
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
３
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
　

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
 　
　
　

理
　
事
　
川
江
　
豊
　
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
45-1

　
〃
　
　
安
達
　
節
男
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
3-56

　
〃
　
　
藤
田
　
佳
光
　
福
井
市
南
山
町
8-10-1

　
〃
　
　
中
谷
　
英
修
　
福
井
市
栃
泉
町
1-10

　
〃
　
　
山
田
　
英
一
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
25-17

　
〃
　
　
室
谷
　
賢
治
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
25-4

　
〃
　
　
柴
田
　
泰
　
　
福
井
市
南
山
町
8-32

　
〃
　
　
山
口
　
武
登
志
　
福
井
市
小
路
町
11-108

　
〃
　
　
山
岸
　
郭
良
　
福
井
市
小
路
町
11-139

　
〃
　
　
後
藤
　
光
宙
　
福
井
市
上
毘
沙
門
町
2-272

監
　
事
　
青
木
　
邦
夫
　
福
井
市
脇
三
ヶ
町
25-19

　
〃
　
　
藤
田
　
延
長
　
福
井
市
南
山
町
8-16

　
〃
　
　
櫓
元
　
真
弓
　
福
井
市
安
原
町
8-27

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
酒
生
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
５
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
　

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
 　
　
　

理
　
事
　
野
田
守
之
丞
　
福
井
市
篠
尾
町
61-11　

　
〃
　
　
前
田
　
光
博
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
1412

　
〃
　
　
林
　
　
世
治
　
福
井
市
殿
下
町
33-5

　
〃
　
　
荒
川
　
幸
洋
　
福
井
市
荒
木
新
保
町
70-48

　
〃
　
　
前
川
　
孝
　
　
福
井
市
和
田
東
２
丁
目
812

　
〃
　
　
山
崎
　
重
浩
　
福
井
市
河
水
町
14-17

監
　
事
　
河
合
　
良
伯
　
福
井
市
曽
万
布
町
9-44

　
〃
　
　
前
田
　
康
夫
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
2201

　
〃
　
　
髙
村
　
盛
雄
　
福
井
市
稲
津
町
33-19

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
福
井
足
羽
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
９
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
　

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
 　
　
　

理
　
事
　
和
田
　
健
一
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
2311

〃
　
　
佐
々
木
　
明
　
福
井
市
和
田
中
２
丁
目
1427

〃
　
　
橋
本
　
裕
文
　
福
井
市
和
田
中
町
神
明
宅
地
17

〃
　
　
小
宮
山
　
澄
　
福
井
市
和
田
中
町
上
村
宅
地
80

〃
　
　
岩
佐
　
正
弘
　
福
井
市
小
稲
津
町
30-27

〃
　
　
前
田
　
寛
治
　
福
井
市
上
六
条
町
18-38

〃
　
　
島
﨑
　
雅
行
　
福
井
市
天
王
町
26-27

〃
　
　
三
竹
　
孝
一
　
福
井
市
下
六
条
町
29-36

〃
　
　
田
中
　
外
信
　
福
井
市
上
莇
生
田
町
5-94

〃
　
　
長
塚
　
茂
　
　
福
井
市
下
莇
生
田
町
18-5

〃
　
　
増
田
　
栄
治
　
福
井
市
別
所
町
11-11

〃
　
　
吉
村
　
幸
高
　
福
井
市
大
町
20-13

〃
　
　
澤
﨑
　
三
男
　
福
井
市
稲
津
町
72-48

〃
　
　
竹
内
　
幸
男
　
福
井
市
下
馬
１
丁
目
1205-2

〃
　
　
川
端
　
裕
之
　
福
井
市
東
郷
中
島
町
10-1

〃
　
　
大
畑
　
喜
秋
　
福
井
市
下
荒
井
町
2-108

監
　
事
　
川
端
　
義
彦
　
福
井
市
東
郷
中
島
町
10-11

　
〃
　
　
川
口
　
幸
徳
　
福
井
市
下
荒
井
町
7-101

　
〃
　
　
小
縁
　
俊
郎
　
福
井
市
下
六
条
町
29-9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
高
浜
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
９
月
３
０
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
藤
本
　
誠
　
　
高
浜
町
薗
部
51-16

　
〃
　
　
永
登
　
三
夫
　
高
浜
町
和
田
119-11

　
〃
　
　
萩
野
　
靜
男
　
高
浜
町
薗
部
61-7

　
〃
　
　
今
田
　
利
正
　
高
浜
町
東
三
松
15-28

　
〃
　
　
丸
田
　
優
　
　
高
浜
町
子
生
16-2

　
〃
　
　
大
西
　
英
夫
　
高
浜
町
和
田
120-14

　
〃
　
　
田
中
　
筆
一
　
高
浜
町
西
三
松
2-1

　
〃
　
　
河
島
　
信
義
　
高
浜
町
薗
部
51-19-2

　
〃
　
　
大
塚
　
弥
寿
男
　
高
浜
町
和
田
119-24

　
〃
　
　
勝
本
　
繁
昭
　
高
浜
町
和
田
125-12-13

　
〃
　
　
川
合
　
正
之
　
高
浜
町
日
置
45-12-2

監
　
事
　
一
瀬
　
一
憲
　
高
浜
町
東
三
松
18-8

　
〃
　
　
寺
上
　
郁
夫
　
高
浜
町
薗
部
52-19

　
〃
　
　
濵
本
　
真
和
　
高
浜
町
和
田
110-17

　
〃
　
　
熊
谷
　
元
記
　
高
浜
町
薗
部
48-2

　
〃
　
　
荒
木
　
保
博
　
高
浜
町
若
宮
4-24

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
高
浜
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
０
月
１
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
藤
本
　
誠
　
　
高
浜
町
薗
部
51-16

〃
　
　
永
登
　
三
夫
　
高
浜
町
和
田
119-11

〃
　
　
今
田
　
利
正
　
高
浜
町
東
三
松
15-28

〃
　
　
丸
田
　
優
　
　
高
浜
町
子
生
16-2

〃
　
　
河
島
　
信
義
　
高
浜
町
薗
部
51-19-2

〃
　
　
大
塚
　
弥
寿
男
　
高
浜
町
和
田
119-24

〃
　
　
田
中
　
筆
一
　
高
浜
町
西
三
松
2-1

〃
　
　
川
合
　
正
之
　
高
浜
町
日
置
45-12-2

〃
　
　
大
西
　
英
夫
　
高
浜
町
和
田
120-14

〃
　
　
堀
口
　
克
博
　
高
浜
町
薗
部
46-10

〃
　
　
大
塚
　
義
文
　
高
浜
町
和
田
118-12

監
　
事
　
富
田
　
博
司
　
高
浜
町
和
田
111-33

　
〃
　
　
髙
田
　
照
樹
　
高
浜
町
東
三
松
30-6-2

　
〃
　
　
山
崎
　
満
　
　
高
浜
町
薗
部
51-1

　
〃
　
　
杉
本
　
暁
弘
　
高
浜
町
薗
部
53-25-1

　
〃
　
　
荒
木
　
保
博
　
高
浜
町
若
宮
4-24

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
１
０
月
１
９
日
に
敦
賀
市
よ
り
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示

す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
敦
賀
市

２
　
作
業
の
種
類

　
　
公
共
測
量
（
道
路
台
帳
図
更
新
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
５
年
１
０
月
１
９
日
か
ら
令
和
６
年
３
月
３
１
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
敦
賀
市
一
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
１
０
月
１
８
日
に
福
井
県
よ
り
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示

す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
福
井
県

２
　
作
業
の
種
類

　
　
公
共
測
量
（
航
空
レ
ー
ザ
測
量
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
５
年
１
０
月
１
９
日
か
ら
令
和
６
年
２
月
２
９
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
福
井
県
　
大
野
市
、
敦
賀
市
、
三
方
上
中
郡
若
狭
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
福
井
県
立
鯖
江
高
等
学
校
丹
南
キ
ャ
ン
パ
ス
情
報
第
２
実
習
室
機
器
等
購
入
お
よ
び
保
守
委
託
業
務

一
式
（
長
期
継
続
契
約
）

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
立
鯖
江
高
等
学
校

　
　
福
井
県
鯖
江
市
舟
津
町
２
丁
目
５
番
４
２
号

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
１
０
月
２
５
日

４
　
落
札
者
の
氏
名
お
よ
び
住
所

三
谷
商
事
株
式
会
社

福
井
県
福
井
市
豊
島
１
丁
目
３
番
１
号

５
　
落
札
金
額

　
　
２
７
，
９
０
５
，
６
０
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
９
月
１
２
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
調
達
を
す
る
物
品
（
以
下
「
調
達
物
品
」
と
い
う
。
）
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
（
商
業
キ
ャ
ン
パ
ス
）
産
業
教
育
実
習
用
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
機
器
等

購
入
お
よ
び
保
守
委
託
業
務
一
式
（
長
期
継
続
契
約
）

⑵
　
調
達
物
品
の
仕
様
等

　
　
入
札
説
明
書
お
よ
び
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

⑶
　
契
約
期
間

　
　
契
約
締
結
日
か
ら
令
和
１
３
年
２
月
２
８
日

　
こ
の
期
間
に
、
福
井
県
に
お
い
て
契
約
締
結
年
度
の
翌
年
度
以
降
の
歳
入
歳
出
予
算
の
当
該
金
額

に
つ
い
て
減
額
ま
た
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
。

⑷
　
機
器
納
入
期
限

　
　
令
和
６
年
２
月
２
９
日
　
１
７
時

⑸
　
保
守
委
託
期
間

令
和
６
年
３
月
１
日
か
ら
令
和
１
３
年
２
月
２
８
日
ま
で

（
た
だ
し
、
ハ
ー
ド
ウ
エ
ア
保
守
に
つ
い
て
は
業
務
開
始
か
ら
１
年
間
無
償
と
す
る
。
）

⑹
　
納
入
場
所

福
井
県
越
前
市
家
久
町
２
４

福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
（
商
業
キ
ャ
ン
パ
ス
）

２
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用

を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い
う

。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
の
日
時

ま
で
に
資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
者
と
す
る
。

⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
に
規
定
す
る
者
で
な
い

　
こ
と
。

⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
福
井
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

⑶
　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
更
正
手
続
開
始
の
申
立
て
お

　
よ
び
民
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て

　
が
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑷
　
こ
の
入
札
に
併
せ
て
行
わ
れ
る
技
術
的
審
査
に
よ
り
、
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
を
納
入
す
る

　
技
術
的
能
力
お
よ
び
体
制
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑸
　
こ
の
入
札
の
調
達
物
品
に
関
す
る
点
検
、
修
理
、
部
品
供
給
等
に
つ
い
て
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
お
よ

　
び
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
係
る
体
制
が
十
分
に
整
い
、
長
期
間
に
わ
た
り
迅
速
か
つ
円
滑
に
対
応
す
る
こ

　
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑹
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

　
支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

　
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

　
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

　
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

　
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

　
す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

　
者
オ
　
役
員
等
が
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

⑺
　
こ
の
入
札
業
務
と
同
種
同
等
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
行
っ
た
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請

ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
契

約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付

⑴
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局

　
の
名
称
お
よ
び
所
在
地
な
ら
び
に
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
５
－
０
８
４
１

福
井
県
越
前
市
文
京
１
丁
目
１
４
－
１
６

福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
　
事
務
室

電
　
話
　
０
７
７
８
－
２
２
－
２
７
３
０

⑵
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
は
上
記
場
所
で
行
う
ほ
か
、
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ

　
ム
で
公
開
す
る
。

５
　
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
様
式
。
な
お
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者

（
以
下
「
紙
入
札
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
様
式
）
に
、
必
要
書
類
を

添
え
て
次
の
と
お
り
提
出
し
、
こ
の
入
札
に
係
る
業
務
に
関
し
福
井
県
の
技
術
審
査
を
受
け
、
資
格
の

確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間

令
和
５
年
１
１
月
７
日
（
火
）
９
時
か
ら

令
和
５
年
１
１
月
２
７
日
（
月
）
１
７
時
ま
で

⑵
　
申
請
書
の
提
出
方
法

　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
。

　
な
お
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
の
情
報
が
、
契
約
担
当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子
計

算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
、
提
出
期
間
中
に
記
録
さ
れ
た
も
の
を
有
効
と
す
る
。

　
申
請
書
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成

１
２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定
認
証
業
務
を
行
う
者
が
発

行
し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
代
表
者
の
名
義

で
取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
利
用
者
登
録
し
た
も
の
と

す
る
。

　
た
だ
し
、
紙
入
札
者
は
、
下
記
⑶
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

⑶
　
紙
入
札
者
に
係
る
申
請
書
等
の
提
出
先
お
よ
び
提
出
方
法

ア
　
提
出
先

　
　
４
⑴
に
同
じ
。

イ
　
提
出
方
法

　
提
出
期
間
内
に
提
出
先
へ
直
接
持
参
ま
た
は
郵
送
す
る
こ
と
。
（
郵
送
す
る
場
合
は
簡
易
書
留

郵
便
と
す
る
。
）

６
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
、
開
札
日
時
お
よ
び
開
札
場
所

⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

　
　
５
⑵
お
よ
び
⑶
に
同
じ
。

⑵
　
入
札
書
の
提
出
期
間

令
和
５
年
１
２
月
２
０
日
（
水
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
７
時
ま
で

令
和
５
年
１
２
月
２
１
日
（
木
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
６
時
ま
で

⑶
　
開
札
日
時

令
和
５
年
１
２
月
２
２
日
（
金
）
１
０
時

⑷
　
開
札
場
所

福
井
県
越
前
市
文
京
１
丁
目
１
４
－
１
６

福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校

７
　
入
札
方
法

　
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約

希
望
金
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

８
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
の
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ

た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

９
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
お
よ
び
通

　
貨
　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
１
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

⑶
　
入
札
の
無
効

　
　
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規
定
に
よ
る
。

⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
要

⑸
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置
に
つ
い
て

①
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
。
以
下
「
条
例

　
」
と
い
う
。
）
第
５
条
第
２
項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く

　
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄

　
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と
と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

②
　
①
に
よ
り
、
警
察
署
に
届
け
出
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
　
な
お
、
上
記
①
の
届
出
を
怠
っ
た
と
き
は
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領

　
の
規
定
に
基
づ
く
、
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
注
意
す
る
こ
と
。

⑹
　
２
に
記
載
す
る
別
に
知
事
が
行
う
審
査
を
申
請
す
る
時
期
と
場
所

①
　
申
請
者
の
受
付
時
期

　
福
井
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
各
号
に
掲

げ
る
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

②
　
申
請
書
の
交
付
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

福
井
県
会
計
局
会
計
課
　
総
務
第
三
グ
ル
ー
プ

電
　
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
２
５
３

⑺
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
必
要
な
事
項
は
入
札
説
明
書
等
に
よ
る
。

１
０
　
Sum
m
ary

⑴
　
T
he specifications of the product to purchase and quantity

　
H
ardw

are and the others for industrial education of the T
akefu com

m
ercial and 

T
echnical H

igh School (including the m
aintenance)

⑵
　
D
ate, tim

e, of Bidding
　
　
8:30 a.m

. 20st　
D
ecem

ber 2023 －
 4:00 p.m

 21st D
ecem

ber 2023
⑶
　
D
eadline for delivery

　
　
5:00 p.m

.29 st February 2024
⑷
　
T
he place for delivery and contact for notice

　
T
akefu com

m
ercial and T

echnical H
igh School, 24, Iehisa-cho,Echizen City, Fukui 

Prefecture, 915-0801 Japan
　
　
T
EL 0778-22-2630

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号
）
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

   　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
 福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治
　
　
 

１
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
調
達
を
す
る
物
品
（
以
下
「
調
達
物
品
」
と
い
う
。
）
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
Ｃ
Ａ
Ｄ
室
機
器
等
購
入
お
よ
び
保
守
業
務
委
託
　
一
式
（
長
期
継

　
続
契
約
）

⑵
　
調
達
物
品
の
仕
様
等

　
　
入
札
説
明
書
お
よ
び
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

⑶
　
契
約
期
間

　
契
約
締
結
日
か
ら
令
和
１
３
年
２
月
２
８
日
ま
で

　
こ
の
期
間
に
、
福
井
県
に
お
い
て
契
約
締
結
年
度
の
翌
年
度
以
降
の
歳
入
歳
出
予
算
の
当
該
金
額

に
つ
い
て
、
減
額
ま
た
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
。

⑷
　
機
器
納
入
期
限

　
　
令
和
６
年
２
月
２
９
日
１
７
時

⑸
　
保
守
委
託
期
間

　
　
令
和
６
年
３
月
１
日
か
ら
令
和
１
３
年
２
月
２
８
日
ま
で

⑹
　
納
入
場
所

福
井
県
越
前
市
文
京
１
丁
目
１
４
－
１
６

福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
　
工
業
キ
ャ
ン
パ
ス
　
Ｃ
Ａ
Ｄ
室

２
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用

を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
者
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
の
日

時
ま
で
に
資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
者
と
す
る

。⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
６
７
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
者

　
で
な
い
こ
と
。

⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
福
井
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

⑶
　
会
社
更
生
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
１
５
４
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
お
よ
び
民

　
事
再
生
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
２
２
５
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い

　
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑷
　
こ
の
入
札
に
併
せ
て
行
わ
れ
る
技
術
的
審
査
に
よ
り
、
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
を
納
入
す
る

　
技
術
的
能
力
お
よ
び
体
制
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑸
　
こ
の
入
札
の
調
達
物
品
に
関
す
る
点
検
、
修
理
、
部
品
供
給
等
に
つ
い
て
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
お
よ

　
び
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
係
る
体
制
が
十
分
に
整
い
、
長
期
間
に
わ
た
り
迅
速
か
つ
円
滑
に
対
応
す
る
こ

　
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑹
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者
を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た
は
そ
の

　
支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力

　
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７
７
号
）

　
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す

　
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者
の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
損
害

　
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜
を
供
与

　
す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は
関
与
し
て
い
る

　
者
オ
　
役
員
等
が
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

⑺
　
こ
の
入
札
業
務
と
同
種
同
等
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
行
っ
た
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
電
子
入
札
の
実
施

　
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請
お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請

ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
契

約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付

⑴
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局

　
の
名
称
お
よ
び
所
在
地
な
ら
び
に
こ
の
入
札
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
５
－
０
８
４
１

福
井
県
越
前
市
文
京
１
丁
目
１
４
－
１
６

福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
　
工
業
キ
ャ
ン
パ
ス
事
務
室

電
話
　
０
７
７
８
－
２
２
－
２
７
３
０

⑵
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
は
上
記
場
所
で
行
う
ほ
か
、
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ

　
ム
で
公
開
す
る
。

５
　
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
様
式
。
な
お
、
契
約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者

（
以
下
「
紙
入
札
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
様
式
）
に
、
必
要
書
類
を

添
え
て
次
の
と
お
り
提
出
し
、
こ
の
入
札
に
係
る
業
務
に
関
し
福
井
県
の
技
術
審
査
を
受
け
、
資
格
の

確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間

令
和
５
年
１
１
月
７
日
（
火
）
９
時
か
ら

令
和
５
年
１
１
月
２
７
日
（
月
）
１
６
時
ま
で

⑵
　
申
請
書
の
提
出
方
法

　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す
る
。

　
な
お
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
の
情
報
が
、
契
約
担
当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子
計

算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
、
提
出
期
間
中
に
記
録
さ
れ
た
も
の
を
有
効
と
す
る
。

　
申
請
書
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
は
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成

１
２
年
法
律
第
１
０
２
号
）
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定
認
証
業
務
を
行
う
者
が
発

行
し
た
も
の
で
、
か
つ
福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
代
表
者
の
名
義

で
取
得
し
、
そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
利
用
者
登
録
し
た
も
の
と

す
る
。

⑶
　
紙
入
札
者
に
係
る
申
請
書
等
の
提
出
先
お
よ
び
提
出
方
法

ア
　
提
出
先

　
　
４
⑴
に
同
じ
。

イ
　
提
出
方
法

　
提
出
期
間
内
に
提
出
先
へ
直
接
持
参
ま
た
は
郵
送
す
る
こ
と
。
（
郵
送
す
る
場
合
は
簡
易
書
留

郵
便
と
す
る
。
）

６
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
、
開
札
日
時
お
よ
び
開
札
場
所

⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

　
　
５
⑵
お
よ
び
⑶
に
同
じ
。

⑵
　
入
札
書
の
提
出
期
間

令
和
５
年
１
２
月
２
０
日
（
水
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
７
時
ま
で

令
和
５
年
１
２
月
２
１
日
（
木
）
８
時
３
０
分
か
ら
１
６
時
ま
で

⑶
　
開
札
日
時

令
和
５
年
１
２
月
２
２
日
（
金
）
１
１
時

⑷
　
開
札
場
所

福
井
県
越
前
市
文
京
１
丁
目
１
４
－
１
６

福
井
県
立
武
生
商
工
高
等
学
校
　
工
業
キ
ャ
ン
パ
ス

７
　
入
札
方
法

　
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
１
０
０
分
の
１
０

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約

希
望
金
額
の
１
１
０
分
の
１
０
０
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

８
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
の
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ

た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

９
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
お
よ
び
通

　
貨
　
　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
財
務
規
則
第
１
１
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

⑶
　
入
札
の
無
効

　
　
福
井
県
財
務
規
則
第
１
５
１
条
の
規
定
に
よ
る
。

⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
要

⑸
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場
合
の
措
置
に
つ
い
て

ア
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
２
年
福
井
県
条
例
第
３
１
号
）
第
５
条
第
２

　
項
の
規
定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係

　
を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
轄
の
警
察
署
に
届
出
を
行
う
と

　
と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

イ
　
ア
に
よ
り
、
警
察
署
に
届
け
出
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
な
お
、
上
記
ア
の
届
出
を
怠
っ
た
と
き
は
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
要
領

の
規
定
に
基
づ
く
、
指
名
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
注
意
す
る
こ
と
。

⑹
　
２
に
記
載
す
る
別
に
知
事
が
行
う
審
査
を
申
請
す
る
時
期
と
場
所

ア
　
申
請
書
の
受
付
期
間

　
福
井
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
各
号
に
掲

げ
る
日
を
除
き
、
随
時
申
請
を
受
け
付
け
る
。

イ
　
申
請
書
の
交
付
場
所
お
よ
び
提
出
場
所
な
ら
び
に
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

福
井
県
会
計
局
会
計
課
　
総
務
第
三
グ
ル
ー
プ

電
話
　
０
７
７
６
－
２
０
－
０
２
５
３

⑺
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入
札
に
関
し
必
要
な
事
項
は
入
札
説
明
書
等
に
よ
る
。

１
０
　
Sum
m
ary

⑴
　
N
ature and quantity of the products to be required

　
Purchase and initial set up and long-term

 m
aintenance for Fukui Prefectural 

T
akefu Com

m
ercial and T

echnical H
igh School 

⑵
　
D
ate, tim

e of Bidding
　
　
8:30a.m

. 20th D
ecem

ber 2023 ‒ 4:00p.m
. 21st D

ecem
ber 2023

⑶
　
D
eadline for delivery

　
　
5:00p.m

. 29th February 2024
⑷
　
Period of contract

　
　
28th February 2031

⑸
　
T
he place for delivery and contact for notice

　
T
akefu Com

m
ercial and T

echnical H
igh School, 1-14-16, Bunkyo, Echizen city, 

Fukui prefecture, 915-0841 Japan.
T
EL 0778-22-2730
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教
育
委
員
会
告
示

福
井
県
教
育
委
員
会
告
示
第
１
０
号

　
令
和
６
年
度
福
井
県
立
高
等
学
校
入
学
者
選
抜
実
施
要
項
（
全
日
制
の
課
程
お
よ
び
定
時
制
の
課
程
）

、
令
和
６
年
度
福
井
県
立
道
守
高
等
学
校
通
信
制
の
課
程
入
学
者
選
抜
実
施
要
項
、
令
和
６
年
度
連
携
型

中
高
一
貫
教
育
校
入
学
者
選
抜
実
施
要
項
、
令
和
６
年
度
福
井
県
立
高
等
学
校
入
学
者
選
抜
の
た
め
の
学

力
検
査
等
実
施
要
項
（
全
日
制
の
課
程
お
よ
び
定
時
制
の
課
程
）
な
ら
び
に
令
和
６
年
度
福
井
県
立
特
別

支
援
学
校
の
幼
稚
部
お
よ
び
高
等
部
の
入
学
者
選
考
実
施
要
項
を
別
冊
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　
令
和
５
年
１
１
月
７
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
教
育
委
員
会
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令
和
五
年
十
一
月
七
日
発
　
行
　
発
行
人
　
〒
九
一
〇

－

八
五
八
〇
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
十
七
番
一
号
　
福
　
井
　
県


